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※調査の対象は、都道府県（47）、⼈⼝１０万⼈以上の市（259）及び東京都特別区（23）



１．地⽅公共団体の官公需契約実績の推移

官 公 需 総 額 中⼩企業・⼩規模事
業者向け契約実績

中⼩企業・⼩規模事
業者向け契約⽐率

(A)  (B) （B)/(A)
（億円） （億円） （％）

昭和 47 28,854 19,429 67.3
48 38,872 25,542 65.7
49 52,709 35,276 66.9
50 55,251 37,454 67.8
51 64,306 45,963 71.5
52 80,111 56,838 70.9
53 91,395 67,823 74.2
54 99,844 71,510 71.6
55 106,198 76,828 72.3
56 123,819 92,237 74.5
57 127,496 94,517 74.1
58 114,202 84,655 74.1
59 115,120 85,477 74.3
60 116,538 86,704 74.4
61 123,364 90,469 73.3
62 137,900 99,098 71.9
63 140,658 100,774 71.6

平成 元 155,582 109,795 70.6
2 169,357 117,304 69.3
3 197,756 128,866 65.2
4 222,027 152,537 68.7
5 226,137 158,605 70.1
6 218,327 149,248 68.4
7 235,242 161,988 68.9
8 220,716 151,702 68.7
9 208,525 144,748 69.4
10 211,989 150,489 71.0
11 191,252 137,781 72.0
12 184,727 136,076 73.7
13 186,273 133,791 71.8
14 155,014 114,114 73.6
15 144,402 109,083 75.5
16 136,087 101,492 74.6
17 132,904 98,879 74.4
18 131,018 99,422 75.9
19 122,899 92,696 75.4
20 122,353 92,027 75.2
21 129,881 98,635 75.9
22 117,726 88,909 75.5
23 127,826 92,974 72.7
24 128,029 96,754 75.6
25 143,778 106,954 74.4
26 152,790 114,830 75.2
27 142,303 106,068 74.5
28 146,753 107,752 73.4
29 144,827 108,068 74.6
30 147,678 110,302 74.7

令和 元 161,383 120,832 74.9
2 165,678 121,846 73.5
3 167,106 122,275 73.2
4 175,451 126,735 72.2
5 173,814 129,579 74.6

年度

(注１)実績は、調査対象である都道府県、⼈⼝10万⼈以上の市及び東京都特別区の合算となります。
　　　　⼀部の地⽅公共団体においては、対象となる契約案件についての把握が完全でない部分があります。
(注２)平成22年度及び平成23年度は、東⽇本⼤震災により被災し集計困難となった地⽅公共団体の全
　　　　部⼜は⼀部の機関の数値が含まれておりません。
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２．令和５年度地⽅公共団体別官公需契約実績

官 公 需 総 額
中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 実 績

うち新規中⼩企業
者 向 け
契 約 実 績

中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 ⽐ 率

新規中⼩企業者
向 け 契 約 ⽐ 率

(A)  (B)  (C) （B）/（A） （C）/（A）
(億円） (億円） (億円） ％ ％

北海道 10,443 8,370 9.1 80.1 0.09
⻘森県 2,006 1,644 4.0 82.0 0.20
岩⼿県 1,871 1,553 51.1 83.0 2.73
宮城県 3,094 2,262 5.6 73.1 0.18
秋⽥県 1,657 1,464 19.2 88.4 1.16
⼭形県 1,788 1,322 26.3 74.0 1.47
福島県 2,800 2,386 6.0 85.2 0.21
茨城県 2,626 2,138 14.1 81.4 0.54
栃⽊県 2,097 1,701 19.0 81.1 0.91
群⾺県 2,587 2,031 8.6 78.5 0.33
埼⽟県 6,971 5,281 233.0 75.7 3.34
千葉県 6,770 4,152 33.5 61.3 0.49
東京都 28,425 17,759 615.8 62.5 2.17

神奈川県 8,966 6,364 44.4 71.0 0.50
新潟県 4,656 4,206 2.2 90.3 0.05
富⼭県 1,612 1,295 8.7 80.3 0.54
⽯川県 1,775 1,343 2.0 75.7 0.11
福井県 1,522 1,382 18.6 90.8 1.22
⼭梨県 1,489 1,281 0.7 86.0 0.04
⻑野県 2,658 2,146 33.2 80.7 1.25
岐⾩県 5,673 4,257 15.8 75.0 0.28
静岡県 5,184 3,831 41.0 73.9 0.79
愛知県 9,052 6,275 52.3 69.3 0.58
三重県 2,306 2,023 7.5 87.7 0.32
滋賀県 1,723 1,374 11.2 79.7 0.65
京都府 1,893 1,396 12.1 73.8 0.64
⼤阪府 9,196 6,281 91.6 68.3 1.00
兵庫県 5,360 4,048 86.5 75.5 1.61
奈良県 1,044 796 12.5 76.2 1.19

和歌⼭県 1,283 1,075 10.3 83.8 0.80
⿃取県 1,231 986 11.2 80.1 0.91
島根県 1,200 1,094 1.3 91.1 0.11
岡⼭県 1,953 1,347 4.1 69.0 0.21
広島県 3,365 2,492 54.1 74.1 1.61
⼭⼝県 2,380 1,626 12.7 68.3 0.54
徳島県 1,266 985 1.4 77.8 0.11
⾹川県 1,191 855 3.8 71.8 0.32
愛媛県 1,920 1,502 13.3 78.2 0.69
⾼知県 1,156 940 4.5 81.3 0.39
福岡県 5,604 4,493 18.8 80.2 0.34
佐賀県 1,145 942 2.0 82.3 0.17
⻑崎県 2,130 1,911 18.0 89.7 0.85
熊本県 2,907 2,436 2.8 83.8 0.10
⼤分県 1,183 990 6.0 83.7 0.51
宮崎県 2,092 1,659 11.5 79.3 0.55

⿅児島県 2,237 1,888 3.4 84.4 0.15
沖縄県 2,328 1,997 40.0 85.8 1.72
合計 173,814 129,579 1,704.9 74.6 0.98

地⽅公共団体

(注)実績は、それぞれの都道府県、⼈⼝１０万⼈以上の市及び東京都特別区の合算となります。
　　　⼀部の地⽅公共団体においては、対象となる契約案件についての把握が完全でない部分があります。
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３．令和５年度地⽅公共団体別官公需契約実績 (都道府県・10万⼈以上の市等別）

官 公 需 総 額
中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 実 績

うち新規中⼩企業
者 向 け
契 約 実 績

中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 ⽐ 率

新規中⼩企業者
向 け 契 約 ⽐ 率

(A)  (B)  (C) （B）/（A） （C）/（A）
(億円） (億円） (億円） ％ ％

北海道 4,022 3,534 1.4 87.9 0.04
札幌市 3,777 2,891 0.0 76.6 0.00
函館市 548 469 3.5 85.5 0.64
⼩樽市 193 137 0.0 71.3 0.00
旭川市 568 415 0.9 72.9 0.16
釧路市 696 368 3.2 52.8 0.46
帯広市 211 179 0.0 84.9 0.00
北⾒市 144 137 0.0 95.0 0.00

苫⼩牧市 224 185 0.0 82.6 0.00
江別市 61 55 0.0 91.7 0.00
⻘森県 1,473 1,213 3.4 82.3 0.23
⻘森市 259 190 0.0 73.5 0.00
弘前市 46 43 0.6 94.7 1.37
⼋⼾市 228 198 0.0 86.5 0.00
岩⼿県 1,402 1,150 50.1 82.0 3.57
盛岡市 137 123 0.0 89.8 0.00
⼀関市 194 178 1.0 91.8 0.50
奥州市 138 102 0.0 74.0 0.00
宮城県 1,469 1,159 5.0 78.9 0.34
仙台市 1,303 865 0.0 66.4 0.00
⽯巻市 201 134 [0] 66.7 0.01
⼤崎市 121 104 0.7 85.9 0.56
秋⽥県 1,392 1,272 3.9 91.4 0.28
秋⽥市 265 193 15.3 72.8 5.78
⼭形県 1,343 974 4.5 72.5 0.34
⼭形市 225 170 21.2 75.6 9.43
鶴岡市 220 178 0.6 80.9 0.29
福島県 1,591 1,429 2.3 89.8 0.14
福島市 325 274 0.9 84.3 0.29

会津若松市 98 90 1.0 91.3 1.05
郡⼭市 189 119 1.7 63.1 0.91
いわき市 596 475 0.0 79.7 0.00
茨城県 1,641 1,329 4.2 81.0 0.26
⽔⼾市 100 94 0.6 95.0 0.62
⽇⽴市 166 137 0.2 82.7 0.09
⼟浦市 117 100 1.9 85.9 1.67
古河市 62 53 0.9 85.7 1.42
取⼿市 111 91 0.0 81.8 0.00
つくば市 218 185 6.0 84.8 2.73

ひたちなか市 105 75 0.3 71.7 0.25
筑⻄市 107 73 0.0 68.7 0.00
栃⽊県 1,229 1,083 12.5 88.1 1.02

宇都宮市 377 241 0.0 64.1 0.00
⾜利市 71 57 0.0 80.4 0.00
栃⽊市 101 71 2.4 70.4 2.37
佐野市 118 91 0.3 77.0 0.26
⼩⼭市 85 81 3.8 95.3 4.43

那須塩原市 117 76 0.0 65.3 0.00

地⽅公共団体
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官 公 需 総 額
中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 実 績

うち新規中⼩企業
者 向 け
契 約 実 績

中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 ⽐ 率

新規中⼩企業者
向 け 契 約 ⽐ 率

(A)  (B)  (C) （B）/（A） （C）/（A）
(億円） (億円） (億円） ％ ％

群⾺県 1,372 1,054 5.6 76.8 0.41
前橋市 404 284 0.0 70.2 0.00
⾼崎市 371 358 1.0 96.5 0.26
桐⽣市 70 47 0.7 67.3 0.97

伊勢崎市 195 164 1.4 84.2 0.71
太⽥市 176 125 0.0 70.7 0.00
埼⽟県 2,783 2,040 28.2 73.3 1.01

さいたま市 1,719 1,309 192.4 76.1 11.19
川越市 173 109 0.0 63.0 0.00
熊⾕市 159 147 0.0 92.1 0.00
川⼝市 209 194 8.0 92.8 3.84
所沢市 363 277 0.0 76.1 0.00
加須市 86 69 0.0 80.1 0.00

春⽇部市 84 59 0.0 70.3 0.00
狭⼭市 97 60 0.1 61.7 0.07
鴻巣市 72 40 0.0 55.6 0.00
深⾕市 115 92 0.0 80.4 0.00
上尾市 165 128 3.7 77.3 2.26
草加市 92 71 0.0 77.4 0.00
越⾕市 144 125 0.0 87.0 0.00
⼾⽥市 79 67 0.0 85.5 0.00
⼊間市 45 41 0.0 90.8 0.00
朝霞市 129 75 0.2 57.8 0.14
新座市 127 94 0.0 73.9 0.00
久喜市 70 63 0.0 91.0 0.00

富⼠⾒市 70 39 0.0 56.1 0.00
三郷市 136 127 0.4 93.0 0.29

ふじみ野市 55 55 0.0 100.0 0.00
千葉県 2,796 1,819 26.4 65.0 0.94
千葉市 1,368 716 0.0 52.3 0.00
市川市 408 199 0.0 48.9 0.00
船橋市 441 308 0.0 69.9 0.00

⽊更津市 40 33 0.0 82.3 0.00
松⼾市 401 223 0.0 55.6 0.00
野⽥市 93 60 0.0 64.8 0.00
成⽥市 113 80 3.6 70.9 3.16
佐倉市 50 42 [0] 84.0 0.10

習志野市 88 50 1.8 56.5 2.01
柏市 211 124 0.0 58.8 0.00

市原市 124 76 0.0 61.3 0.00
流⼭市 105 55 0.0 52.4 0.00

⼋千代市 138 100 0.2 72.7 0.11
我孫⼦市 81 56 0.9 69.9 1.10
鎌ケ⾕市 40 28 0.0 69.4 0.00
浦安市 179 112 0.0 62.5 0.00
印⻄市 96 72 0.7 74.3 0.71

地⽅公共団体
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官 公 需 総 額
中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 実 績

うち新規中⼩企業
者 向 け
契 約 実 績

中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 ⽐ 率

新規中⼩企業者
向 け 契 約 ⽐ 率

(A)  (B)  (C) （B）/（A） （C）/（A）
(億円） (億円） (億円） ％ ％

東京都 16,007 8,844 479.0 55.2 2.99
千代⽥区 630 538 0.0 85.4 0.00
中央区 430 306 0.0 71.2 0.00
港区 502 344 5.3 68.4 1.06

新宿区 322 198 10.0 61.6 3.12
⽂京区 330 213 0.0 64.7 0.00
台東区 111 75 0.0 68.0 0.00
墨⽥区 209 154 0.0 73.5 0.00
江東区 479 367 15.4 76.6 3.22
品川区 536 376 0.0 70.2 0.00
⽬⿊区 178 134 2.0 75.1 1.09
⼤⽥区 1,102 918 0.0 83.3 0.00

世⽥⾕区 740 451 0.0 60.9 0.00
渋⾕区 297 120 0.0 40.3 0.00
中野区 357 220 0.0 61.6 0.00
杉並区 545 435 0.0 79.7 0.00
豊島区 337 201 0.0 59.8 0.00
北区 404 301 74.2 74.5 18.35

荒川区 175 138 5.2 78.5 2.97
板橋区 458 376 0.0 82.1 0.00
練⾺区 568 437 0.0 76.9 0.00
⾜⽴区 477 319 0.0 66.8 0.00
葛飾区 314 252 4.1 80.1 1.32

江⼾川区 596 370 0.0 62.0 0.00
⼋王⼦市 174 131 0.8 75.4 0.49
⽴川市 318 217 4.5 68.2 1.42

武蔵野市 218 146 0.1 66.9 0.03
三鷹市 131 91 4.5 69.6 3.43
⻘梅市 104 84 4.6 80.5 4.41
府中市 299 266 1.9 89.0 0.63
昭島市 90 54 0.0 59.9 0.00
調布市 120 101 0.0 83.7 0.00
町⽥市 246 159 2.6 64.7 1.06

⼩⾦井市 35 28 0.0 79.2 0.00
⼩平市 69 53 0.0 77.8 0.00
⽇野市 109 84 0.9 76.6 0.81

東村⼭市 81 58 0.0 71.6 0.00
国分寺市 124 62 0.0 50.0 0.00

東久留⽶市 30 26 0.7 84.8 2.36
多摩市 88 62 0.0 69.9 0.00

⻄東京市 81 53 0.0 65.2 0.00
神奈川県 2,174 1,650 31.7 75.9 1.46
横浜市 2,440 2,032 0.0 83.3 0.00
川崎市 1,886 1,073 0.0 56.9 0.00

相模原市 311 273 0.0 87.8 0.00
横須賀市 369 249 0.0 67.5 0.00
平塚市 217 142 2.7 65.7 1.25

地⽅公共団体
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官 公 需 総 額
中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 実 績

うち新規中⼩企業
者 向 け
契 約 実 績

中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 ⽐ 率

新規中⼩企業者
向 け 契 約 ⽐ 率

(A)  (B)  (C) （B）/（A） （C）/（A）
(億円） (億円） (億円） ％ ％

鎌倉市 141 118 0.0 83.7 0.00
藤沢市 223 146 0.0 65.4 0.00

⼩⽥原市 335 189 1.7 56.5 0.50
茅ヶ崎市 215 97 0.0 44.9 0.00
秦野市 111 72 1.0 64.8 0.93
厚⽊市 251 137 0.0 54.4 0.00
⼤和市 132 74 7.4 55.9 5.59

海⽼名市 76 62 0.0 81.8 0.00
座間市 85 51 0.0 59.3 0.00
新潟県 3,748 3,451 2.2 92.1 0.06
新潟市 378 302 0.0 79.7 0.00
⻑岡市 274 224 0.0 82.0 0.00
上越市 256 229 0.0 89.5 0.00
富⼭県 1,173 933 5.5 79.6 0.47
富⼭市 253 199 3.2 78.8 1.26
⾼岡市 187 163 [0] 87.2 0.01
⽯川県 1,243 1,021 2.0 82.2 0.16
⾦沢市 291 127 0.0 43.8 0.00
⼩松市 80 70 0.0 86.8 0.00
⽩⼭市 161 125 [0] 77.5 0.00
福井県 1,233 1,109 18.6 89.9 1.51
福井市 288 274 0.0 95.0 0.00
⼭梨県 1,268 1,092 0.7 86.2 0.05
甲府市 221 189 0.0 85.4 0.00
⻑野県 1,990 1,604 30.8 80.6 1.55
⻑野市 385 311 0.7 80.7 0.17
松本市 193 149 1.7 77.2 0.90
上⽥市 90 82 0.0 91.1 0.00
岐⾩県 1,683 1,387 5.2 82.4 0.31
岐⾩市 3,493 2,470 9.0 70.7 0.26
⼤垣市 116 75 1.6 65.1 1.38

多治⾒市 109 75 0.0 69.0 0.00
各務原市 206 188 0.0 91.3 0.00
可児市 66 60 [0] 92.0 0.00
静岡県 2,115 1,699 12.4 80.3 0.59
静岡市 912 637 1.0 69.8 0.10
浜松市 819 607 5.9 74.2 0.72
沼津市 185 157 21.5 84.7 11.60
三島市 79 69 0.0 87.5 0.00

富⼠宮市 160 149 0.0 93.4 0.00
富⼠市 238 223 0.0 93.9 0.00
磐⽥市 227 93 0.0 41.1 0.00
焼津市 49 35 0.2 71.6 0.33
掛川市 142 70 0.0 49.0 0.00
藤枝市 258 92 0.0 35.5 0.00

地⽅公共団体
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官 公 需 総 額
中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 実 績

うち新規中⼩企業
者 向 け
契 約 実 績

中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 ⽐ 率

新規中⼩企業者
向 け 契 約 ⽐ 率

(A)  (B)  (C) （B）/（A） （C）/（A）
(億円） (億円） (億円） ％ ％

愛知県 3,326 2,338 34.9 70.3 1.05
名古屋市 2,987 1,956 0.0 65.5 0.00
豊橋市 238 199 0.0 83.5 0.00
岡崎市 233 210 2.7 90.1 1.15
⼀宮市 192 122 0.2 63.5 0.09
瀬⼾市 117 84 0.4 72.4 0.31
半⽥市 214 147 0.0 68.8 0.00

春⽇井市 402 219 0.1 54.5 0.02
豊川市 174 150 0.0 86.0 0.00
刈⾕市 204 167 0.0 81.9 0.00
豊⽥市 318 206 0.0 64.8 0.00
安城市 187 151 8.7 80.9 4.64
⻄尾市 196 130 2.3 66.3 1.19
⼩牧市 102 78 3.2 76.5 3.11
稲沢市 57 55 [0] 95.1 0.00
東海市 106 64 0.0 60.5 0.00
三重県 1,397 1,209 7.5 86.5 0.54
津市 236 211 0.0 89.2 0.00

四⽇市市 337 303 0.0 90.0 0.00
伊勢市 82 80 0.0 96.5 0.00
松坂市 58 58 0.0 100.0 0.00
桑名市 31 29 0.0 93.9 0.00
鈴⿅市 165 134 0.0 81.3 0.00
滋賀県 982 792 8.4 80.6 0.85
⼤津市 272 142 0.0 52.4 0.00
彦根市 161 153 0.0 95.0 0.00
⻑浜市 112 103 0.0 92.5 0.00
草津市 60 57 2.9 96.3 4.82

東近江市 136 125 0.0 91.9 0.00
京都府 889 636 11.8 71.6 1.32
京都市 869 649 0.0 74.7 0.00
宇治市 135 111 0.3 82.2 0.23
⼤阪府 2,283 1,494 77.3 65.4 4.83
⼤阪市 3,283 2,215 0.0 67.5 0.00
堺市 893 575 0.0 64.4 0.00

岸和⽥市 136 118 0.3 86.7 0.21
豊中市 264 107 0.0 40.5 0.00
池⽥市 22 18 0.0 81.7 0.00
吹⽥市 399 288 0.0 72.1 0.00
⾼槻市 316 258 0.0 81.8 0.00
守⼝市 51 35 0.2 68.9 0.36
枚⽅市 231 202 0.0 87.5 0.00
茨⽊市 197 170 0.0 86.1 0.00
⼋尾市 226 149 6.6 66.2 2.91

富⽥林市 131 36 3.1 27.3 2.35
寝屋川市 190 174 0.0 91.4 0.00

地⽅公共団体
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官 公 需 総 額
中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 実 績

うち新規中⼩企業
者 向 け
契 約 実 績

中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 ⽐ 率

新規中⼩企業者
向 け 契 約 ⽐ 率

(A)  (B)  (C) （B）/（A） （C）/（A）
(億円） (億円） (億円） ％ ％

河内⻑野市 52 45 0.0 85.6 0.00
松原市 20 20 0.0 96.5 0.00
⼤東市 78 67 0.0 86.4 0.00
和泉市 130 103 0.0 79.5 0.00
箕⾯市 140 84 3.9 59.7 2.76

⽻曳野市 46 27 0.4 59.3 0.76
⾨真市 32 26 0.0 82.1 0.00

東⼤阪市 76 71 0.0 93.2 0.00
兵庫県 1,613 1,358 56.4 84.2 3.50
神⼾市 1,187 990 0.0 83.4 0.00
姫路市 728 637 28.8 87.5 3.95
尼崎市 445 397 0.0 89.3 0.00
明⽯市 209 163 0.5 78.1 0.24
⻄宮市 685 187 0.0 27.2 0.00
伊丹市 84 78 0.0 92.2 0.00

加古川市 176 118 0.0 67.1 0.00
宝塚市 57 43 0.9 75.9 1.52
川⻄市 125 46 0.0 37.1 0.00
三⽥市 52 30 [0] 58.9 0.01
奈良県 813 627 8.5 77.2 1.05
奈良市 ー ー ー ー ー
橿原市 111 94 4.0 84.3 3.57
⽣駒市 119 75 0.0 62.4 0.00

和歌⼭県 898 755 5.9 84.1 0.65
和歌⼭市 384 320 4.4 83.3 1.14
⿃取県 934 753 9.2 80.6 0.99
⿃取市 179 149 1.4 83.3 0.76
⽶⼦市 117 84 0.5 71.7 0.47
島根県 888 806 1.2 90.7 0.14
松江市 131 112 0.0 85.3 0.00
出雲市 181 176 0.1 97.3 0.06
岡⼭県 819 646 4.1 78.9 0.50
岡⼭市 830 428 0.0 51.6 0.00
倉敷市 305 273 0.0 89.7 0.00
広島県 1,186 851 7.7 71.8 0.65
広島市 1,051 717 28.3 68.2 2.69
呉市 268 216 7.2 80.8 2.68

尾道市 47 45 0.1 94.5 0.19
福⼭市 503 382 [0] 76.0 0.00

東広島市 206 198 4.1 96.1 2.01
廿⽇市市 104 83 6.7 79.3 6.41
⼭⼝県 1,009 854 8.0 84.6 0.79
下関市 206 146 4.7 70.9 2.30
宇部市 106 94 0.0 88.5 0.00
⼭⼝市 317 98 0.0 30.9 0.00
防府市 153 95 [0] 62.0 0.02
岩国市 230 146 0.0 63.7 0.00
周南市 358 192 0.0 53.6 0.00

地⽅公共団体
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官 公 需 総 額
中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 実 績

うち新規中⼩企業
者 向 け
契 約 実 績

中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 ⽐ 率

新規中⼩企業者
向 け 契 約 ⽐ 率

(A)  (B)  (C) （B）/（A） （C）/（A）
(億円） (億円） (億円） ％ ％

徳島県 967 803 1.4 83.0 0.14
徳島市 298 182 [0] 61.1 0.01
⾹川県 782 540 3.3 69.0 0.42
⾼松市 203 202 0.2 99.4 0.10
丸⻲市 206 114 0.3 55.2 0.17
愛媛県 1,446 1,088 11.1 75.2 0.77
松⼭市 205 173 0.0 84.6 0.00
今治市 121 116 0.0 95.6 0.00

新居浜市 102 82 0.5 80.5 0.48
⻄条市 46 43 1.7 92.6 3.66
⾼知県 1,073 866 4.5 80.7 0.42
⾼知市 83 75 0.0 89.8 0.00
福岡県 2,233 1,780 3.2 79.7 0.14

北九州市 1,378 1,057 0.0 76.7 0.00
福岡市 1,099 953 0.0 86.7 0.00

⼤牟⽥市 123 105 2.3 85.0 1.86
久留⽶市 387 278 0.0 71.8 0.00
飯塚市 161 124 5.7 76.7 3.54

筑紫野市 42 37 0.3 89.6 0.62
春⽇市 63 55 2.2 86.7 3.55

⼤野城市 63 55 4.9 86.0 7.72
⽷島市 56 50 0.2 89.0 0.33
佐賀県 768 632 1.8 82.3 0.23
佐賀市 224 186 0.2 83.0 0.08
唐津市 153 124 0.0 81.0 0.00
⻑崎県 1,151 1,014 1.2 88.1 0.11
⻑崎市 475 446 16.3 94.0 3.43

佐世保市 378 330 0.0 87.3 0.00
諫早市 127 120 0.5 94.8 0.42
熊本県 1,874 1,684 2.8 89.8 0.15
熊本市 944 672 0.0 71.2 0.00
⼋代市 89 80 0.0 90.4 0.00
⼤分県 548 493 5.1 89.8 0.94
⼤分市 459 364 0.8 79.3 0.18
別府市 175 133 [0] 75.8 0.00
宮崎県 1,392 1,146 11.5 82.3 0.83
宮崎市 175 158 0.0 90.5 0.00
都城市 328 188 0.0 57.3 0.00
延岡市 197 167 0.0 84.7 0.00

⿅児島県 1,251 1,100 0.5 87.9 0.04
⿅児島市 621 498 0.0 80.2 0.00
⿅屋市 132 123 [0] 93.1 0.00
霧島市 233 167 2.8 71.6 1.21

地⽅公共団体
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官 公 需 総 額
中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 実 績

うち新規中⼩企業
者 向 け
契 約 実 績

中⼩企業・⼩規模
事 業 者 向 け
契 約 ⽐ 率

新規中⼩企業者
向 け 契 約 ⽐ 率

(A)  (B)  (C) （B）/（A） （C）/（A）
(億円） (億円） (億円） ％ ％

沖縄県 1,560 1,329 12.6 85.2 0.81
那覇市 201 186 0.8 92.6 0.38

宜野湾市 155 135 0.8 87.1 0.53
浦添市 118 97 19.9 82.3 16.91
沖縄市 187 149 5.9 80.0 3.18
うるま市 107 100 0.0 93.3 0.00

地⽅公共団体

（注１）［0］は、⾦額が５百万円未満であることを⽰す。
（注２）⼀部の地⽅公共団体においては、対象となる契約案件についての把握が完全でない部分があります。
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4．令和５年度地⽅公共団体による中⼩企業者の受注機会の増⼤のための措置状況等
問１

○ 　　 ○ ○ ※ ○ ※
札幌市 ○ ○ ○ ※ ○
函館市 ○ ○ ○ ○
⼩樽市 ○ ○ ○ ○
旭川市 ○ ○ ※ ○ ○
釧路市 ○ ○ ※ ○ ○
帯広市 ○ ○ ○ ○
北⾒市 ○ ○ ○ ※ ○

苫⼩牧市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
江別市 ○ ○ ○ ○

9 3 6 5 4 0 0 9
10 3 7 6 4 0 1 9
○ ○ ※ ○ ○

⻘森市 ○ ○ ※ ○
弘前市 ○ ○ ○
⼋⼾市 ○ ○ ※ ○ ○

3 2 0 1 1 0 0 3
4 3 0 1 2 0 0 4
○ ○ ※ ○ ※ ○ ○ ※ 　　

盛岡市 ○ ○ ○
⼀関市 ○ ○ ○
奥州市 ○ ○

1 0 1 1 2 0 0 3
2 1 1 2 2 1 1 3
○ ○ ※ ○ ○

仙台市 ○ ○ ※ ○ ○
⽯巻市 ○ ○ ○
⼤崎市 ○ ○ ○

3 1 0 2 1 0 0 3
4 2 0 3 1 0 0 4
○ ○ ○ ※ ○

秋⽥市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
1 1 0 1 0 0 0 1
2 1 1 2 0 0 0 2
○ ○ ※ ○ ○

⼭形市 ○ ○ ○
鶴岡市 　　 ○ ○ ○

1 0 1 2 0 0 0 2
2 1 1 2 1 0 0 3
○ ○ ○ ○

福島市 ○ ○ ※ ○
会津若松市 ○ ○ ○

郡⼭市 ○ ○ ※ ○
いわき市 ○ ○ ※ ○

4 3 0 0 1 0 0 4
5 3 1 0 2 0 0 5

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県

中小企業
者の受注
機会の増
大のため
の措置を
講じていま
すか

中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例
の制定の有無にかかわらず「契約の方針」を作成していますか。下記
項目のうち、該当するものを全て選択してください。また、ホームペー
ジに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者
向けの契約見込額、又はその比率について、目標
値を設定していますか。下記の項目のうち、該当す
るものを全て選択してください。
また、「設定している」を選択した場合において、目
標値又は比率をホームページで公表しているとき
は、「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してく
ださい。

都道府県名 市区名

問２ 問３

講じている
条例を制
定している

条例の
URL

条例を制
定していな
い

設定してい
ない

契約の方
針を作成
している

契約の方
針のURL

契約の方
針を作成
していない

設定してい
る

公表してい
る

URL

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計

岩⼿県（県＋市）計

　市計

　市計

福島県（県＋市）計
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○ ○ ○ ○ ○
札幌市 ○ ○ ○ ○
函館市 ○ ○ ○ ○ ○
⼩樽市 ○ ○ ○ ○
旭川市 ○ ○ ○ ○
釧路市 ○ ○ ○
帯広市 ○ ○ ○ ○ ○
北⾒市 ○ ○ ○ ○

苫⼩牧市 ○ ※ ○ ○ ○
江別市 ○ ○ ○ ○ ○

1 8 5 9 8 0 1 5 1 0 0 0
1 9 6 10 9 0 1 6 1 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻘森市 ○ ○ ○ ○
弘前市 ○ ○ ○ ○
⼋⼾市 ○ ○ ○ ○ ○

0 3 1 3 3 0 0 3 0 0 0 0
0 4 2 4 4 0 1 4 1 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
盛岡市 ○ ○ ○ ○ ○
⼀関市 ○ ○ ○
奥州市 ○ ○

0 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1
0 4 1 3 3 0 2 2 0 0 0 1

○ ○ ○ ○ ○ ○
仙台市 ○ ○ ○
⽯巻市 ○ ○ ○ ○
⼤崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

0 3 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0
0 4 3 4 2 0 2 4 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○
秋⽥市 ○ ○ ○ ○ ○

0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0

○ ○ ○ ○
⼭形市 ○ ○ ○ ○
鶴岡市 ○ ○ ○ ○

0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
0 3 0 3 3 0 1 2 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
福島市 ○ ○ ○ ○ ○

会津若松市 ○ ○ ○ ○ ○
郡⼭市 ○ ○ ○ ○
いわき市 ○ ○ ○

0 4 2 4 1 0 2 4 0 0 0 0
0 5 3 5 2 1 3 5 1 0 0 0

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県

官公需契約実績額及び中小企業
者向け契約実績額、又はその比
率について、公表していますか。
下記の項目から、該当するいずれ
かを選択してください。
　また、ホームページに掲載して
いる場合は、そのＵＲＬを記載して
ください。

物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らかの条件等を
付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

問４ 問５

公表して
いる

URL
公表して
いない

「業者選定
基準」等の
運用基準
の設定

地域要件
の設定（発
注地域内
に本店又
は営業所
を有する
者など）

その他の
取組の具
体的な内
容

付与して
いない

予定価格
に応じて
等級格付
区分を限
定（上位等
級者の参
加を参加
を認めな
い）

少額予定価格
の土木一式工
事を対象に、
受注機会の少
ない小規模な
建設業者の入
札参加機会の
拡大のため、
「参加希望型
競争入札」を
実施

下請要件
（県内下請
比率）設
定、地域
貢献度、
地域産資
材の調達
などのい
ずれか

総合評価落札方式
において、企業の
技術力（施工計画、
企業の施工実績、
配置予定技術者の
能力等）や地域・社
会貢献度（地域精
通度、防災活動等
による貢献、ボラン
ティア活動による貢
献、県内企業等の
活用、県産資材の
優先使用）を評価

入札参加
資格審査
基準にお
いて、官公
需適格組
合を要件
に設定

左記以外
の条件等

都道府県名 市区名

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

福島県（県＋市）計

　市計

岩⼿県（県＋市）計

　市計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計
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○ ○ ○ ○ ○
札幌市 ○ ○ ○ ○ ○
函館市 ○ ○ ○ ○
⼩樽市 ○ ○ ○
旭川市 ○ ○
釧路市 ○ ○ ○
帯広市 ○ ○ ○ ○
北⾒市 ○ ○

苫⼩牧市 ○ ○ ○ ○ ○
江別市 ○ ○ ○

3 7 9 7 1 1 3 0 0
4 8 10 8 2 1 3 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

⻘森市 ○ ○ ○ ○
弘前市 ○ ○ ○ ○ ○
⼋⼾市 ○ ○ ○ ○ ○

3 3 3 2 1 0 2 0 0
4 4 4 3 1 0 3 1 0
○ ○ ○ ○ ○

盛岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼀関市 ○ ○ ○ ○
奥州市 ○

2 2 2 2 0 0 1 1 1
3 3 3 3 1 0 1 1 1

○ ○
仙台市 ○ ○ ○
⽯巻市 ○ ○ ○
⼤崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 3 3 2 0 0 1 1 0
2 3 4 2 0 0 2 1 0
○ ○ ○ ○ ○

秋⽥市 ○ ○
0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 2 2 1 1 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

⼭形市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
鶴岡市 ○ ○ ○ ○ ○

2 2 2 2 1 0 1 1 1
3 3 3 3 1 0 1 1 1
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福島市 ○ ○ ○
会津若松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

郡⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
いわき市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 4 4 4 2 1 3 1 0
4 5 5 5 3 2 4 2 0

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県

問６

物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当する
ものを全て選択してください。

その他の
平準化の
取組

発注時期
の平準化
のための
実態把握
（モニタリ
ング、受注
事業者へ
のアン
ケート等）

物件の発
注におけ
る納入条
件（納入場
所、納入
回数等、
他）の明確
化

物件の発
注におけ
る直接及
び間接（原
材料等を
含む）の銘
柄の指定
を禁止

平準化や
納入条件
の明確化
等には、
特に配慮
していない

予算の繰
越し

債務負担
行為の活
用

発注見通
しの公表

早期発注

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計

岩⼿県（県＋市）計

　市計

福島県（県＋市）計
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○
札幌市 ○ ○
函館市 ○
⼩樽市 ○
旭川市 ○
釧路市 ○
帯広市 ○ ○
北⾒市 ○

苫⼩牧市 ○ ○
江別市 ○

3 3 0 0 1 2 3 0
4 3 0 0 1 2 3 0
○ ○ ○ ○ ○

⻘森市 ○ ○
弘前市 ○
⼋⼾市 ○ ○

2 1 0 1 1 0 0 0
3 2 0 2 2 1 0 0
○ ○

盛岡市 ○
⼀関市 ○
奥州市 ○

2 0 0 0 0 0 1 0
3 1 0 0 0 0 1 0

○
仙台市 ○
⽯巻市 ○
⼤崎市 ○

2 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0 0 1
○ ○

秋⽥市 ○
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0
○

⼭形市 ○ ○
鶴岡市 ○ ○

1 0 0 0 1 0 1 1
2 0 0 0 1 0 1 1
○ ○ ○ ○

福島市 ○
会津若松市 ○ ○ ○

郡⼭市 ○ ○
いわき市 ○ ○

3 0 0 0 3 2 0 0
4 1 0 0 4 3 0 0

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

　市計

岩⼿県（県＋市）計

北海道

⻘森県
北海道（道＋市）計

問７

コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含
まれる場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る
権利（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

書面で著作
物の利用目
的や期間等
を明確化す
ることにより、
著作権等の
譲渡・利用範
囲を特定でき
るようにして
いる

知的財産
権が含ま
れるような
発注はない

左記により
特定した譲
渡・利用範
囲を元に算
定された譲
渡対価等を
含めて契約
金額を決定
している

著作権等
の譲渡契
約は物品
等の発注
契約とは別
で締結して
いる

コンテンツ
版バイ・
ドール契約
（注）を適
用している
ものがある

契約書等
に著作権
等は発注
者に無償
譲渡すると
定めている
ものがある

契約書等に
は記載して
いないが納
入時に中間
生成物（納
入物の印刷
データ等）の
譲渡を求め
ているもの
がある

知的財産
権について
は特に配
慮していな
い

都道府県名 市区名

　市計

　市計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

福島県（県＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計
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○ ○ ○
札幌市 ○
函館市 ○
⼩樽市 ○ ○
旭川市 ○
釧路市 ○ ○
帯広市 ○ ○ ○
北⾒市 ○ 　

苫⼩牧市 ○ ○ ○
江別市 ○ ○

8 1 4 2 0 0 0 0 1
9 1 5 3 0 0 0 0 1
○ ○

⻘森市 ○
弘前市 ○ ○
⼋⼾市 ○ ○

2 0 2 0 0 0 0 0 1
3 0 3 0 0 0 0 0 1
○ ○

盛岡市 ○ ○ ○
⼀関市 ○ ○
奥州市 　 ○

2 2 2 0 0 0 0 0 0
3 2 3 0 0 0 0 0 0

○
仙台市 ○ ○
⽯巻市 ○
⼤崎市 ○

2 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 3 0 0 0 0 0 0
○ ○

秋⽥市 ○ ○
1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0
○ ○

⼭形市 ○ ○
鶴岡市 ○ ○ 　

2 0 2 0 0 0 0 0 0
3 0 3 0 0 0 0 0 0
○ ○ ○

福島市 ○ ○ ○
会津若松市 ○ ○

郡⼭市 ○ ○
いわき市 ○

3 1 4 0 0 0 0 0 0
4 1 5 1 0 0 0 0 0

福島県

福島県（県＋市）計

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県

問８

石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目のうち、
該当するものを全て選択してください。

左記以外
の取組を実
施している

その他の
取組の具
体的内容

平時におい
ては燃料調
達を行うこ
とがない

平時におい
ては特に配
慮していな
い

災害時にお
ける燃料供
給協定を石
油組合と締
結している

災害時にお
いて協定を
締結してい
る石油組合
と平時にお
いても燃料
供給協定を
締結してい
る

平時の燃
料調達にお
いて、協定
を締結して
いる石油組
合と随意契
約を締結し
燃料供給を
受けている

平時の燃料調達
において、一般競
争により調達する
場合、災害時の
燃料供給協定を
締結しているこ
と、管内に燃料供
給協定を有してい
ること等、適切な
地域要件の設定
を行っている

平時の燃料調達に
おいて、協定を締結
している石油組合（こ
れを構成する組合員
を含む。）から費用対
効果において優れた
ものとすること等を十
分検討（公正性につ
いての検討を含
む。）しつつ、分離・
分割による調達を
行っている

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計

岩⼿県（県＋市）計

　市計
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
札幌市 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
函館市 ○ ○ ○ ○ ○
⼩樽市 ○ ○ ○ ○ ○
旭川市 ○ ○ ○
釧路市 ○ ○ ○ ○
帯広市 ○ 　　 ○ ○ ○ ○ 　　
北⾒市 ○ ○ ○ ○

苫⼩牧市 ○ ○ ○ ○ ○
江別市 ○ ※ ○ ○ ○ ○

5 0 2 3 2 9 8 1 9 3 2 0
5 0 2 4 3 10 9 2 10 3 3 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⻘森市 ○ ○ ○
弘前市 ○ ○ ○
⼋⼾市 ○ ○ ○ ○ ○

1 0 0 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0
2 1 0 0 2 2 4 3 0 3 1 1 0

○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
盛岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼀関市 ○ ○ ○
奥州市 ○ ○ ○ ○

1 0 0 0 2 1 3 1 1 2 1 1 0
1 0 1 0 2 2 4 2 2 3 1 2 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
仙台市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽯巻市 ○ ○ ○ ○ ○
⼤崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 0 0 0 2 1 3 3 2 3 1 1 0
1 0 0 0 3 2 4 4 2 4 2 2 0
○ ○ ○ ○ ○

秋⽥市 ○ ※ ○ ○ ○
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼭形市 ○ ○ ○ ○ ○
鶴岡市 ○ ○ ○ ○ ○

2 0 0 0 1 0 2 2 0 2 1 0 0
2 0 0 0 2 1 3 3 1 3 2 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福島市 ○ ○ ○ ○ ○
会津若松市 ○ ○ ○ ○ ○

郡⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
いわき市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 0 0 0 1 3 4 4 3 4 1 1 0
4 0 0 0 1 4 5 5 4 5 2 2 0

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県

　市計

北海道（道＋市）計

問９ 問１0

中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮につい
て、下記のうち、該当するものを全て選択してください。

ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記項目のうち、該当するもの
を全て選択してください。

人件費比
率の高い
役務契約
について、
業務内容
に応じて部
分払い（毎
月払い等）
を実施した

官公需契
約に係る
債権譲渡
が必要と
認められ
る場合に
は承諾し
た

都道府県名 工事等の
発注に際
し、いわゆ
る歩切り
や予定価
格等の事
前公表を
取りやめ
た

低入札価
格調査制
度を活用
している

低入札価格調査
基準価格を下回
る価格により落
札した者と契約
する場合には、
人件費が明記さ
れた入札価格内
訳書を徴収し、
最低賃金額を下
回る人件費でな
いことを確認して
いる

低入札価格
調査基準価
格を下回る
価格で契約
した場合に
は、当該案
件全てを
ホームペー
ジ等で公表
している

特に配慮
していない

左記以外
の取組を
実施して
いる

その他の
取組の具
体的内容

特に配慮
していな
い

ダンピング
の防止に
ついて、
ホーム
ページや
入札説明
会で周知
した

公共工事
の入札の
際に、入
札金額の
内訳書の
提出を求
めた

発注に当たっ
て、需給の状
況、原材料・人
件費・エネル
ギーコスト等の
最新の実勢価
格等を踏まえ
た積算に基づ
き予定価格を
作成した

　市計

岩⼿県（県＋市）計

　市計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

市区名

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

福島県（県＋市）計

16



役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事 役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事

○ ○ ○ ○ ○ ○
札幌市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
函館市 ○ ○ ○ ○ ○
⼩樽市 ○ ○
旭川市 ○ ○ ○ ○
釧路市 ○ ○ ○ ○
帯広市 ○ ○ ○ ○ ○
北⾒市 ○ ○ ○ ○

苫⼩牧市 ○ ○ ○ ○ ○
江別市 ○ ○ ○ ○

5 2 9 8 6 9
6 3 10 9 7 10
○ ○ ○ ○ ○ ○

⻘森市 ○ ○ ○ ○
弘前市 ○ ○ ○
⼋⼾市 ○ ○ ○ ○

0 0 2 3 3 3
1 1 3 4 4 4
○ ○ ○

盛岡市 ○ ○ ○ ○
⼀関市 ○ ○ ○
奥州市 ○ ○ ○

0 0 3 3 1 3
1 0 4 4 1 3
○ ○ ○ ○ ○ ○

仙台市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽯巻市 ○ ○ ○
⼤崎市 ○ ○ ○ ○

1 1 3 3 2 3
2 2 4 4 3 4
○ ○ ○ ○ ○

秋⽥市 ○ ○ ○ ○
0 0 1 1 1 1
1 0 2 2 2 2
○ ○ ○ ○ ○ ○

⼭形市 ○ ○ ○ ○ ○
鶴岡市 ○ ○ ○ ○

1 1 2 2 1 2
2 2 3 3 2 3
○ ○ ○ ○ ○

福島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
会津若松市 ○ ○ ○ ○

郡⼭市 ○ ○ ○ ○
いわき市 ○ ○ ○ ○

1 1 4 4 4 4
2 1 5 5 5 5

福島県

　市計

福島県（県＋市）計

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

　市計

岩⼿県（県＋市）計

北海道

⻘森県

問１１

ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入
していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。

最低制限価格制度低入札価格調査制度
都道府県名 市区名

⼭形県（県＋市）計

　市計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計
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○ ○ ○
札幌市 ○ ※
函館市 ○
⼩樽市 ○ ○
旭川市 ○
釧路市 ○
帯広市 ○ ○
北⾒市 ○

苫⼩牧市 ○
江別市 ○

4 3 0 2 1 1 0 0
5 3 1 3 1 1 0 0
○ ○ ○ ○ ○

⻘森市 ○ ※
弘前市 ○ ○
⼋⼾市 ○

0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 2 2 1 0 0 1 0
○

盛岡市 ○
⼀関市 ○
奥州市 ○

1 1 0 0 0 0 1 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0 0

○
仙台市 ○ ○
⽯巻市 ○
⼤崎市 ○

1 0 0 2 0 0 0 1 0
1 0 0 3 0 0 0 1 0

○ ○
秋⽥市 ○

0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 1 0

○ ※
⼭形市 ○
鶴岡市 ○

0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ※

福島市 ○
会津若松市 ○

郡⼭市 ○
いわき市 ○

1 0 0 1 0 0 2 0 0
2 1 1 2 1 0 2 0 0

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県

年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。

あらかじめ
最低賃金額
の改定を見
越して予算
を確保し、契
約時点で反
映するよう努
めている

人件費の単
価が改定後
の最低賃金
額を下回った
場合には適切
な価格での単
価見直しを行
う旨の条項を
契約書に入れ
ている

発注機関
側から受
注企業に
対し見直し
の必要が
あるかどう
か確認を
行った

受注企業から
見直しの申し
出があった場
合であって、そ
の申し出が妥
当であると判断
できる場合に
は契約金額の
見直しについて
応じることとし
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

問１2

　市計

岩⼿県（県＋市）計

　市計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

福島県（県＋市）計
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○ ○ ○ ○ 　
札幌市 ○ ○ ○ ○ ○ ※
函館市 ○ ○ ○ ○ ○
⼩樽市 ○ ○ ○ ○
旭川市 ○
釧路市 ○ ○ ○ ○
帯広市 ○ ○ ○ ○ ○
北⾒市 ○ ○

苫⼩牧市 ○ ○ ○ ○
江別市 ○ ○

8 8 5 4 5 1 1 0 0
9 9 6 5 5 1 1 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

⻘森市 ○ ○ ○
弘前市 ○ ○ ○
⼋⼾市 ○ ○ ○

3 3 2 1 0 0 0 0 0
4 4 3 2 1 0 0 1 0
○ ○ ○ ○

盛岡市 ○ ○ ○ ○
⼀関市 ○ ○ ○ ○ ○
奥州市 ○

3 2 2 2 1 0 0 0 0
4 3 3 3 1 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

仙台市 ○ ○ ○ ○
⽯巻市 ○ ○ ○ ○ ○
⼤崎市 ○ ○

3 2 3 2 1 0 0 0 0
4 3 4 3 1 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

秋⽥市 ○ ○ ○
1 1 0 1 0 0 0 0 0
2 2 1 1 0 0 0 1 0
○ ○ ○

⼭形市 ○ ○ ○
鶴岡市 ○ ○ ○ ○

2 2 1 1 0 0 1 0 0
3 3 2 1 0 0 1 0 0
○ ○ ○ ○ ○

福島市 ○ ○ ○
会津若松市 ○ ○ ○ ○ ○

郡⼭市 ○ ○ ○
いわき市 ○ ○ ○

4 4 4 1 1 0 0 0 0
5 5 5 2 2 0 0 0 0

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してくださ
い。

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
の運用基準
を策定して
いる

物件及び役務の
契約の途中で、労
務費、原材料費、
エネルギーコスト
等の実勢価格に
変化が生じた場
合には、契約金額
を変更する必要
があるか否かに
ついて検討し、適
切に対応するもの
としている

物件及び役務の契
約について、労務
費、原材料費、エネ
ルギーコスト等の
上昇に伴う契約金
額の変更について
申出があった場合
には、その可否に
ついて協議を行う
旨の条項が契約書
に盛り込まれてい
る

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

公共工事の発注
に当たって、実勢
価格を反映した
適切な請負代金
の設定や適正な
工期の確保につ
いて、契約後の
状況に応じた必
要な契約変更の
実施も含め、適
切に対応するも
のとしている

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
を運用して
いる。

市区名

問１3

都道府県名

　市計

福島県（県＋市）計

　市計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計

岩⼿県（県＋市）計
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○ ○ ○
札幌市 ○
函館市 ○
⼩樽市 ○
旭川市 ○ ○
釧路市 ○
帯広市 ○ ○ 　　
北⾒市 ○ ※

苫⼩牧市 ○ ○ ○
江別市 ○

2 0 1 3 3 0 0 1 3
3 0 2 3 3 1 0 1 3
○ ○ ○ ○ ○

⻘森市 ○
弘前市 ○ ○
⼋⼾市 ○

1 0 0 1 0 0 0 0 2
2 1 1 2 0 1 0 0 2
○

盛岡市 ○ ○ ○ ○
⼀関市 ○
奥州市 ○

2 1 0 1 1 0 0 0 1
3 1 0 1 1 0 0 0 1
○ ○

仙台市 ○
⽯巻市 ○
⼤崎市 ○

1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 1 0 0 0 2
○ ○

秋⽥市 ○
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 0 0

○
⼭形市 ○ ○
鶴岡市 ○ ○ ○

2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 1 0 0 0 0 1
○ ○ ○

福島市 ○ ○
会津若松市 ○

郡⼭市 ○
いわき市 ○

2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2 1 0 0 0 0 0 0 2

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

　市計

岩⼿県（県＋市）計

北海道

⻘森県

新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。
（注）オープンカウンター方式とは、物品調達等（主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手方を特定せず、
案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

その他の
取組の具
体的内容

特に取組
んでいな
い

一般競争入
札に際し、契
約の履行の
確保に支障
がない限り、
過去の実績
を過度に求
めなかった

競争参加者の
資格の設定に
際し、契約の
履行の確保に
支障がない限
り、下位等級
者の参加が可
能となるよう弾
力的な運用に
努めた

少額随契に
際し、契約履
行の支障の
有無に留意
しながら、新
規中小企業
者を見積先
に含めるよう
努めた

見積先が固
定化しない
よう、小企業
者を含む小
規模事業者
や調達実績
が少ない新
規中小企業
者にも配慮
した

問１４

都道府県名 市区名 オープンカ
ウンター方
式（注）の
採用（HPな
ど電子的
手段で案
件を公開
する形での
実施）

トライアル
発注制度
等を活用
して、新規
中小企業
者への受
注機会の
増大を
図った

国等と連
携して、地
域の新規
中小企業
者の受注
機会の増
大に努め
た

左記以外
の取組の
実施

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

福島県（県＋市）計

　市計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

○ 205 93 84,727,765 9,433,476 3 3 567,600 567,600
札幌市 ○ 3 3 286,222,659 286,222,659 0 0 0 0
函館市 ○ 1 1 7,480 7,480 369 369 838,449,059 838,449,059
⼩樽市 ○ 10 10 1,123,254 1,123,254 1 1 6,757,778 6,757,778
旭川市 ○ 18 0 1,793,129 0 0 0 0 0
釧路市 ○ 56 56 362,207,447 362,207,447 0 0 0 0
帯広市 ○ 1 1 145,640,066 145,640,066 0 0 0 0
北⾒市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

苫⼩牧市 ○ 1 1 170,727,578 170,727,578 2 2 320,734,057 320,734,057
江別市 ○ 10 2 250,135,274 217,120,874 0 0 0 0

1 8 100 74 1,217,856,887 1,183,049,358 372 372 1,165,940,894 1,165,940,894
2 8 305 167 1,302,584,652 1,192,482,834 375 375 1,166,508,494 1,166,508,494
○ 189 147 22,386,845 20,593,631 6 0 3,240,600 0

⻘森市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
弘前市 ○ 1 1 271,809,555 271,809,555 0 0 0 0
⼋⼾市 ○ 4 4 181,253,450 181,253,450 0 0 0 0

1 2 5 5 453,063,005 453,063,005 0 0 0 0
2 2 194 152 475,449,850 473,656,636 6 0 3,240,600 0

○ 124 100 2,146,409,110 27,373,411 1 0 69,850 0
盛岡市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼀関市 ○ 1 1 185,979,094 185,979,094 0 0 0 0
奥州市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 1 1 185,979,094 185,979,094 0 0 0 0
0 4 125 101 2,332,388,204 213,352,505 1 0 69,850 0
○ 1,418 1,418 202,605,611 202,207,855 0 0 0 0

仙台市 ○ 6 6 219,728,400 219,728,400 0 0 0 0
⽯巻市 ○ 0 0 5,500 0 0 0 93,170 0
⼤崎市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 6 6 219,733,900 219,728,400 0 0 93,170 0
2 2 1,424 1,424 422,339,511 421,936,255 0 0 93,170 0
○ 1 1 50,772,478 50,772,478 0 0 0 0

秋⽥市 ○ 10 10 251,986,461 251,986,461 0 0 0 0
0 1 10 10 251,986,461 251,986,461 0 0 0 0
1 1 11 11 302,758,939 302,758,939 0 0 0 0
○ 47 6 157,473,692 148,186,138 0 0 0 0

⼭形市 ○ 2 2 119,409,484 119,409,484 0 0 0 0
鶴岡市 ○ 2 2 122,545,831 122,545,831 0 0 0 0

0 2 4 4 241,955,315 241,955,315 0 0 0 0
1 2 51 10 399,429,007 390,141,453 0 0 0 0

○ 500 498 43,863,277 43,143,580 0 0 0 0
福島市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

会津若松市 ○ 1 1 76,781,555 76,781,555 0 0 0 0
郡⼭市 ○ 1,269 1,268 225,764,544 224,246,544 0 0 0 0
いわき市 ○ 1 1 198,316,791 198,316,791 0 0 0 0

0 4 1,271 1,270 500,862,890 499,344,890 0 0 0 0
0 5 1,771 1,768 544,726,167 542,488,470 0 0 0 0

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県

－ ①

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

都道府県名 市区名

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計

岩⼿県（県＋市）計

　市計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計

福島県（県＋市）計

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

設定してい
ない

設定してい
る

工事物件

競争入札参加資格の審査
で、官公需適格組合に対す
る総合点数の算定方法に
関する特例の設定をしてい
ますか。下記項目から、該
当するいずれかを選択して
ください。

問１５

－ ②
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

30 21 38,897,357 1,911,193 238 117 124,192,722 11,912,269
札幌市 4 1 55,673,038 4,307,084 7 4 341,895,697 290,529,743
函館市 83 83 173,840,575 173,840,575 453 453 1,012,297,114 1,012,297,114
⼩樽市 3 3 51,608,333 51,608,333 14 14 59,489,365 59,489,365
旭川市 6 0 85,284,760 0 24 0 87,077,889 0
釧路市 5 5 268,137,281 268,137,281 61 61 630,344,728 630,344,728
帯広市 0 0 0 0 1 1 145,640,066 145,640,066
北⾒市 1 1 65,120,000 65,120,000 1 1 65,120,000 65,120,000

苫⼩牧市 3 3 91,625,186 91,625,186 6 6 583,086,821 583,086,821
江別市 0 0 0 0 10 2 250,135,274 217,120,874

105 96 791,289,173 654,638,459 577 542 3,175,086,954 3,003,628,711
135 117 830,186,530 656,549,652 815 659 3,299,279,676 3,015,540,980
52 25 106,191,901 7,974,001 247 172 131,819,346 28,567,632

⻘森市 0 0 0 0 0 0 0 0
弘前市 4 4 2,747,470 2,747,470 5 5 274,557,025 274,557,025
⼋⼾市 0 0 0 0 4 4 181,253,450 181,253,450

4 4 2,747,470 2,747,470 9 9 455,810,475 455,810,475
56 29 108,939,371 10,721,471 256 181 587,629,821 484,378,107
33 28 885,695,958 2,646,476 158 128 3,032,174,918 30,019,887

盛岡市 1 1 200,609,094 200,609,094 1 1 200,609,094 200,609,094
⼀関市 2 2 34,179,207 34,179,207 3 3 220,158,301 220,158,301
奥州市 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 234,788,301 234,788,301 4 4 420,767,395 420,767,395
36 31 1,120,484,259 237,434,777 162 132 3,452,942,313 450,787,282

174 146 69,591,369 26,925,088 1,592 1,564 272,196,980 229,132,943
仙台市 11 3 256,064,827 234,865,000 17 9 475,793,227 454,593,400
⽯巻市 0 0 468,673,751 0 0 0 468,772,421 0
⼤崎市 0 0 0 0 0 0 0 0

11 3 724,738,578 234,865,000 17 9 944,565,648 454,593,400
185 149 794,329,947 261,790,088 1,609 1,573 1,216,762,628 683,726,343

0 0 0 0 1 1 50,772,478 50,772,478
秋⽥市 0 0 0 0 10 10 251,986,461 251,986,461

0 0 0 0 10 10 251,986,461 251,986,461
0 0 0 0 11 11 302,758,939 302,758,939
3 2 2,797,219 2,775,520 50 8 160,270,911 150,961,658

⼭形市 1 1 4,415,400 4,415,400 3 3 123,824,884 123,824,884
鶴岡市 10 10 435,046 435,046 12 12 122,980,877 122,980,877

11 11 4,850,446 4,850,446 15 15 246,805,761 246,805,761
14 13 7,647,665 7,625,966 65 23 407,076,672 397,767,419
0 0 0 0 500 498 43,863,277 43,143,580

福島市 0 0 0 0 0 0 0 0
会津若松市 4 3 25,478,860 23,474,110 5 4 102,260,415 100,255,665

郡⼭市 9 1 27,023,964 221,650 1,278 1,269 252,788,508 224,468,194
いわき市 0 0 0 0 1 1 198,316,791 198,316,791

13 4 52,502,824 23,695,760 1,284 1,274 553,365,714 523,040,650
13 4 52,502,824 23,695,760 1,784 1,772 597,228,991 566,184,230

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県

合計

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合と
の契約金額

役務

岩⼿県（県＋市）計

　市計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

　市計

福島県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

北海道（道＋市）計

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

問１５（つづき）

－②（つづき）
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問１７

○ ※
札幌市 ○ ○
函館市 ○ ○
⼩樽市 ○ ○
旭川市 ○
釧路市 ○
帯広市 ○ ※
北⾒市 ○

苫⼩牧市 ○
江別市 ○

0 1 7 2 2 0
0 1 7 3 2 0
○ ○ ○ ○ 　　

⻘森市 ○ ○ ○ ○
弘前市 ○ ○ ○ ○
⼋⼾市 ○

2 2 3 2 0
3 3 4 3 0

○ ○ ○
盛岡市 ○
⼀関市 ○
奥州市 ○

0 0 2 0 1
0 1 3 1 1

○
仙台市 ○
⽯巻市 ○
⼤崎市 ○

0 0 3 0 0
0 0 3 1 0

○
秋⽥市 ○

0 0 0 0 1
0 0 1 0 1

○
⼭形市 ○
鶴岡市 ○ ○ ○

0 1 2 1 0
0 1 3 1 0
○ ○ ○ ○

福島市 ○
会津若松市 ○

郡⼭市 ○ ○ ○ ○
いわき市 ○ ○

1 1 4 2 0
2 2 5 3 0

福島県

秋⽥県

⼭形県

岩⼿県

宮城県

北海道

⻘森県
北海道（道＋市）計

問１６

上記以外の中小企業者に対す
る受注機会の増大のための先
進的な取組など官公需施策を推
進するための事例等がございま
したらご記入ください。　【自由回
答】
　
ex.中小企業者、新規中小企業
者を特に考慮した発注の取組な
ど。

国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織
内でどこまで周知していますか。下記の項目のうち、該当
するものを全て選択してください。

組織の長
を含む組
織幹部

会計部局 調達・契
約を行っ
ている部
局課室

個々の契
約業務を
行ってい
る窓口担
当者

国等の契約の
基本方針自体
は共有してい
ないが、自組
織で作成した
「中小企業者
に関する契約
の方針」を周
知・共有してい
る

　市計

⻘森県（県＋市）計

　市計

岩⼿県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

　市計

福島県（県＋市）計

宮城県（県＋市）計

　市計

秋⽥県（県＋市）計

　市計

⼭形県（県＋市）計

　市計
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問１

○ ○ ※ ○ ○
⽔⼾市 ○ ○ ○
⽇⽴市 ○ ○ ○ ○
⼟浦市 ○ ○ ※ ○
古河市 ○ ○
取⼿市 ○ ○ ○
つくば市 ○ ○ ○

ひたちなか市 ○ ○ ○
筑⻄市 ○ ○ ○

7 0 1 3 5 0 0 8
8 1 1 3 6 0 0 9
○ ○ ※ ○ ○

宇都宮市 ○ ○ ○
⾜利市 ○ ○ ○
栃⽊市 ○ ○ ○ ○
佐野市 ○ ○ ○
⼩⼭市 ○ ○ ○

那須塩原市 ○ ○ ※ ○
4 0 3 2 4 0 0 6
5 1 3 2 5 0 0 7
○ ○ ○ ※ ○ ※

前橋市 ○ ○ ※ ○ ○ ○
⾼崎市 ○ ○ ○
桐⽣市 ○ ○

伊勢崎市 ○ ○ ○ ※ ○
太⽥市 ○ ○ ○ ※ ○

4 1 3 2 3 0 0 5
5 1 4 3 3 0 1 5
○ ○ ※ ○ ○

さいたま市 ○ ○ ○ ※ ○
川越市 ○ ○ ○
熊⾕市 ○ ○ ○ ○
川⼝市 ○ ○ ※ ○
所沢市 ○ ○ ※ ○
加須市 ○ ○ ※ ○

春⽇部市 ○ ○ ○
狭⼭市 ○ ○ ○ ○
鴻巣市 ○ ○ ○
深⾕市 ○ ○ ○
上尾市 ○ ○ ○ ○
草加市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
越⾕市 ○ ○ ○
⼾⽥市 ○ ○ ○ ※ ○
⼊間市 ○ ○ ※ ○
朝霞市 ○ ○ ※ ○ ○
新座市 ○ ○ ○
久喜市 ○ ○ ○

富⼠⾒市 ○ ○ ※ ○
三郷市 ○ ○ ○

ふじみ野市 ○ ○ ○ ○
20 2 7 12 9 0 0 21
21 3 7 13 9 0 0 22

群⾺県

茨城県

問２ 問３

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

　市計

茨城県（県＋市）計

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

栃⽊県

埼⽟県

契約の方
針を作成
していない

設定してい
る

公表してい
る

URL

中小企業
者の受注
機会の増
大のため
の措置を
講じていま
すか

中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例
の制定の有無にかかわらず「契約の方針」を作成していますか。下記
項目のうち、該当するものを全て選択してください。また、ホームペー
ジに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者
向けの契約見込額、又はその比率について、目標
値を設定していますか。下記の項目のうち、該当す
るものを全て選択してください。
また、「設定している」を選択した場合において、目
標値又は比率をホームページで公表しているとき
は、「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してく
ださい。

設定してい
ない

講じている
条例を制
定している

条例の
URL

条例を制
定していな
い

契約の方
針を作成
している

契約の方
針のURL

24



○ ○ ○ ○ ○ ○
⽔⼾市 ○ ○ ○ ○ ○
⽇⽴市 ○ ○
⼟浦市 ○ ○ ○ ○ ○
古河市 ○ ○ ○
取⼿市 ○ ○ ○ 　
つくば市 ○ ○ ○ ○ ○

ひたちなか市 ○ ○ ○ ○
筑⻄市 ○ ○

0 8 3 7 6 0 1 4 0 0 0 0
0 9 4 8 7 0 2 5 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宇都宮市 ○ ○ ○ ○ ○
⾜利市 ○ ○ ○ ○
栃⽊市 ○ ○ ○
佐野市 ○ ○ ○ ○ ○
⼩⼭市 ○ ○ ○

那須塩原市 ○ ○ ○ ○ ○
0 6 5 6 4 0 0 4 0 0 0 0
0 7 6 7 5 1 1 5 0 0 0 0
○ ※ ○ ○ ○ ○ ※

前橋市 ○ ○ ○ ○ ○
⾼崎市 ○ ○
桐⽣市 ○ ○ ○ ○

伊勢崎市 ○ ○ ○ ○
太⽥市 ○ ○ ○ ○ ○

0 5 2 5 4 0 0 4 0 0 0 0
1 5 2 6 5 0 0 5 0 1 0 0

○ ○ ○
さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
川越市 ○ ○ ○ ○
熊⾕市 ○ ○ ○ ○ ○
川⼝市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
所沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
加須市 ○ ○ ○ ○ ○

春⽇部市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
狭⼭市 ○ ○ ○
鴻巣市 ○ ○ ○
深⾕市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
上尾市 ○ ○ ○ ○ ○
草加市 ○ ○ ○ ○ ○
越⾕市 ○ ○ ○ ○ ○
⼾⽥市 ○ ○ ○ ○
⼊間市 ○ ○ ○
朝霞市 ○ ○ ○ ○
新座市 ○ ○ ○
久喜市 ○ ○

富⼠⾒市 ○ ○ ○ ○
三郷市 ○ ○ ○ ○

ふじみ野市 ○ ○ ○ ○
0 21 14 21 17 1 3 13 4 1 0 0
0 22 15 22 17 1 3 13 4 1 0 0

群⾺県

　市計

栃⽊県（県＋市）計

茨城県

問４

　市計

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

　市計

茨城県（県＋市）計
栃⽊県

埼⽟県

都道府県名 市区名

問５

予定価格
に応じて
等級格付
区分を限
定（上位等
級者の参
加を参加
を認めな
い）

少額予定価格
の土木一式工
事を対象に、
受注機会の少
ない小規模な
建設業者の入
札参加機会の
拡大のため、
「参加希望型
競争入札」を
実施

下請要件
（県内下請
比率）設
定、地域
貢献度、
地域産資
材の調達
などのい
ずれか

総合評価落札方式
において、企業の
技術力（施工計画、
企業の施工実績、
配置予定技術者の
能力等）や地域・社
会貢献度（地域精
通度、防災活動等
による貢献、ボラン
ティア活動による貢
献、県内企業等の
活用、県産資材の
優先使用）を評価

入札参加
資格審査
基準にお
いて、官公
需適格組
合を要件
に設定

左記以外
の条件等

その他の
取組の具
体的な内
容

付与して
いない

官公需契約実績額及び中小企業
者向け契約実績額、又はその比
率について、公表していますか。
下記の項目から、該当するいずれ
かを選択してください。
　また、ホームページに掲載して
いる場合は、そのＵＲＬを記載して
ください。

物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らかの条件等を
付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

公表して
いる

URL
公表して
いない

「業者選定
基準」等の
運用基準
の設定

地域要件
の設定（発
注地域内
に本店又
は営業所
を有する
者など）
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽔⼾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽇⽴市 ○ ○
⼟浦市 ○ ○ ○ ○
古河市 ○ ○
取⼿市 ○ ○ ○ ○ 　　 ○
つくば市 ○ ○ ○

ひたちなか市 ○ ○ ○ ○ ○
筑⻄市 ○ ○ ○ ○ ○

7 6 8 6 1 1 3 1 0
8 7 9 7 2 1 4 2 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宇都宮市 ○ ○ ○ ○ 　　 ○
⾜利市 ○ ○ ○ ○
栃⽊市 ○ ○ ○ ○
佐野市 ○ ○ ○ ○ ○
⼩⼭市 ○ ○ ○ ○ ○

那須塩原市 ○ ○ ○
6 5 6 5 1 0 3 0 0
7 6 7 6 1 1 4 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

前橋市 ○ ○ ○ ○ ○
⾼崎市 ○ ○ ○ ○ ○
桐⽣市 ○

伊勢崎市 ○ ○ ○
太⽥市 ○ ○ ○ ○

3 4 5 2 1 0 3 0 0
4 5 6 3 1 1 4 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
川越市 ○ ○ ○ ○
熊⾕市 ○ ○ ○ ○
川⼝市 ○ ○ ○ ○ ○
所沢市 ○ ○ ○ ○
加須市 ○ ○ ○

春⽇部市 ○ ○ ○
狭⼭市 ○ ○ ○ ○
鴻巣市 ○ ○ ○ ○
深⾕市 ○ ○ ○ ○ ○
上尾市 ○ ○ ○ ○
草加市 ○ ○ ○ ○
越⾕市 ○ ○ ○ ○ ○ 　　 ○ ○ 　　
⼾⽥市 ○ ○ ○
⼊間市 ○ ○ ○ ○
朝霞市 ○ ○ ○ ○ ○
新座市 ○
久喜市 ○

富⼠⾒市 ○ ○ ○ ○
三郷市 ○ ○ ○ ○

ふじみ野市 ○ ○ ○ ○
17 17 21 15 2 1 7 3 0
18 18 22 16 3 2 7 3 0

群⾺県

茨城県

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

　市計

茨城県（県＋市）計

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

栃⽊県

埼⽟県

都道府県名 市区名

問６

予算の繰
越し

債務負担
行為の活
用

物件の発
注におけ
る直接及
び間接（原
材料等を
含む）の銘
柄の指定
を禁止

物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当する
ものを全て選択してください。

平準化や
納入条件
の明確化
等には、
特に配慮
していない

発注見通
しの公表

早期発注 その他の
平準化の
取組

発注時期
の平準化
のための
実態把握
（モニタリ
ング、受注
事業者へ
のアン
ケート等）

物件の発
注におけ
る納入条
件（納入場
所、納入
回数等、
他）の明確
化
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○
⽔⼾市 ○ ○
⽇⽴市 ○
⼟浦市 ○
古河市 ○
取⼿市 ○ 　　 　　 　
つくば市 ○ ○

ひたちなか市 ○
筑⻄市 ○

3 0 0 0 3 1 2 1
4 0 0 0 3 1 2 1
○ ○ ○ ○ ○

宇都宮市 ○
⾜利市 ○ ○
栃⽊市 ○ ○ ○
佐野市 ○
⼩⼭市 ○ ○ ○

那須塩原市 ○
2 0 0 0 4 4 1 0
3 1 1 1 5 4 1 0

○
前橋市 ○
⾼崎市 ○
桐⽣市 ○

伊勢崎市 ○
太⽥市 ○

1 0 0 0 0 1 3 0
1 0 0 0 1 1 3 0

○
さいたま市 ○
川越市 ○
熊⾕市 ○
川⼝市 ○
所沢市 ○
加須市 ○

春⽇部市 ○ ○
狭⼭市 ○ ○
鴻巣市 ○
深⾕市 ○
上尾市 ○
草加市 ○
越⾕市 ○
⼾⽥市 ○ ○
⼊間市 ○
朝霞市 ○ ○ ○
新座市 ○ ○
久喜市 ○

富⼠⾒市 ○ ○
三郷市 ○

ふじみ野市 ○
7 1 0 0 9 2 6 3
7 1 0 0 10 2 6 3

群⾺県

茨城県

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

　市計

茨城県（県＋市）計
栃⽊県

埼⽟県

問７

知的財産
権が含ま
れるような
発注はない

コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含
まれる場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る
権利（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

書面で著作物
の利用目的や
期間等を明確
化することによ
り、著作権等
の譲渡・利用
範囲を特定で
きるようにして
いる

左記により
特定した譲
渡・利用範
囲を元に算
定された譲
渡対価等を
含めて契約
金額を決定
している

著作権等
の譲渡契
約は物品
等の発注
契約とは別
で締結して
いる

コンテンツ
版バイ・
ドール契約
（注）を適
用している
ものがある

契約書等
に著作権
等は発注
者に無償
譲渡すると
定めている
ものがある

契約書等に
は記載して
いないが納
入時に中間
生成物（納
入物の印刷
データ等）の
譲渡を求め
ているもの
がある

知的財産
権について
は特に配
慮していな
い

都道府県名 市区名
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○ ○
⽔⼾市 ○
⽇⽴市 ○
⼟浦市 ○
古河市 ○ ○
取⼿市 ○ ○ 　　
つくば市 ○

ひたちなか市 ○ ○
筑⻄市 ○

5 0 4 0 0 0 0 0 2
5 1 5 0 0 0 0 0 2
○ ○

宇都宮市 ○ ○
⾜利市 ○
栃⽊市 ○ ○ ○
佐野市 　 ○
⼩⼭市 ○

那須塩原市 ○
1 1 2 0 2 0 0 0 3
2 1 3 0 2 0 0 0 3
○ ○

前橋市 ○ ○
⾼崎市 ○ ○ ○
桐⽣市 ○

伊勢崎市 ○
太⽥市 ○ ○

3 0 3 0 2 0 0 0 1
4 0 4 0 2 0 0 0 1

○ ※
さいたま市 ○ ○ ※ ○
川越市 ○ ○
熊⾕市 ○
川⼝市 ○ ○
所沢市 ○ ○
加須市 ○

春⽇部市 ○
狭⼭市 ○
鴻巣市 ○
深⾕市 ○ ○ ○
上尾市 ○ ○
草加市 ○
越⾕市 ○
⼾⽥市 ○ ○
⼊間市 ○ ○ ○
朝霞市 ○ ○ ○
新座市 ○ ○
久喜市 ○

富⼠⾒市 ○ ○
三郷市 ○

ふじみ野市 ○
18 6 5 1 1 1 0 0 4
18 6 5 1 1 2 0 0 4

栃⽊県

群⾺県

茨城県

　市計

茨城県（県＋市）計

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

埼⽟県

平時におい
ては燃料調
達を行うこ
とがない

平時におい
ては特に配
慮していな
い

その他の
取組の具
体的内容

都道府県名 市区名 災害時にお
ける燃料供
給協定を石
油組合と締
結している

問８

石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目のうち、
該当するものを全て選択してください。

災害時にお
いて協定を
締結してい
る石油組合
と平時にお
いても燃料
供給協定を
締結してい
る

平時の燃
料調達にお
いて、協定
を締結して
いる石油組
合と随意契
約を締結し
燃料供給を
受けている

平時の燃料調達
において、一般競
争により調達する
場合、災害時の
燃料供給協定を
締結しているこ
と、管内に燃料供
給協定を有してい
ること等、適切な
地域要件の設定
を行っている

平時の燃料調達に
おいて、協定を締結
している石油組合（こ
れを構成する組合員
を含む。）から費用対
効果において優れた
ものとすること等を十
分検討（公正性につ
いての検討を含
む。）しつつ、分離・
分割による調達を
行っている

左記以外
の取組を実
施している
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽔⼾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽇⽴市 ○ ○ ○ ○
⼟浦市 ○ ○ ○
古河市 ○ ○ ○
取⼿市 　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○
つくば市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ひたちなか市 ○ ○ ○ ○
筑⻄市 ○ ○ ○ ○

2 0 0 0 6 4 8 7 2 5 1 1 0
3 1 0 0 6 5 9 8 3 6 2 2 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宇都宮市 ○ ○ ○ ○ ○
⾜利市 ○ ○ ○
栃⽊市 ○ ※ ○ ○ ○
佐野市 ○ ○ ○
⼩⼭市 ○ ○ ○ ○

那須塩原市 ○ ○ ○ ○
3 0 1 0 2 2 6 5 0 4 0 0 0
4 0 1 0 3 2 7 6 0 5 1 1 0

○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
前橋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⾼崎市 ○ ○ ○
桐⽣市 ○ ○ ○

伊勢崎市 ○ ○ ○ ○
太⽥市 ○ ○ ○ ○

3 0 0 0 2 2 5 4 0 2 1 1 0
3 0 1 0 2 2 6 5 1 3 2 2 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
川越市 ○ ○ ○ ○
熊⾕市 ○ ○ ○ ○ ○
川⼝市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
所沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
加須市 ○ ○ ○ ○

春⽇部市 ○ ○ ○ ○ ○
狭⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
鴻巣市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
深⾕市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
上尾市 ○ ○ ○ ○ ○
草加市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
越⾕市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　　
⼾⽥市 ○ ○ ○ ○ ○
⼊間市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
朝霞市 ○ ○ ○
新座市 ○ ○ ○ ○ ○
久喜市 ○ ○ ○

富⼠⾒市 ○ ○ ○ ○ ○
三郷市 ○ ○ ○ ○

ふじみ野市 ○ ○ ○ ○
12 3 0 0 8 11 21 18 12 15 6 5 0
12 4 0 0 8 12 22 18 13 16 7 5 0

栃⽊県

群⾺県

茨城県

公共工事
の入札の
際に、入
札金額の
内訳書の
提出を求
めた

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

埼⽟県

市区名

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

　市計

茨城県（県＋市）計

都道府県名 ダンピング
の防止に
ついて、
ホーム
ページや
入札説明
会で周知
した

問９ 問１0

中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮につい
て、下記のうち、該当するものを全て選択してください。

ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記項目のうち、該当するもの
を全て選択してください。

その他の
取組の具
体的内容

特に配慮
していな
い

発注に当たっ
て、需給の状
況、原材料・人
件費・エネル
ギーコスト等の
最新の実勢価
格等を踏まえ
た積算に基づ
き予定価格を
作成した

工事等の
発注に際
し、いわゆ
る歩切り
や予定価
格等の事
前公表を
取りやめ
た

低入札価
格調査制
度を活用
している

低入札価格調査
基準価格を下回
る価格により落
札した者と契約
する場合には、
人件費が明記さ
れた入札価格内
訳書を徴収し、
最低賃金額を下
回る人件費でな
いことを確認して
いる

低入札価格
調査基準価
格を下回る
価格で契約
した場合に
は、当該案
件全てを
ホームペー
ジ等で公表
している

特に配慮
していない

人件費比
率の高い
役務契約
について、
業務内容
に応じて部
分払い（毎
月払い等）
を実施した

官公需契
約に係る
債権譲渡
が必要と
認められ
る場合に
は承諾し
た

左記以外
の取組を
実施して
いる
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役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事 役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事

○ ○ ○ ○ ○ ○
⽔⼾市 ○ ○ ○
⽇⽴市 ○
⼟浦市 ○ ○ ○
古河市 ○ ○
取⼿市 ○ ○ ○
つくば市 ○ ○ ○ ○

ひたちなか市 ○ ○ ○
筑⻄市 ○ ○ ○

0 0 7 6 2 7
1 1 8 7 3 8
○ ○ ○ ○ ○ ○

宇都宮市 ○ ○ ○ ○
⾜利市 ○ ○ ○ ○
栃⽊市 ○ ○ ○ ○
佐野市 ○ ○
⼩⼭市 ○ ○ ○

那須塩原市 ○ ○
0 0 6 3 4 6
1 1 7 4 5 7
○ ○ ○ ○ ○ ○

前橋市 ○ ○ ○ ○ ○
⾼崎市 ○ ○ ○ ○
桐⽣市 ○ ○

伊勢崎市 ○ ○ ○ ○
太⽥市 ○ ○ ○

1 0 5 4 3 5
2 1 6 5 4 6
○ ○ ○ ○ ○ ○

さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
川越市 ○ ○ ○ ○
熊⾕市 ○ ○ ○ ○
川⼝市 ○ ○ ○ ○
所沢市 ○ ○ ○
加須市 ○

春⽇部市 ○ ○ ○ ○
狭⼭市 ○ ○
鴻巣市 ○ ○ ○
深⾕市 ○ ○ ○ ○
上尾市 ○ ○ ○ ○
草加市 ○ ○ ○
越⾕市 ○ ○ ○ ○
⼾⽥市 ○ ○ ○ ○ ○
⼊間市 ○ ○ ○
朝霞市 ○ ○ ○ ○
新座市 ○ ○ ○ ○
久喜市 ○ ○ ○

富⼠⾒市 ○ ○ ○ ○
三郷市 ○ ○ ○

ふじみ野市 ○ ○ ○ ○
3 2 21 18 13 19
4 3 22 19 14 20

栃⽊県

群⾺県

茨城県

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

　市計

茨城県（県＋市）計

都道府県名 市区名

埼⽟県
群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入
していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。

問１１

低入札価格調査制度 最低制限価格制度
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○ ○ ※
⽔⼾市 ○
⽇⽴市 ○
⼟浦市 ○
古河市 ○
取⼿市 ○ ○
つくば市 ○

ひたちなか市 ○
筑⻄市 ○

1 1 0 3 0 0 2 2 0
1 2 0 3 1 0 2 2 0
○ ○ ○

宇都宮市 ○
⾜利市 ○
栃⽊市 ○
佐野市 ○
⼩⼭市 ○ ○

那須塩原市 ○
2 0 0 3 0 0 1 1 0
3 1 0 4 0 0 1 1 0

○ ※
前橋市 ○
⾼崎市 ○
桐⽣市 ○

伊勢崎市

太⽥市 ○
1 0 0 0 0 0 3 0 0
1 0 0 0 1 0 3 0 0

○
さいたま市 ○ ○
川越市 ○ ○
熊⾕市 ○
川⼝市 ○ ※ 　 　
所沢市 ○
加須市 ○

春⽇部市 ○
狭⼭市

鴻巣市 ○
深⾕市 ○
上尾市 ○
草加市 ○
越⾕市 ○
⼾⽥市 ○ ○
⼊間市 ○ ○
朝霞市 ○ ○
新座市 ○ ○
久喜市 ○

富⼠⾒市 ○ ○
三郷市 ○

ふじみ野市 ○
3 5 1 8 1 0 7 2 0
3 5 1 8 1 0 8 2 0

栃⽊県

群⾺県

茨城県

埼⽟県

年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。

問１2

人件費の単
価が改定後
の最低賃金
額を下回った
場合には適切
な価格での単
価見直しを行
う旨の条項を
契約書に入れ
ている

あらかじめ
最低賃金額
の改定を見
越して予算
を確保し、契
約時点で反
映するよう努
めている

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

発注機関
側から受
注企業に
対し見直し
の必要が
あるかどう
か確認を
行った

受注企業から
見直しの申し
出があった場
合であって、そ
の申し出が妥
当であると判断
できる場合に
は契約金額の
見直しについて
応じることとし
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

　市計

埼⽟県（県＋市）計

　市計

茨城県（県＋市）計

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

群⾺県（県＋市）計

都道府県名 市区名
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○ ○ ○ ○ ○
⽔⼾市 ○ ○ ○
⽇⽴市 ○ ○
⼟浦市 ○
古河市 ○ ○ ○
取⼿市 ○ ○ ○
つくば市 ○ ○ ○

ひたちなか市 ○ ○ ○ ○
筑⻄市 ○

6 7 3 4 0 0 0 0 0
7 8 4 5 1 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○

宇都宮市 ○ ○ ○
⾜利市 ○ ○
栃⽊市 ○ ○ ○ ○ ○
佐野市

⼩⼭市 ○ ○
那須塩原市 ○ ○

4 5 2 1 2 0 0 0 0
5 6 3 2 2 0 0 1 0
○ ○ ○ ○

前橋市 ○ ○ ○
⾼崎市 ○ ○ ○
桐⽣市 ○ ○ ○

伊勢崎市 ○ ○
太⽥市 ○ ○ ○

4 5 1 1 2 0 0 0 1 0
5 6 2 2 2 0 0 0 1 0
○ ○ ○

さいたま市 ○ ○ ○ ○
川越市 ○ ○ ○ ○ ○
熊⾕市 ○ ○
川⼝市 ○ ○ ○ ○ ○
所沢市 ○ ○ ○
加須市 ○

春⽇部市 ○ ○
狭⼭市 ○ ○
鴻巣市 ○ ○ ○
深⾕市 ○ ○
上尾市 ○ ○
草加市 ○ ○ ○ ○ ※
越⾕市 ○ ○ ○ ○
⼾⽥市 ○ ○ ○ ○ ○
⼊間市 ○ ○ ○ ○
朝霞市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
新座市 ○ ○ ○ ○
久喜市 ○

富⼠⾒市 ○ ○
三郷市 ○ ○ ○

ふじみ野市 ○ ○ ○ ○ 　
19 17 14 9 5 1 1 2 0
20 18 15 9 5 1 1 2 0

栃⽊県

群⾺県

茨城県

埼⽟県

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してくださ
い。

問１3

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

公共工事の発注
に当たって、実勢
価格を反映した
適切な請負代金
の設定や適正な
工期の確保につ
いて、契約後の
状況に応じた必
要な契約変更の
実施も含め、適
切に対応するも
のとしている

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
を運用して
いる。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
の運用基準
を策定して
いる

物件及び役務の
契約の途中で、労
務費、原材料費、
エネルギーコスト
等の実勢価格に
変化が生じた場
合には、契約金額
を変更する必要
があるか否かに
ついて検討し、適
切に対応するもの
としている

物件及び役務の契
約について、労務
費、原材料費、エネ
ルギーコスト等の
上昇に伴う契約金
額の変更について
申出があった場合
には、その可否に
ついて協議を行う
旨の条項が契約書
に盛り込まれてい
る

都道府県名 市区名

　市計

茨城県（県＋市）計

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計
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○
⽔⼾市 ○
⽇⽴市 ○
⼟浦市 ○
古河市 ○ ○
取⼿市 ○
つくば市 ○ ○

ひたちなか市 ○ ○ ○
筑⻄市 ○

5 2 1 0 0 1 0 1 0 2
6 2 1 0 0 1 0 1 0 2
○ ○ ○ ○ ○

宇都宮市 ○ ○ ○ ○
⾜利市 ○ ○
栃⽊市 ○
佐野市 ○
⼩⼭市 ○

那須塩原市 ○
3 0 1 1 2 0 0 0 0 3
4 1 2 2 3 0 0 0 0 3
○ ○ ○ ※

前橋市 ○
⾼崎市 ○
桐⽣市 ○

伊勢崎市 ○
太⽥市 ○ ○

3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
4 1 1 0 1 0 0 1 0 1
○ ○

さいたま市 ○ ○
川越市 ○ ○ ○
熊⾕市 ○ ○
川⼝市 ○ ○
所沢市 ○ ○
加須市 ○ ○

春⽇部市 ○ ○ ○ ○
狭⼭市 ○ ○ ○
鴻巣市 ○ ○ ○
深⾕市 ○
上尾市 ○
草加市 ○
越⾕市 ○ ○
⼾⽥市 ○ ○ ○
⼊間市 ○ ○
朝霞市 ○ ○ ○ ○
新座市 ○
久喜市 ○ ○ ○ ○

富⼠⾒市 ○ ○ ○
三郷市 ○

ふじみ野市 ○ ○
19 10 9 4 5 0 0 0 0 1
20 10 9 4 6 0 0 0 0 1

栃⽊県

群⾺県

茨城県

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

茨城県（県＋市）計

市区名

埼⽟県（県＋市）計

埼⽟県

　市計

群⾺県（県＋市）計

　市計

新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。
（注）オープンカウンター方式とは、物品調達等（主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手方を特定せず、
案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

問１４

競争参加者の
資格の設定に
際し、契約の
履行の確保に
支障がない限
り、下位等級
者の参加が可
能となるよう弾
力的な運用に
努めた

少額随契に
際し、契約履
行の支障の
有無に留意
しながら、新
規中小企業
者を見積先
に含めるよう
努めた

都道府県名 特に取組
んでいな
い

見積先が固
定化しない
よう、小企業
者を含む小
規模事業者
や調達実績
が少ない新
規中小企業
者にも配慮
した

オープンカ
ウンター方
式（注）の
採用（HPな
ど電子的
手段で案
件を公開
する形での
実施）

トライアル
発注制度
等を活用
して、新規
中小企業
者への受
注機会の
増大を
図った

国等と連
携して、地
域の新規
中小企業
者の受注
機会の増
大に努め
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

一般競争入
札に際し、契
約の履行の
確保に支障
がない限り、
過去の実績
を過度に求
めなかった
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

○ 185 177 144,449,332 141,910,236 5 2 461,356,000 107,228,000
⽔⼾市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⽇⽴市 ○ 1 1 112,848,689 112,848,689 0 0 0 0
⼟浦市 ○ 0 0 0 0 2 0 9,295,000 0
古河市 ○ 0 0 0 0 1 0 2,101,000 0
取⼿市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
つくば市 ○ 0 0 0 0 4 0 208,956,000 0

ひたちなか市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
筑⻄市 ○ 0 0 0 0 9 0 111,468,500 0

2 6 1 1 112,848,689 112,848,689 16 0 331,820,500 0
2 7 186 178 257,298,021 254,758,925 21 2 793,176,500 107,228,000

○ 330 2 14,893,694 289,465 0 0 0 0
宇都宮市 ○ 12 12 64,833,960 64,833,960 0 0 0 0
⾜利市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
栃⽊市 ○ 1 1 8,002,009 8,002,009 0 0 0 0
佐野市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼩⼭市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

那須塩原市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 13 13 72,835,969 72,835,969 0 0 0 0
1 6 343 15 87,729,663 73,125,434 0 0 0 0

○ 0 0 0 0 0 0 0 0
前橋市 ○ 0 0 0 0 1 1 180,400 180,400
⾼崎市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
桐⽣市 ○ 3 0 51,546 0 0 0 0 0

伊勢崎市 ○ 1 1 264,000 264,000 0 0 0 0
太⽥市 ○ 0 0 0 0 24 24 14,003,000 14,003,000

0 5 4 1 315,546 264,000 25 25 14,183,400 14,183,400
0 6 4 1 315,546 264,000 25 25 14,183,400 14,183,400
○ 0 0 0 0 31 10 2,794,501,142 17,656,342

さいたま市 ○ 5 2 19,941,020 2,096,160 22 0 38,765,380,797 0
川越市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
熊⾕市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
川⼝市 ○ 8 7 235,504,163 234,444,863 1 0 1,453,100 0
所沢市 ○ 1 1 20,130 20,130 2 0 63,470,000 0
加須市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

春⽇部市 ○ 0 0 0 0 2 0 242,737,000 0
狭⼭市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
鴻巣市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
深⾕市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
上尾市 ○ 0 0 0 0 9 2 219,499,500 4,456,100
草加市 ○ 0 0 0 0 1 0 50,930,000 0
越⾕市 ○ 0 0 0 0 4 1 74,096,000 1,188,000
⼾⽥市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼊間市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
朝霞市 ○ 0 0 0 0 1 0 16,907,000 0
新座市 ○ 0 0 0 0 1 0 73,865,000 0
久喜市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

富⼠⾒市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
三郷市 ○ 0 0 0 0 3 0 98,615,000 0

ふじみ野市 ○ 0 0 0 0 1 0 3,089,900 0
19 2 14 10 255,465,313 236,561,153 47 3 39,610,043,297 5,644,100
20 2 14 10 255,465,313 236,561,153 78 13 42,404,544,439 23,300,442

問１５

－ ②

官公需適格組合
との契約金額

工事物件

競争入札参加資格の審査
で、官公需適格組合に対す
る総合点数の算定方法に
関する特例の設定をしてい
ますか。下記項目から、該
当するいずれかを選択して
ください。

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

設定してい
ない

設定してい
る

都道府県名 市区名

－ ①

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

　市計

茨城県（県＋市）計

　市計

埼⽟県

茨城県

栃⽊県

群⾺県

　市計

栃⽊県（県＋市）計
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

8 8 3,861,000 3,861,000 198 187 609,666,332 252,999,236
⽔⼾市 0 0 0 0 0 0 0 0
⽇⽴市 0 0 0 0 1 1 112,848,689 112,848,689
⼟浦市 11 7 20,968,200 5,117,200 13 7 30,263,200 5,117,200
古河市 0 0 0 0 1 0 2,101,000 0
取⼿市 0 0 0 0 0 0 0 0
つくば市 0 0 0 0 4 0 208,956,000 0

ひたちなか市 19 3 20,032,540 322,300 19 3 20,032,540 322,300
筑⻄市 0 0 0 0 9 0 111,468,500 0

30 10 41,000,740 5,439,500 47 11 485,669,929 118,288,189
38 18 44,861,740 9,300,500 245 198 1,095,336,261 371,287,425
81 16 1,832,562,092 1,221,092 411 18 1,847,455,786 1,510,557

宇都宮市 0 0 0 0 12 12 64,833,960 64,833,960
⾜利市 0 0 0 0 0 0 0 0
栃⽊市 0 0 0 0 1 1 8,002,009 8,002,009
佐野市 0 0 0 0 0 0 0 0
⼩⼭市 0 0 0 0 0 0 0 0

那須塩原市 1 1 708,400 708,400 1 1 708,400 708,400
1 1 708,400 708,400 14 14 73,544,369 73,544,369

82 17 1,833,270,492 1,929,492 425 32 1,921,000,155 75,054,926
0 0 0 0 0 0 0 0

前橋市 34 14 453,295,471 88,530,667 35 15 453,475,871 88,711,067
⾼崎市 8 8 81,574,546 81,574,546 8 8 81,574,546 81,574,546
桐⽣市 9 7 36,759,316 30,731,316 12 7 36,810,862 30,731,316

伊勢崎市 32 32 675,401,130 675,401,130 33 33 675,665,130 675,665,130
太⽥市 0 0 0 0 24 24 14,003,000 14,003,000

83 61 1,247,030,463 876,237,659 112 87 1,261,529,409 890,685,059
83 61 1,247,030,463 876,237,659 112 87 1,261,529,409 890,685,059
7 2 247,547,531 44,113,410 38 12 3,042,048,673 61,769,752

さいたま市 2 0 21,288,960 0 29 2 38,806,610,777 2,096,160
川越市 17 6 210,119,635 7,368,185 17 6 210,119,635 7,368,185
熊⾕市 0 0 0 0 0 0 0 0
川⼝市 1 0 2,745,600 0 10 7 239,702,863 234,444,863
所沢市 32 32 204,781,010 204,781,010 35 33 268,271,140 204,801,140
加須市 0 0 0 0 0 0 0 0

春⽇部市 18 18 23,520,990 23,520,990 20 18 266,257,990 23,520,990
狭⼭市 0 0 0 0 0 0 0 0
鴻巣市 0 0 0 0 0 0 0 0
深⾕市 0 0 0 0 0 0 0 0
上尾市 2 1 77,154,000 67,100,000 11 3 296,653,500 71,556,100
草加市 0 0 0 0 1 0 50,930,000 0
越⾕市 0 0 0 0 4 1 74,096,000 1,188,000
⼾⽥市 0 0 0 0 0 0 0 0
⼊間市 0 0 0 0 0 0 0 0
朝霞市 0 0 0 0 1 0 16,907,000 0
新座市 1 1 105,573,692 105,573,692 2 1 179,438,692 105,573,692
久喜市 0 0 0 0 0 0 0 0

富⼠⾒市 10 10 132,704,308 132,704,308 10 10 132,704,308 132,704,308
三郷市 0 0 0 0 3 0 98,615,000 0

ふじみ野市 0 0 0 0 1 0 3,089,900 0
83 68 777,888,195 541,048,185 144 81 40,643,396,805 783,253,438
90 70 1,025,435,726 585,161,595 182 93 43,685,445,478 845,023,190

都道府県名 市区名

問１５（つづき）

－②（つづき）

栃⽊県（県＋市）計

　市計

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

官公需適
格組合と
の契約件
数

　市計

茨城県（県＋市）計

　市計

役務

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合と
の契約金額

合計

茨城県

栃⽊県

群⾺県

埼⽟県
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問１７

○ ○ ○ ○
⽔⼾市 ○
⽇⽴市 ○
⼟浦市 ○
古河市 ○
取⼿市 ○ ○ ○ ○
つくば市 ○

ひたちなか市 ○
筑⻄市 ○

1 1 7 2 0
2 2 8 3 0
○ ○ ○ ○

宇都宮市 ○
⾜利市 ○
栃⽊市 ○
佐野市 ○
⼩⼭市 ○

那須塩原市 ○
0 0 6 0 0
1 1 7 1 0

○ ○ ○
前橋市 ○ ○
⾼崎市 ○ ○
桐⽣市 ○

伊勢崎市 ○
太⽥市 ○

1 0 5 1 0
1 1 6 2 0

○ ○ ○ ※
さいたま市 ○ ○
川越市 ○
熊⾕市 ○
川⼝市 ○ ○
所沢市 ○
加須市 ○

春⽇部市 ○ ○ ○
狭⼭市 ○
鴻巣市 ○
深⾕市 ○
上尾市 ○ ○ ○ ○
草加市 ○
越⾕市 ○ ※
⼾⽥市 ○
⼊間市 ○
朝霞市 ○
新座市 ○
久喜市 ○

富⼠⾒市 ○
三郷市 ○ ○

ふじみ野市 ○
1 2 21 5 0
1 3 22 6 0

埼⽟県

栃⽊県

群⾺県

茨城県

国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織
内でどこまで周知していますか。下記の項目のうち、該当
するものを全て選択してください。

上記以外の中小企業者に対す
る受注機会の増大のための先
進的な取組など官公需施策を推
進するための事例等がございま
したらご記入ください。　【自由回
答】
　
ex.中小企業者、新規中小企業
者を特に考慮した発注の取組な
ど。

問１６

組織の長
を含む組
織幹部

会計部局 調達・契
約を行っ
ている部
局課室

個々の契
約業務を
行ってい
る窓口担
当者

国等の契約の
基本方針自体
は共有してい
ないが、自組
織で作成した
「中小企業者
に関する契約
の方針」を周
知・共有してい
る

群⾺県（県＋市）計

　市計

埼⽟県（県＋市）計

　市計

茨城県（県＋市）計

　市計

栃⽊県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名
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問１

○ ○ ※ ○ ※ 　　 ○
千葉市 ○ ○ ○
市川市 ○ ○ ※ ○
船橋市 ○ ○ ○

⽊更津市 ○ ○
松⼾市 ○ ○ ○ ○
野⽥市 ○ ○ ○ ○
成⽥市 ○ ○ 　　 ○
佐倉市 ○ ○ ○ ○

習志野市 ○ ○ ○
柏市 ○ ○ ○

市原市 ○ ○ ○ ○
流⼭市 ○ ○

⼋千代市 ○ ○ ○ ○
我孫⼦市 ○ ○ ○ ※ ○
鎌ケ⾕市 ○ ○ ○
浦安市 ○ 　　 ○ ※ ○
印⻄市 ○ ○

14 0 6 5 12 0 0 17
15 1 6 6 12 0 0 18
○ ○ ○

千代⽥区 ○ ○ ○ ○
中央区 ○ ○ ※ ○
港区 ○ ○ ※ ○

新宿区 ○ ○ ※ ○
⽂京区 ○ ○ ○
台東区 ○ ○ ○
墨⽥区 ○ ○ ※ ○ ○ ※
江東区 ○ ○ ○
品川区 ○ ○ ○
⽬⿊区 ○ ○ ○ ※ ○
⼤⽥区 ○ ○ ○

世⽥⾕区 ○ ○ ※ ○
渋⾕区 ○ ○ ○ ○
中野区 ○ ○ ○ ○
杉並区 ○ ○ ※ ○
豊島区 ○ ○ ○
北区 ○ ○ ○ ○

荒川区 ○ ○ ※ ○
板橋区 ○ ○ ※ ○
練⾺区 ○ ○ ※ ○
⾜⽴区 ○ ○ ※ ○
葛飾区 ○ ○ ※ ○

江⼾川区 ○ ○ ※ ○
⼋王⼦市 ○ ○ ○ ○
⽴川市 ○ ○ ○

武蔵野市 ○ ○ ○
三鷹市 ○ ○ ※ ○
⻘梅市 ○ ○ ○ ○
府中市 ○ ○ ○
昭島市 　　 ○ ○
調布市 ○ ○ ○ ※ ○
町⽥市 ○ 　　 ○ ※ ○

千葉県

東京都

　市計

千葉県（県＋市）計

都道府県名 市区名

問２ 問３

講じている
条例を制
定している

条例の
URL

条例を制
定していな
い

契約の方
針を作成
している

契約の方
針のURL

中小企業
者の受注
機会の増
大のため
の措置を
講じていま
すか

中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例
の制定の有無にかかわらず「契約の方針」を作成していますか。下記
項目のうち、該当するものを全て選択してください。また、ホームペー
ジに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者
向けの契約見込額、又はその比率について、目標
値を設定していますか。下記の項目のうち、該当す
るものを全て選択してください。
また、「設定している」を選択した場合において、目
標値又は比率をホームページで公表しているとき
は、「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してく
ださい。

契約の方
針を作成
していない

設定してい
る

公表してい
る

URL
設定してい
ない
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉市 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市川市 ○ ○ ○ ○ ○
船橋市 ○ ○ ○ ○ ○

⽊更津市 ○ ○ ○
松⼾市 ○ ○ ○ ○
野⽥市 ○ ○ ○ ○
成⽥市 ○ ○ ○ ○ 　 ○
佐倉市 ○ ○ ○

習志野市 ○ ○ ○ ○
柏市 　　 ○ ○ ○ 　 ○

市原市 ○ ○ ○ ○
流⼭市 ○ ○ ○ ○ ○

⼋千代市 ○ ○ ○ ○
我孫⼦市 ○ ○ ○ ○
鎌ケ⾕市 ○ ○ ○ ○
浦安市 ○ ○ ○ ○
印⻄市 ○ ○ ○ ○

1 16 11 17 9 1 3 14 2 0 0 0
1 17 12 18 10 1 4 15 3 0 0 0

○ ○ ○ ○
千代⽥区 ○ ○ ○
中央区 ○ ○ ○ ○ ○
港区 ○ ○ ○

新宿区 ○ ○ ○ ○ ○
⽂京区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
台東区 ○ ○ ○
墨⽥区 ○ ※ ○ ○ ○ ○
江東区 ○ ○ ○ ○ ○
品川区 ○ ○ ○ ○
⽬⿊区 ○ ○ ○ ○ ○
⼤⽥区 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

世⽥⾕区 ○ ○ ○ ○
渋⾕区 ○ ○ ○ ○
中野区 ○ ○ ○
杉並区 ○ ○ ○ ○ ○
豊島区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
北区 ○ ○

荒川区 ○ ○ ○ ○ ○
板橋区 ○ ○ ○ ○ ○
練⾺区 ○ ○ ○ ○
⾜⽴区 ○ ○ ○ ○ ○
葛飾区 ○ ○ ○ ○

江⼾川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼋王⼦市 ○ ○ ○ ○ ○
⽴川市 ○ ○ ○ 　

武蔵野市 ○ ○ ○
三鷹市 ○ ○ ○ ○ ○
⻘梅市 ○ ○ ○ ○ ○
府中市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
昭島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
調布市 ○ ○ ○ ○ ○ ※
町⽥市 ○ ○ ○ ○ ○

千葉県

東京都

　市計

千葉県（県＋市）計

都道府県名 市区名

問４ 問５

下請要件
（県内下請
比率）設
定、地域
貢献度、
地域産資
材の調達
などのい
ずれか

総合評価落札方式
において、企業の
技術力（施工計画、
企業の施工実績、
配置予定技術者の
能力等）や地域・社
会貢献度（地域精
通度、防災活動等
による貢献、ボラン
ティア活動による貢
献、県内企業等の
活用、県産資材の
優先使用）を評価

入札参加
資格審査
基準にお
いて、官公
需適格組
合を要件
に設定

左記以外
の条件等

その他の
取組の具
体的な内
容

付与して
いない

官公需契約実績額及び中小企業
者向け契約実績額、又はその比
率について、公表していますか。
下記の項目から、該当するいずれ
かを選択してください。
　また、ホームページに掲載して
いる場合は、そのＵＲＬを記載して
ください。

物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らかの条件等を
付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

URL
公表して
いない

「業者選定
基準」等の
運用基準
の設定

地域要件
の設定（発
注地域内
に本店又
は営業所
を有する
者など）

予定価格
に応じて
等級格付
区分を限
定（上位等
級者の参
加を参加
を認めな
い）

少額予定価格
の土木一式工
事を対象に、
受注機会の少
ない小規模な
建設業者の入
札参加機会の
拡大のため、
「参加希望型
競争入札」を
実施

公表して
いる
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市川市 ○ ○ ○ ○ ○
船橋市 ○ ○ ○ ○ ○

⽊更津市 ○ ○ ○ ○
松⼾市 ○ ○ ○ ○ ○
野⽥市 ○ ○ ○ ○
成⽥市 ○ ○ ○ ○
佐倉市 ○ ○ ○ ○ ○

習志野市 ○ ○ ○
柏市 ○ ○ ○ ○ 　　 ○

市原市 ○ ○ ○
流⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼋千代市 ○ ○ ○ ○
我孫⼦市 ○ ○ ○
鎌ケ⾕市 ○ ○ ○
浦安市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
印⻄市 ○

12 14 17 11 4 1 11 4 0
13 15 18 12 5 2 12 4 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千代⽥区 ○ ○ ○
中央区 ○ ○ ○
港区 ○ ○ ○

新宿区 ○
⽂京区 ○ ○
台東区 ○ ○ ○ ○
墨⽥区 ○ ○ ○ ○
江東区 ○ ○ ○ ○
品川区 ○ ○ ○ ○
⽬⿊区 ○ ○ ○
⼤⽥区 ○ ○ ○ ○ ○ ○

世⽥⾕区 ○ ○ ○ ○ ○
渋⾕区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
中野区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
杉並区 ○ ○ ○ ○ ○
豊島区 ○ ○
北区 ○ ○ ○

荒川区 ○ ○ ○ ○ ○
板橋区 ○ ○ ○
練⾺区 ○ ○ ○
⾜⽴区 ○ ○
葛飾区 　　 ○ ○

江⼾川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼋王⼦市 ○ ○ ○ ○
⽴川市 ○ ○ ○ 　　

武蔵野市 ○ ○ ○
三鷹市 ○ ○ ○ ○
⻘梅市 ○ ○ ○ ○ ○
府中市 ○ ○ ○ ○ ○
昭島市 ○ ○ ○ ○ ○
調布市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
町⽥市 ○ ○

千葉県

東京都

　市計

千葉県（県＋市）計

市区名都道府県名

問６

物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当する
ものを全て選択してください。

予算の繰
越し

債務負担
行為の活
用

発注見通
しの公表

早期発注 その他の
平準化の
取組

発注時期
の平準化
のための
実態把握
（モニタリ
ング、受注
事業者へ
のアン
ケート等）

物件の発
注におけ
る納入条
件（納入場
所、納入
回数等、
他）の明確
化

物件の発
注におけ
る直接及
び間接（原
材料等を
含む）の銘
柄の指定
を禁止

平準化や
納入条件
の明確化
等には、
特に配慮
していない
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千葉市 ○ ○ ○ ○ ○
市川市 ○ ○
船橋市 ○

⽊更津市 ○
松⼾市 ○
野⽥市 ○
成⽥市 ○ ○
佐倉市 ○

習志野市 ○
柏市 ○

市原市 ○
流⼭市 ○

⼋千代市 ○ ○
我孫⼦市 ○
鎌ケ⾕市 ○
浦安市 ○
印⻄市 ○

7 1 1 0 9 2 3 1
7 1 1 0 9 2 3 1
○

千代⽥区 ○
中央区 ○ ○
港区 ○ ○

新宿区 ○ ○
⽂京区 ○
台東区 ○
墨⽥区 ○
江東区 ○
品川区 ○
⽬⿊区 ○
⼤⽥区 ○ ○

世⽥⾕区 ○
渋⾕区 ○ ○ ○
中野区 ○ ○ ○
杉並区 ○
豊島区 ○
北区 ○

荒川区 ○ ○
板橋区 ○ ○
練⾺区 ○
⾜⽴区 ○ ○
葛飾区 ○

江⼾川区 ○ ○ 　
⼋王⼦市 ○ ○ ○
⽴川市 ○ 　

武蔵野市 ○
三鷹市 ○
⻘梅市 ○
府中市 ○ ○
昭島市 ○ ○ 　
調布市 ○
町⽥市 ○

千葉県

東京都

問７

コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含
まれる場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る
権利（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

　市計

千葉県（県＋市）計

著作権等
の譲渡契
約は物品
等の発注
契約とは別
で締結して
いる

コンテンツ
版バイ・
ドール契約
（注）を適
用している
ものがある

契約書等
に著作権
等は発注
者に無償
譲渡すると
定めている
ものがある

契約書等に
は記載して
いないが納
入時に中間
生成物（納
入物の印刷
データ等）の
譲渡を求め
ているもの
がある

知的財産
権について
は特に配
慮していな
い

知的財産
権が含ま
れるような
発注はない

書面で著作物
の利用目的や
期間等を明確
化することによ
り、著作権等
の譲渡・利用
範囲を特定で
きるようにして
いる

左記により
特定した譲
渡・利用範
囲を元に算
定された譲
渡対価等を
含めて契約
金額を決定
している

都道府県名 市区名
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○ ○
千葉市 ○ ○
市川市 ○ ○ ○
船橋市 ○

⽊更津市 ○ ○
松⼾市 ○
野⽥市 ○ ○
成⽥市 ○ ○ ○
佐倉市 ○

習志野市 ○
柏市 ○ ○

市原市 ○ ○ ○
流⼭市 ○ ○

⼋千代市 ○ ○
我孫⼦市 ○ ○
鎌ケ⾕市 ○
浦安市 ○
印⻄市 ○

16 4 8 1 0 0 0 0 1
17 4 9 1 0 0 0 0 1
○

千代⽥区 ○
中央区 ○ ○
港区 ○ ○

新宿区 ○
⽂京区 ○ ○
台東区 ○
墨⽥区 ○
江東区 ○
品川区 ○ ○
⽬⿊区 ○
⼤⽥区 ○ ○

世⽥⾕区 ○
渋⾕区 ○
中野区 ○
杉並区 ○
豊島区 ○
北区 ○

荒川区 ○
板橋区 ○
練⾺区 ○ ○ ○ ○
⾜⽴区 ○
葛飾区 ○

江⼾川区 ○
⼋王⼦市 ○ ※
⽴川市 ○ 　　

武蔵野市 ○
三鷹市 ○
⻘梅市 ○
府中市 ○ 　 ○
昭島市 ○ ○ ○ ○
調布市 ○
町⽥市 ○ ○

千葉県

東京都

問８

石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目のうち、
該当するものを全て選択してください。

　市計

千葉県（県＋市）計

都道府県名 市区名 左記以外
の取組を実
施している

災害時にお
ける燃料供
給協定を石
油組合と締
結している

災害時にお
いて協定を
締結してい
る石油組合
と平時にお
いても燃料
供給協定を
締結してい
る

平時の燃
料調達にお
いて、協定
を締結して
いる石油組
合と随意契
約を締結し
燃料供給を
受けている

平時の燃料調達
において、一般競
争により調達する
場合、災害時の
燃料供給協定を
締結しているこ
と、管内に燃料供
給協定を有してい
ること等、適切な
地域要件の設定
を行っている

平時の燃料調達に
おいて、協定を締結
している石油組合（こ
れを構成する組合員
を含む。）から費用対
効果において優れた
ものとすること等を十
分検討（公正性につ
いての検討を含
む。）しつつ、分離・
分割による調達を
行っている

その他の
取組の具
体的内容

平時におい
ては燃料調
達を行うこ
とがない

平時におい
ては特に配
慮していな
い
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○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉市 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○
市川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
船橋市 ○ ○ ○ ○

⽊更津市 ○ ○ ○ ○ ○
松⼾市 ○ ○ ○ ○ ○
野⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
成⽥市 ○ ○ ○ ○
佐倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

習志野市 ○ ○ ○ ○ ○
柏市 ○ 　　 ○ ○ ○ ○

市原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
流⼭市 ○ ○ ○ 　　 ○ ○ ○

⼋千代市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
我孫⼦市 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○
鎌ケ⾕市 ○ ※ ○ ○ ○
浦安市 ○ ○ ○
印⻄市 ○ ○ ○ ○ ○

12 0 3 0 4 3 17 15 5 16 9 8 0
12 0 3 0 4 3 18 16 6 17 10 9 0

○ ※ ○ ○ ○ ○
千代⽥区 ○ ○ ○
中央区 ○ 　　 ○ ○ ○
港区 ○ ○ ○ ○ ○ ○

新宿区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽂京区 ○ ○ ○
台東区 ○ ○ ○ ○ ○
墨⽥区 ○ ○ ○ ○
江東区 ○ ○ ○
品川区 ○ ○ ○ ○
⽬⿊区 ○ ○ ○
⼤⽥区 ○ ○ ○ ○

世⽥⾕区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
渋⾕区 ○ ○ ○ ○
中野区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
杉並区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
豊島区 ○ ○ ○ ○
北区 ○ ○ ○ ○ ○

荒川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
板橋区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
練⾺区 ○ ○ ○
⾜⽴区 ○ ○ ○ ○
葛飾区 ○ ○ ○ ○

江⼾川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼋王⼦市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽴川市 ○ 　　 ○ ○ ○ ○

武蔵野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三鷹市 ○ ※ 　　 ○ ○ ○
⻘梅市 ○ ○ ○
府中市 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○
昭島市 ○ ○ ○ ○
調布市 ○ ○ ○ ○ ○
町⽥市 ○ ○

千葉県

東京都

都道府県名 市区名

　市計

千葉県（県＋市）計

低入札価
格調査制
度を活用
している

低入札価格調査
基準価格を下回
る価格により落
札した者と契約
する場合には、
人件費が明記さ
れた入札価格内
訳書を徴収し、
最低賃金額を下
回る人件費でな
いことを確認して
いる

低入札価格
調査基準価
格を下回る
価格で契約
した場合に
は、当該案
件全てを
ホームペー
ジ等で公表
している

問９ 問１0

特に配慮
していない

その他の
取組の具
体的内容

特に配慮
していな
い

ダンピング
の防止に
ついて、
ホーム
ページや
入札説明
会で周知
した

公共工事
の入札の
際に、入
札金額の
内訳書の
提出を求
めた

発注に当たっ
て、需給の状
況、原材料・人
件費・エネル
ギーコスト等の
最新の実勢価
格等を踏まえ
た積算に基づ
き予定価格を
作成した

工事等の
発注に際
し、いわゆ
る歩切り
や予定価
格等の事
前公表を
取りやめ
た

人件費比
率の高い
役務契約
について、
業務内容
に応じて部
分払い（毎
月払い等）
を実施した

官公需契
約に係る
債権譲渡
が必要と
認められ
る場合に
は承諾し
た

左記以外
の取組を
実施して
いる

中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮につい
て、下記のうち、該当するものを全て選択してください。

ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記項目のうち、該当するもの
を全て選択してください。
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役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事 役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事

○ ○ ○ ○ ○ ○
千葉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
市川市 ○ ○ ○ ○ ○
船橋市 ○ ○ ○ ○

⽊更津市 ○ ○ ○
松⼾市 ○ ○ ○ ○
野⽥市 ○ ○ ○ ○
成⽥市 ○ ○ ○ ○
佐倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

習志野市 ○ ○ ○ ○
柏市 　 ○ ○ ○ ○

市原市 ○ ○ ○ ○ ○
流⼭市 ○

⼋千代市 ○ ○ ○
我孫⼦市 ○ ○ ○
鎌ケ⾕市 ○ ○
浦安市 ○ ○ ○
印⻄市 ○ ○

5 3 15 15 9 16
6 4 16 16 10 17

○ ○ ○ ○
千代⽥区 ○ ○ ○ ○
中央区 ○ ○ ○ ○
港区 ○ ○ ○

新宿区 ○ ○ ○ ○
⽂京区 ○ ○
台東区 ○ ○ ○ ○
墨⽥区 ○ ○ ○ ○
江東区 ○ ○ ○ ○
品川区 ○ ○
⽬⿊区 ○ ○ ○ ○
⼤⽥区 ○ ○ ○

世⽥⾕区 ○ ○ ○ ○
渋⾕区 ○ ○ ○
中野区 ○ ○ ○ ○
杉並区 ○ ○ ○ ○
豊島区 ○ ○ ○ ○
北区 ○ ○ ○ ○

荒川区 ○ ○ ○ ○
板橋区 ○ ○ ○ ○
練⾺区 ○ ○ ○
⾜⽴区 ○ ○ ○ ○
葛飾区 ○ ○ ○ ○

江⼾川区 ○ ○ ○
⼋王⼦市 ○ ○ ○ ○ ○
⽴川市 ○ ○ 　 ○ ○ ○

武蔵野市 ○ ○
三鷹市 ○ ○ ○ ○
⻘梅市 ○
府中市 ○ ○ ○
昭島市 ○ ○
調布市 ○ ○ ○
町⽥市 ○ ○

千葉県

東京都

　市計

千葉県（県＋市）計

低入札価格調査制度 最低制限価格制度
都道府県名 市区名

問１１

ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入
していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。
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千葉市 ○ ○ ○ ○ ○ ※
市川市 ○
船橋市 ○

⽊更津市 ○ ○
松⼾市 ○
野⽥市 ○
成⽥市 ○
佐倉市 ○ ○

習志野市 ○
柏市 ○

市原市 ○
流⼭市 ○ ○

⼋千代市 ○ ○
我孫⼦市 ○
鎌ケ⾕市 ○
浦安市 ○
印⻄市 ○

4 4 2 10 1 0 4 0 0
4 4 2 10 1 0 4 0 0

○ ○
千代⽥区 ○
中央区 　 ○
港区 ○

新宿区 ○ ○
⽂京区 ○ ○
台東区 ○
墨⽥区 ○
江東区 ○
品川区 ○
⽬⿊区 ○
⼤⽥区 ○

世⽥⾕区 ○
渋⾕区 ○ ○
中野区 ○
杉並区 ○
豊島区 ○
北区 ○

荒川区 ○ ○
板橋区 ○
練⾺区 ○
⾜⽴区 ○ 　 　
葛飾区 ○

江⼾川区 ○
⼋王⼦市 ○ ○
⽴川市 ○ 　 　

武蔵野市 ○
三鷹市 　 ○
⻘梅市 ○ ○
府中市 ○
昭島市 ○
調布市 ○
町⽥市 ○ ※ 　 　

千葉県

東京都

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

あらかじめ
最低賃金額
の改定を見
越して予算
を確保し、契
約時点で反
映するよう努
めている

人件費の単
価が改定後
の最低賃金
額を下回った
場合には適切
な価格での単
価見直しを行
う旨の条項を
契約書に入れ
ている

発注機関
側から受
注企業に
対し見直し
の必要が
あるかどう
か確認を
行った

受注企業から
見直しの申し
出があった場
合であって、そ
の申し出が妥
当であると判断
できる場合に
は契約金額の
見直しについて
応じることとし
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

問１2

年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。

都道府県名 市区名

　市計

千葉県（県＋市）計
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○ ○ ○ ○
千葉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
市川市 ○ ○ ○ ○
船橋市 ○ ○ ○

⽊更津市 ○ ○ ○
松⼾市 ○ ○
野⽥市 ○ ○ ○ ○
成⽥市 ○ ○ ○
佐倉市 ○ ○

習志野市 ○ ○ ○ ○ ○
柏市 ○ ○ ○ ○

市原市 ○ ○
流⼭市 ○ ○ ○ ○

⼋千代市 ○ ○ ○
我孫⼦市 ○ ○ ○
鎌ケ⾕市 ○ ○ ○ ○
浦安市 ○ ○ ○
印⻄市 ○ ○

15 17 8 11 5 1 0 0 0
16 18 9 12 5 1 0 0 0
○ ○ ○ ○ ※

千代⽥区 ○ ○
中央区 ○ ○
港区 ○ ○ ○

新宿区 ○ ○ ○ ○
⽂京区 ○ ○
台東区 ○ ○ 　　
墨⽥区 ○ ○ ○
江東区 ○
品川区 ○ ○ ○
⽬⿊区 ○ 　
⼤⽥区 ○ ○ ○ ○

世⽥⾕区 ○ ○ ○
渋⾕区 ○ ○ ○ ○
中野区 ○ ○ ○
杉並区 ○ ○ ○
豊島区 ○ ○ ○ ○
北区 ○ ○ ○

荒川区 ○ ○ ○ ○
板橋区 　 ○ ○
練⾺区 ○ ○ ○
⾜⽴区 ○ ○ 　 ○
葛飾区 ○ ○ ○

江⼾川区 ○ ○ ○ ○
⼋王⼦市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽴川市 ○

武蔵野市 ○ ○ ○ 　
三鷹市 ○ ○
⻘梅市 ○ ○
府中市 ○ ○ 　 ○
昭島市 ○ ○ 　
調布市 ○ ○ ○ ○
町⽥市 ○

千葉県

東京都

問１3

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してくださ
い。

物件及び役務の
契約の途中で、労
務費、原材料費、
エネルギーコスト
等の実勢価格に
変化が生じた場
合には、契約金額
を変更する必要
があるか否かに
ついて検討し、適
切に対応するもの
としている

物件及び役務の契
約について、労務
費、原材料費、エネ
ルギーコスト等の
上昇に伴う契約金
額の変更について
申出があった場合
には、その可否に
ついて協議を行う
旨の条項が契約書
に盛り込まれてい
る

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

公共工事の発注
に当たって、実勢
価格を反映した
適切な請負代金
の設定や適正な
工期の確保につ
いて、契約後の
状況に応じた必
要な契約変更の
実施も含め、適
切に対応するも
のとしている

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
を運用して
いる。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
の運用基準
を策定して
いる

都道府県名 市区名 左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

　市計

千葉県（県＋市）計
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○ ○ ○
千葉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
市川市 ○
船橋市 ○ ○

⽊更津市 ○ ○
松⼾市 ○
野⽥市 ○ ○
成⽥市 ○
佐倉市 ○

習志野市 ○
柏市 ○

市原市 ○ ○
流⼭市 ○ ○ ○

⼋千代市 ○ ○
我孫⼦市 ○ ○ ○
鎌ケ⾕市 ○ ○ ※
浦安市 ○
印⻄市 ○

14 4 5 1 3 1 0 2 0 3
15 5 5 1 4 1 0 2 0 3
○ ○ ○ ○

千代⽥区 ○
中央区 　　 ○ ※
港区 ○

新宿区 ○ ○
⽂京区 ○ ○
台東区 ○
墨⽥区 ○
江東区 ○
品川区 ○ ○
⽬⿊区 ○ ○
⼤⽥区 ○ ○ ○ ○

世⽥⾕区 ○
渋⾕区 ○ ○
中野区 ○ ○ ○
杉並区 ○
豊島区 ○
北区 ○

荒川区 ○
板橋区 ○ ○
練⾺区 ○
⾜⽴区 ○ 　　
葛飾区 ○ ○ ○

江⼾川区 ○ 　　 ○ ※
⼋王⼦市 ○
⽴川市 ○

武蔵野市 ○
三鷹市 ○
⻘梅市 ○ ○
府中市 ○ ○ ○ ○
昭島市 ○
調布市 ○
町⽥市 ○

千葉県

東京都

　市計

千葉県（県＋市）計

都道府県名 市区名

問１４

新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。
（注）オープンカウンター方式とは、物品調達等（主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手方を特定せず、
案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

一般競争入
札に際し、契
約の履行の
確保に支障
がない限り、
過去の実績
を過度に求
めなかった

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に取組
んでいな
い

競争参加者の
資格の設定に
際し、契約の
履行の確保に
支障がない限
り、下位等級
者の参加が可
能となるよう弾
力的な運用に
努めた

少額随契に
際し、契約履
行の支障の
有無に留意
しながら、新
規中小企業
者を見積先
に含めるよう
努めた

見積先が固
定化しない
よう、小企業
者を含む小
規模事業者
や調達実績
が少ない新
規中小企業
者にも配慮
した

オープンカ
ウンター方
式（注）の
採用（HPな
ど電子的
手段で案
件を公開
する形での
実施）

トライアル
発注制度
等を活用
して、新規
中小企業
者への受
注機会の
増大を
図った

国等と連
携して、地
域の新規
中小企業
者の受注
機会の増
大に努め
た
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

○ 25 20 292,904,948 206,025,946 0 0 0 0
千葉市 ○ 543 543 255,172,555 255,172,555 6 6 95,581,226 95,581,226
市川市 ○ 861 861 11,763,241 11,763,241 0 0 0 0
船橋市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

⽊更津市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
松⼾市 ○ 8 6 22,267,099 13,907,099 0 0 0 0
野⽥市 ○ 1 1 58,546,143 58,546,143 0 0 0 0
成⽥市 ○ 1 1 12,571,957 12,571,957 0 0 0 0
佐倉市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

習志野市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
柏市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

市原市 ○ 539 539 108,327,286 108,327,286 0 0 0 0
流⼭市 ○ 　　 0 0 0 0 0 0 0 0

⼋千代市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
我孫⼦市 ○ 0 0 0 0 1 0 24,860,000 0
鎌ケ⾕市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
浦安市 ○ 2 2 3,532,208 3,532,208 4 0 502,271,000 0
印⻄市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

7 10 1,955 1,953 472,180,489 463,820,489 11 6 622,712,226 95,581,226
8 10 1,980 1,973 765,085,437 669,846,435 11 6 622,712,226 95,581,226
○ 0 0 0 0 10 3 8,851,460,602 8,545,783,400

千代⽥区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
中央区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
港区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

新宿区 ○ 4 4 102,061,253 102,061,253 1 0 63,706,500 0
⽂京区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
台東区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
墨⽥区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
江東区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
品川区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⽬⿊区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼤⽥区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

世⽥⾕区 ○ 4 4 75,890 75,890 3 3 428,884,950 428,884,950
渋⾕区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
中野区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
杉並区 ○ 　　 0 0 0 0 0 0 0 0
豊島区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
北区 ○ 0 0 0 0 1 0 418,000 0

荒川区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
板橋区 ○ 0 0 0 0 6 0 649,194,226 0
練⾺区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⾜⽴区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
葛飾区 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

江⼾川区 ○ 0 0 0 0 1 1 9,020,000 9,020,000
⼋王⼦市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⽴川市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵野市 ○ 0 0 0 0 2 0 93,745,300 0
三鷹市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⻘梅市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
府中市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
昭島市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
調布市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
町⽥市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉県

東京都

　市計

千葉県（県＋市）計

－ ①

競争入札参加資格の審査
で、官公需適格組合に対す
る総合点数の算定方法に
関する特例の設定をしてい
ますか。下記項目から、該
当するいずれかを選択して
ください。

物件 工事

都道府県名 市区名
官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

設定してい
ない

設定してい
る

－ ②

問１５
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

49 42 546,428,967 507,752,967 74 62 839,333,915 713,778,913
千葉市 15 14 3,691,607,821 3,674,491,821 564 563 4,042,361,602 4,025,245,602
市川市 3 3 1,894,616,676 1,894,616,676 864 864 1,906,379,917 1,906,379,917
船橋市 12 12 199,680 199,680 12 12 199,680 199,680

⽊更津市 0 0 0 0 0 0 0 0
松⼾市 16 0 149,400,503 0 24 6 171,667,602 13,907,099
野⽥市 0 0 0 0 1 1 58,546,143 58,546,143
成⽥市 0 0 0 0 1 1 12,571,957 12,571,957
佐倉市 2 1 46,325,840 5,303,760 2 1 46,325,840 5,303,760

習志野市 0 0 0 0 0 0 0 0
柏市 4 4 1,001,637,824 1,001,637,824 4 4 1,001,637,824 1,001,637,824

市原市 0 0 0 0 539 539 108,327,286 108,327,286
流⼭市 0 0 0 0 0 0 0 0

⼋千代市 1 1 169,412,100 169,412,100 1 1 169,412,100 169,412,100
我孫⼦市 0 0 0 0 1 0 24,860,000 0
鎌ケ⾕市 0 0 0 0 0 0 0 0
浦安市 0 0 0 0 6 2 505,803,208 3,532,208
印⻄市 0 0 0 0 0 0 0 0

53 35 6,953,200,444 6,745,661,861 2,019 1,994 8,048,093,159 7,305,063,576
102 77 7,499,629,411 7,253,414,828 2,093 2,056 8,887,427,074 8,018,842,489
54 38 5,624,958,355 5,121,764,223 64 41 14,476,418,957 13,667,547,623

千代⽥区 11 11 1,391,376,711 1,391,376,711 11 11 1,391,376,711 1,391,376,711
中央区 36 29 1,221,797,016 861,929,816 36 29 1,221,797,016 861,929,816
港区 5 5 918,981,822 918,981,822 5 5 918,981,822 918,981,822

新宿区 12 12 1,946,849,781 1,946,849,781 17 16 2,112,617,534 2,048,911,034
⽂京区 24 22 884,388,921 845,960,421 24 22 884,388,921 845,960,421
台東区 0 0 0 0 0 0 0 0
墨⽥区 10 10 425,417,410 425,417,410 10 10 425,417,410 425,417,410
江東区 11 7 732,941,563 732,696,411 11 7 732,941,563 732,696,411
品川区 0 0 0 0 0 0 0 0
⽬⿊区 6 5 759,827,403 758,449,323 6 5 759,827,403 758,449,323
⼤⽥区 18 14 1,692,358,831 1,566,080,222 18 14 1,692,358,831 1,566,080,222

世⽥⾕区 551 543 2,437,391,423 2,371,687,488 558 550 2,866,352,263 2,800,648,328
渋⾕区 10 10 1,119,626,588 1,119,626,588 10 10 1,119,626,588 1,119,626,588
中野区 6 5 666,632,489 634,798,489 6 5 666,632,489 634,798,489
杉並区 25 1 2,082,150,887 1,994,150,887 25 1 2,082,150,887 1,994,150,887
豊島区 14 9 995,397,620 994,852,447 14 9 995,397,620 994,852,447
北区 2 1 5,465,383 5,342,711 3 1 5,883,383 5,342,711

荒川区 5 5 224,897,118 224,897,118 5 5 224,897,118 224,897,118
板橋区 21 18 1,335,165,344 1,319,137,750 27 18 1,984,359,570 1,319,137,750
練⾺区 19 17 2,284,930,486 2,246,980,486 19 17 2,284,930,486 2,246,980,486
⾜⽴区 3 1 86,378,782 182,782 3 1 86,378,782 182,782
葛飾区 0 0 0 0 0 0 0 0

江⼾川区 1 1 3,080,000 3,080,000 2 2 12,100,000 12,100,000
⼋王⼦市 10 8 21,573,110 17,774,150 10 8 21,573,110 17,774,150
⽴川市 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵野市 15 14 142,959,817 140,902,817 17 14 236,705,117 140,902,817
三鷹市 0 0 0 0 0 0 0 0
⻘梅市 0 0 0 0 0 0 0 0
府中市 0 0 0 0 0 0 0 0
昭島市 0 0 0 0 0 0 0 0
調布市 1 0 1,375,000 0 1 0 1,375,000 0
町⽥市 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉県

東京都

問１５（つづき）

－②（つづき）

役務 合計

官公需適格組合と
の契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

千葉県（県＋市）計

　市計

市区名都道府県名
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問１７

○ ○ ○
千葉市 ○
市川市 ○ ○
船橋市 ○ ○ ○ ○

⽊更津市 ○
松⼾市 ○
野⽥市 ○ ○ ○ ○
成⽥市 ○ ○ ○ ○
佐倉市 ○

習志野市 ○ ○
柏市 ○

市原市 ○ ○
流⼭市 ○

⼋千代市 ○
我孫⼦市 ○ ○ ○
鎌ケ⾕市 ○
浦安市 ○
印⻄市 ○

4 4 15 8 0
5 4 16 9 0
○ ○ ○ ○

千代⽥区 ○
中央区 ○ ○
港区 ○

新宿区 ○ ○
⽂京区 ○
台東区 ○
墨⽥区 ○
江東区 ○
品川区 ○
⽬⿊区 ○ ○ ○
⼤⽥区 ○

世⽥⾕区 ○
渋⾕区 ○ ○
中野区 ○
杉並区 ○ ○
豊島区 ○
北区 ○

荒川区 ○
板橋区 ○
練⾺区 ○
⾜⽴区 ○
葛飾区 ○

江⼾川区 ○
⼋王⼦市 ○
⽴川市 ○

武蔵野市 ○
三鷹市 ○
⻘梅市 ○
府中市 ○
昭島市 ○
調布市 ○
町⽥市 ○

千葉県

東京都

国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織
内でどこまで周知していますか。下記の項目のうち、該当
するものを全て選択してください。

上記以外の中小企業者に対す
る受注機会の増大のための先
進的な取組など官公需施策を推
進するための事例等がございま
したらご記入ください。　【自由回
答】
　
ex.中小企業者、新規中小企業
者を特に考慮した発注の取組な
ど。

問１６

組織の長
を含む組
織幹部

会計部局 調達・契
約を行っ
ている部
局課室

個々の契
約業務を
行ってい
る窓口担
当者

国等の契約の
基本方針自体
は共有してい
ないが、自組
織で作成した
「中小企業者
に関する契約
の方針」を周
知・共有してい
る

　市計

千葉県（県＋市）計

都道府県名 市区名

49



問１

⼩⾦井市 ○ ○ ○
⼩平市 ○ ○ ※ ○
⽇野市 ○ ○ ○

東村⼭市 ○ ○ ○ ○
国分寺市 ○ ○ ○ ※ ○

東久留⽶市 ○ ○ ○ ○
多摩市 ○ ※ ○

⻄東京市 ○ ○ ○
15 0 7 8 8 0 0 17
23 1 5 16 6 1 1 22
39 1 12 25 14 1 1 40
○ ○ ※ ○ ※ ○

横浜市 ○ ○ ※ 　　 ○ ※ ○
川崎市 ○ ○ ※ ○

相模原市 ○ ○ ※ ○
横須賀市 ○ ○ ※ ○
平塚市 ○ ○ ○ ○
鎌倉市 ○ ○ ○ ※ ○
藤沢市 ○ ○ ※ ○

⼩⽥原市 ○ ○ ○ ※ ○
茅ヶ崎市 ○ ○ ※ ○
秦野市 ○ ○ ○
厚⽊市 ○ ○ ○ ○
⼤和市 ○ ○ ※ ○

海⽼名市 ○ ○ ○ ○
座間市 ○ ○ ○ ○

14 4 6 6 5 0 0 14
15 5 6 7 5 0 0 15
○ ○ ※ ○

新潟市 ○ ○ ※ ○
⻑岡市 ○ ○ ○ ○
上越市 ○ ○ ○

3 1 1 1 1 0 0 3
4 2 1 1 1 0 0 4
○ ○ ○ ○

富⼭市 ○ ○ ○ ○
⾼岡市 ○ ○ ○ ○

2 0 2 1 1 0 0 2
3 0 3 1 2 0 0 3
○ ○ ※ ○ ○

⾦沢市 ○ ○ ○ ※ ○
⼩松市 ○ ○ ○ ○
⽩⼭市 ○ ○ ○

3 0 2 1 2 0 0 3
4 1 2 1 3 0 0 4
○ ○ ※ ○

福井市 ○ ○ ※ ○
1 0 0 1 0 0 0 1
2 0 0 2 0 0 0 2
○ ○ ○ ※ ○

甲府市 ○ ○ ○ ※ ○
1 0 1 1 0 0 0 1
2 0 2 2 0 0 0 2

富⼭県

⽯川県

神奈川県

新潟県

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

市計

都道府県名 市区名

東京都

　市計

⼭梨県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

　市計

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計

福井県

⼭梨県

問２ 問３

契約の方
針を作成
していない

設定してい
る

公表してい
る

URL

中小企業
者の受注
機会の増
大のため
の措置を
講じていま
すか

中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例
の制定の有無にかかわらず「契約の方針」を作成していますか。下記
項目のうち、該当するものを全て選択してください。また、ホームペー
ジに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者
向けの契約見込額、又はその比率について、目標
値を設定していますか。下記の項目のうち、該当す
るものを全て選択してください。
また、「設定している」を選択した場合において、目
標値又は比率をホームページで公表しているとき
は、「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してく
ださい。

設定してい
ない

講じている
条例を制
定している

条例の
URL

条例を制
定していな
い

契約の方
針を作成
している

契約の方
針のURL
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⼩⾦井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼩平市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽇野市 ○ ○ ○ ○ ○

東村⼭市 ○ ○ ○
国分寺市 ○ ○ ○ ○

東久留⽶市 ○ ○ ○
多摩市 ○ ○ ○ ○ ○

⻄東京市 ○ ○ ○ ○ ○
0 17 14 16 12 1 4 15 0 1 0 0
2 21 15 22 17 3 3 21 1 1 0 1
2 39 29 39 30 4 7 37 1 2 0 1
○ ※ ○ ○ ○ ○

横浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
川崎市 ○ ○ ○ ○

相模原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
横須賀市 ○ ○ ○ ○
平塚市 ○ ○ ○ ○ ○
鎌倉市 ○ ○ ○
藤沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼩⽥原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○ ○
秦野市 ○ ○
厚⽊市 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○
⼤和市 ○ ○ ○ ○ ○ ※

海⽼名市 ○ ○ ○ 　　 　　
座間市 ○ ○ ○

2 12 7 14 10 1 4 10 3 1 0 0
3 12 8 15 11 1 4 11 3 1 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ※
新潟市 ○ ※ ○ ○ ○ ○
⻑岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　　 　　
上越市 ○ ○ ○ ○ ○

1 2 3 3 2 0 2 3 0 0 0 0
1 3 4 4 2 0 2 4 0 1 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
富⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
⾼岡市 ○ ○ ○ ○ ○

0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
0 3 3 3 3 0 1 3 1 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
⾦沢市 ○ ○ ○ ○
⼩松市 ○ ○ ○ ○ ○
⽩⼭市 ○ ○ ○ ○ ○

0 3 2 3 2 0 1 3 0 0 0 0
0 4 3 4 3 0 2 4 0 0 0 0
○ ※ 　　 ○ ○ ○ ○ ○

福井市 ○ ○ ○ ○ ○
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0
○ ※ ○ ○ ○ ○ ○

甲府市 ○ ○ ○ ○
0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0

富⼭県

⽯川県

神奈川県

新潟県

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計

　市計

⼭梨県（県＋市）計

神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

　市計

市計

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

東京都

福井県

⼭梨県

都道府県名 市区名

問４ 問５

予定価格
に応じて
等級格付
区分を限
定（上位等
級者の参
加を参加
を認めな
い）

少額予定価格
の土木一式工
事を対象に、
受注機会の少
ない小規模な
建設業者の入
札参加機会の
拡大のため、
「参加希望型
競争入札」を
実施

下請要件
（県内下請
比率）設
定、地域
貢献度、
地域産資
材の調達
などのい
ずれか

総合評価落札方式
において、企業の
技術力（施工計画、
企業の施工実績、
配置予定技術者の
能力等）や地域・社
会貢献度（地域精
通度、防災活動等
による貢献、ボラン
ティア活動による貢
献、県内企業等の
活用、県産資材の
優先使用）を評価

入札参加
資格審査
基準にお
いて、官公
需適格組
合を要件
に設定

左記以外
の条件等

その他の
取組の具
体的な内
容

付与して
いない

官公需契約実績額及び中小企業
者向け契約実績額、又はその比
率について、公表していますか。
下記の項目から、該当するいずれ
かを選択してください。
　また、ホームページに掲載して
いる場合は、そのＵＲＬを記載して
ください。

物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らかの条件等を
付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

公表して
いる

URL
公表して
いない

「業者選定
基準」等の
運用基準
の設定

地域要件
の設定（発
注地域内
に本店又
は営業所
を有する
者など）

51



⼩⾦井市 ○ ○
⼩平市 ○ ○ ○
⽇野市 ○ ○ ○

東村⼭市 ○ ○ ○
国分寺市 ○ ○ ○ ○ ○

東久留⽶市 ○ ○ ○
多摩市 ○ ○ ○ ○

⻄東京市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 11 17 12 7 0 10 2 0
5 18 23 14 5 1 15 4 0
14 30 41 27 13 1 26 7 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

横浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
川崎市 ○ ○ ○ ○ ○

相模原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
横須賀市 ○ ○ ○
平塚市 ○ ○ ○ ○
鎌倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
藤沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼩⽥原市 ○ ○ ○ ○ ○
茅ヶ崎市 ○ ○ ○
秦野市 ○ ○ ○ ○
厚⽊市 ○ ○ ○ ○ ○
⼤和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海⽼名市 ○ ○ ○ 　　 ○
座間市 ○ ○ ○ ○ ○

13 12 14 12 4 2 11 1 0
14 13 15 13 5 2 12 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

新潟市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻑岡市 ○ ○ ○ ○ ○
上越市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 3 3 3 2 0 3 0 0
4 4 4 4 3 0 4 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
⾼岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 2 2 2 0 0 2 1 0
3 3 3 3 1 0 3 2 0
○ ○ ○ ○ ○

⾦沢市 ○ ○ ○ ○
⼩松市 ○ ○ ○ ○
⽩⼭市 ○ ○ ○ ○ ○

3 3 3 2 0 0 1 1 0
4 4 4 3 0 0 2 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福井市 ○ ○ ○
1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 0 1 1 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

甲府市 ○ ○
0 0 1 0 0 0 1 0 0
1 1 2 1 1 0 2 0 0

富⼭県

⽯川県

神奈川県

新潟県

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

市計

東京都

　市計

⼭梨県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

　市計

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計

福井県

⼭梨県

都道府県名 市区名

問６

物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当する
ものを全て選択してください。

予算の繰
越し

物件の発
注におけ
る直接及
び間接（原
材料等を
含む）の銘
柄の指定
を禁止

平準化や
納入条件
の明確化
等には、
特に配慮
していない

債務負担
行為の活
用

発注見通
しの公表

早期発注 その他の
平準化の
取組

発注時期
の平準化
のための
実態把握
（モニタリ
ング、受注
事業者へ
のアン
ケート等）

物件の発
注におけ
る納入条
件（納入場
所、納入
回数等、
他）の明確
化
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⼩⾦井市 ○ ○
⼩平市 ○
⽇野市 ○

東村⼭市 ○
国分寺市 ○ ○

東久留⽶市 ○
多摩市 ○ ○ ○

⻄東京市 ○ ○
11 4 0 0 7 1 2 1
14 4 0 2 7 3 5 0
26 8 0 2 14 4 7 1
○ 　　 ○ 　

横浜市 ○
川崎市 ○ ○ ○

相模原市 ○ ○
横須賀市 ○
平塚市 ○
鎌倉市 ○
藤沢市 ○

⼩⽥原市 ○
茅ヶ崎市 ○ ○ ○
秦野市 ○
厚⽊市 ○
⼤和市 ○ ○ ○

海⽼名市 ○
座間市 ○

8 2 2 0 3 1 2 3
9 2 2 0 4 1 2 3

○
新潟市
⻑岡市 ○
上越市 ○

1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 1
○

富⼭市 ○ ○ ○ ○
⾼岡市 ○ ○

1 1 0 1 1 2 0 0
2 1 0 1 1 2 0 0
○ ○ ○ ○

⾦沢市 ○
⼩松市 ○
⽩⼭市 ○ ○

1 0 0 0 1 1 1 0
2 1 0 0 2 2 1 0

福井市 ○
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
○ ○

甲府市 ○ ○
0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 2 0 0

富⼭県

⽯川県

神奈川県

新潟県

市計

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

市区名

東京都

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計

　市計

⼭梨県（県＋市）計

神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

　市計

福井県

⼭梨県

問７

コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含
まれる場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る
権利（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

契約書等
に著作権
等は発注
者に無償
譲渡すると
定めている
ものがある

契約書等に
は記載して
いないが納
入時に中間
生成物（納
入物の印刷
データ等）の
譲渡を求め
ているもの
がある

都道府県名 知的財産
権について
は特に配
慮していな
い

知的財産
権が含ま
れるような
発注はない

書面で著作物
の利用目的や
期間等を明確
化することによ
り、著作権等
の譲渡・利用
範囲を特定で
きるようにして
いる

左記により
特定した譲
渡・利用範
囲を元に算
定された譲
渡対価等を
含めて契約
金額を決定
している

著作権等
の譲渡契
約は物品
等の発注
契約とは別
で締結して
いる

コンテンツ
版バイ・
ドール契約
（注）を適
用している
ものがある
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⼩⾦井市 ○
⼩平市 ○
⽇野市 ○

東村⼭市 ○
国分寺市 ○ ○

東久留⽶市 ○
多摩市 ○ ○

⻄東京市 　 ○ ※
8 2 3 0 2 2 0 0 7
19 1 5 1 0 0 0 0 5
28 3 8 1 2 2 0 0 12
○ ○

横浜市 ○
川崎市 ○

相模原市 ○ ○
横須賀市 ○
平塚市 ○
鎌倉市 ○
藤沢市 ○

⼩⽥原市 ○
茅ヶ崎市 ○ ○ ○
秦野市 ○ ○ 　
厚⽊市 ○ ○
⼤和市 ○ 　 ○

海⽼名市 ○ ○ ○
座間市 ○ ○

14 3 6 0 0 0 0 0 0
15 3 7 0 0 0 0 0 0
○ ○ ○

新潟市 ○
⻑岡市 ○ ○ ○
上越市 ○

2 1 2 0 0 0 0 0 0
3 2 3 0 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ※

富⼭市 ○
⾼岡市 ○ ○

1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 3 1 1 1 0 0 0
○ ○

⾦沢市 ○ 　
⼩松市 ○ ○ ○
⽩⼭市 ○

2 1 2 0 0 0 0 0 0
3 1 3 0 0 0 0 0 0
○ ○

福井市 ○ ○ ○ ※
1 0 1 0 0 1 0 0 0
2 0 2 0 0 1 0 0 0
○ ○ ※

甲府市 ○
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0

富⼭県

⽯川県
富⼭県（県＋市）計

神奈川県

新潟県

　市計

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

市計

東京都

福井県

　市計

⼭梨県（県＋市）計

　市計

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計
⼭梨県

都道府県名 市区名

問８

石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目のうち、
該当するものを全て選択してください。

平時の燃料調達
において、一般競
争により調達する
場合、災害時の
燃料供給協定を
締結しているこ
と、管内に燃料供
給協定を有してい
ること等、適切な
地域要件の設定
を行っている

災害時にお
ける燃料供
給協定を石
油組合と締
結している

災害時にお
いて協定を
締結してい
る石油組合
と平時にお
いても燃料
供給協定を
締結してい
る

平時の燃
料調達にお
いて、協定
を締結して
いる石油組
合と随意契
約を締結し
燃料供給を
受けている

平時の燃料調達に
おいて、協定を締結
している石油組合（こ
れを構成する組合員
を含む。）から費用対
効果において優れた
ものとすること等を十
分検討（公正性につ
いての検討を含
む。）しつつ、分離・
分割による調達を
行っている

左記以外
の取組を実
施している

その他の
取組の具
体的内容

平時におい
ては燃料調
達を行うこ
とがない

平時におい
ては特に配
慮していな
い
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⼩⾦井市 ○ ○ ○ ○
⼩平市 ○ ○ ○
⽇野市 ○ ○

東村⼭市 ○ ○ ○
国分寺市 ○ ○ ○ ○ ○

東久留⽶市 ○ ○ ○
多摩市 ○ ○ ○ ○ ○

⻄東京市 ○ ○ ※ ○ ○ ○
7 5 3 0 6 4 16 13 5 8 2 3 0
16 9 0 0 4 9 20 19 5 17 8 6 0
23 14 4 0 10 14 37 33 10 26 10 9 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横浜市 ○ ○ ○ ○ ○
川崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

相模原市 ○ ○ ○ ○
横須賀市 ○ ○ ○ ○
平塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
鎌倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
藤沢市 ○ ○ ○ ○ ○

⼩⽥原市 ○ ○ ○ ○ ○
茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
秦野市 ○ ○ ○
厚⽊市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼤和市 ○ ○ ※ 　　 ○ ○ ○

海⽼名市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
座間市 ○ ○ ○

9 2 1 0 4 3 14 13 8 11 3 5 0
10 2 1 0 4 4 15 14 9 12 4 6 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新潟市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻑岡市 ○ ○ ○ ○ ○
上越市 ○ ○ ○ ○ ○

1 0 0 0 2 1 3 3 3 2 0 1 0
1 0 0 0 3 1 4 4 4 3 1 2 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
⾼岡市 ○ ○ ○ ○ ○

1 0 0 0 1 0 2 2 0 2 1 1 0
2 1 0 0 1 1 3 3 1 3 2 2 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⾦沢市 ○ ○ ○ ○ ○
⼩松市 ○ ○ ○ ○
⽩⼭市 ○ ○ ○

2 0 0 0 1 1 3 3 0 2 0 0 0
2 0 0 0 2 2 4 4 0 3 1 1 0

○ ○ ○ ○ ○
福井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲府市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 0 1 2 2 2 1 2 1 2 0

富⼭県

⽯川県

神奈川県

新潟県

⽯川県（県＋市）計

市計

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

東京都

福井県

⼭梨県

　市計

福井県（県＋市）計

　市計

⼭梨県（県＋市）計

神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

問９ 問１0

中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮につい
て、下記のうち、該当するものを全て選択してください。

ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記項目のうち、該当するもの
を全て選択してください。

発注に当たっ
て、需給の状
況、原材料・人
件費・エネル
ギーコスト等の
最新の実勢価
格等を踏まえ
た積算に基づ
き予定価格を
作成した

工事等の
発注に際
し、いわゆ
る歩切り
や予定価
格等の事
前公表を
取りやめ
た

低入札価
格調査制
度を活用
している

低入札価格調査
基準価格を下回
る価格により落
札した者と契約
する場合には、
人件費が明記さ
れた入札価格内
訳書を徴収し、
最低賃金額を下
回る人件費でな
いことを確認して
いる

低入札価格
調査基準価
格を下回る
価格で契約
した場合に
は、当該案
件全てを
ホームペー
ジ等で公表
している

特に配慮
していない

官公需契
約に係る
債権譲渡
が必要と
認められ
る場合に
は承諾し
た

左記以外
の取組を
実施して
いる

その他の
取組の具
体的内容

特に配慮
していな
い

ダンピング
の防止に
ついて、
ホーム
ページや
入札説明
会で周知
した

公共工事
の入札の
際に、入
札金額の
内訳書の
提出を求
めた

人件費比
率の高い
役務契約
について、
業務内容
に応じて部
分払い（毎
月払い等）
を実施した
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役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事 役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事

⼩⾦井市 ○ ○
⼩平市 ○ ○ ○
⽇野市 ○

東村⼭市 ○
国分寺市 ○ ○

東久留⽶市 ○ ○
多摩市 ○ ○ ○ ○

⻄東京市 ○
1 2 8 10 6 16
0 2 19 22 17 23
1 4 28 33 24 40
○ ○ ○ ○

横浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
川崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

相模原市 ○ ○ ○ ○ ○
横須賀市 ○ ○ ○
平塚市 ○ ○ ○ ○
鎌倉市 ○ ○ ○ ○ ○
藤沢市 ○ ○ ○ ○

⼩⽥原市 ○ ○ ○
茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○
秦野市 ○ ○ ○ ○
厚⽊市 ○ ○ ○ ○
⼤和市 ○ ○ ○

海⽼名市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
座間市 ○ ○ ○ ○

4 4 12 14 13 14
5 4 12 15 14 15
○ ○ ○ ○

新潟市 ○ ○ ○ ○ ○
⻑岡市 ○ ○ ○
上越市 ○ ○ ○ ○ ○

1 2 3 3 1 3
2 2 4 4 1 4
○ ○ ○ ○

富⼭市 ○ ○
⾼岡市 ○ ○ ○ ○

1 0 2 2 0 1
2 0 3 3 0 2

○ ○ ○ ○
⾦沢市 ○ ○ ○ ○
⼩松市 ○ ○ ○
⽩⼭市 ○ ○

1 0 2 2 1 3
1 0 3 3 2 4

○ ○ ○
福井市 ○ ○ ○ ○

0 0 1 1 1 1
0 0 2 2 1 2
○ ○ ○ ○ ○

甲府市 ○ ○ ○
0 0 1 1 0 1
1 1 2 2 0 2

⼭梨県

富⼭県

⽯川県

神奈川県

新潟県
神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

　市計

市計

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計

　市計

⼭梨県（県＋市）計

東京都

福井県

都道府県名 市区名

問１１

ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入
していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。

低入札価格調査制度 最低制限価格制度
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⼩⾦井市 ○
⼩平市 ○
⽇野市 ○

東村⼭市 ○
国分寺市 ○

東久留⽶市 ○
多摩市 ○

⻄東京市 ○
6 0 0 5 1 0 4 3 0
8 1 1 7 0 0 7 3 0
14 1 2 13 1 0 11 6 0

○ ○
横浜市 ○
川崎市

相模原市 ○
横須賀市 ○
平塚市 　 ○ 　 ○
鎌倉市 ○
藤沢市 ○

⼩⽥原市 ○
茅ヶ崎市 ○
秦野市 ○
厚⽊市 ○
⼤和市 ○ ○ ※

海⽼名市 ○
座間市 ○

2 3 0 4 1 0 4 1 0
2 4 0 5 1 0 4 1 0

○
新潟市 ○
⻑岡市 ○
上越市 ○

1 1 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0 2 0 0

○
富⼭市 ○
⾼岡市 ○ ○ ○ ○

2 1 1 1 0 0 0 0 0
2 2 1 1 0 0 0 0 0

○
⾦沢市 ○
⼩松市 ○ ○
⽩⼭市 ○

0 1 0 2 0 0 1 0 0
0 1 0 2 0 0 2 0 0

○ 　 　 　
福井市 ○

0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0

○ ○ ※
甲府市 ○

0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 0 0 0 0

富⼭県

⽯川県

神奈川県

新潟県

東京都

問１2

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

あらかじめ
最低賃金額
の改定を見
越して予算
を確保し、契
約時点で反
映するよう努
めている

人件費の単
価が改定後
の最低賃金
額を下回った
場合には適切
な価格での単
価見直しを行
う旨の条項を
契約書に入れ
ている

発注機関
側から受
注企業に
対し見直し
の必要が
あるかどう
か確認を
行った

受注企業から
見直しの申し
出があった場
合であって、そ
の申し出が妥
当であると判断
できる場合に
は契約金額の
見直しについて
応じることとし
た

都道府県名 市区名

年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。

福井県（県＋市）計

　市計

⼭梨県（県＋市）計

新潟県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

　市計

⽯川県（県＋市）計

　市計

市計

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

神奈川県（県＋市）計

　市計

福井県

⼭梨県
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⼩⾦井市 ○ ○ ○
⼩平市 ○
⽇野市 ○ ○ ○

東村⼭市 ○ ○
国分寺市 ○

東久留⽶市 ○ ○ ○ ○ ○
多摩市 ○ ○ ○

⻄東京市 ○ ○ ○ ○ ○
13 14 9 7 3 0 0 0 1 0
18 22 16 8 1 1 0 0 0 0
32 37 26 15 4 2 0 0 1 0
○ ○ ○ ○

横浜市 ○ ○ ○ ○ ○
川崎市 ○ ○ ○ ○

相模原市 ○ ○
横須賀市 ○ ○ ○ ○ ○
平塚市 ○ ○ ○
鎌倉市 ○ ○ ○
藤沢市 ○ ○ ○ ○

⼩⽥原市 ○ ○ ○
茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○
秦野市 ○
厚⽊市 ○ ○ ○ ○
⼤和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

海⽼名市 ○ ○ ○
座間市 ○ ○ ○ ○

13 14 11 6 6 1 0 0 0
14 15 11 7 7 1 0 0 0

○
新潟市 ○ ○ ○ ○ 　　
⻑岡市 ○ ○ ○
上越市 ○ ○ ○

3 3 2 1 1 0 0 0 0
3 3 2 1 2 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○

富⼭市 ○ ○
⾼岡市

1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 1 1 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

⾦沢市 ○ ○ ○
⼩松市 ○ ○
⽩⼭市 ○ ○

2 3 1 1 0 0 0 0 0
3 4 2 2 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

福井市 ○ ○
1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0 0 1 0
○ ○ ○

甲府市 ○ ○ ○ ○
1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 2 2 1 0 0 0 0 0

富⼭県

⽯川県

神奈川県

新潟県

東京都

問１3

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してくださ
い。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
を運用して
いる。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
の運用基準
を策定して
いる

物件及び役務の
契約の途中で、労
務費、原材料費、
エネルギーコスト
等の実勢価格に
変化が生じた場
合には、契約金額
を変更する必要
があるか否かに
ついて検討し、適
切に対応するもの
としている

物件及び役務の契
約について、労務
費、原材料費、エネ
ルギーコスト等の
上昇に伴う契約金
額の変更について
申出があった場合
には、その可否に
ついて協議を行う
旨の条項が契約書
に盛り込まれてい
る

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

公共工事の発注
に当たって、実勢
価格を反映した
適切な請負代金
の設定や適正な
工期の確保につ
いて、契約後の
状況に応じた必
要な契約変更の
実施も含め、適
切に対応するも
のとしている

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

東京都（都＋市＋区）計

　市計

神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

市計

区計

⼭梨県（県＋市）計

富⼭県（県＋市）計

　市計

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計

　市計

福井県

⼭梨県
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⼩⾦井市 ○
⼩平市 ○
⽇野市 ○ ○

東村⼭市 ○
国分寺市 ○

東久留⽶市 ○
多摩市 ○

⻄東京市 ○ ○
6 5 4 1 0 1 0 0 0 6
11 5 6 6 0 0 0 2 0 7
18 11 10 7 0 2 1 2 0 13
○ ○

横浜市 ○ ○
川崎市 ○

相模原市 ○ ○
横須賀市 ○
平塚市 ○
鎌倉市 ○
藤沢市 ○

⼩⽥原市 ○
茅ヶ崎市 ○ 　　
秦野市 ○
厚⽊市 ○ ○ ○
⼤和市 ○ ○ ○

海⽼名市 ○ ○
座間市 ○

13 2 2 2 1 1 0 0 0 0
14 3 2 2 1 1 0 0 0 0
○ ○ ○

新潟市 　　 ○ ※
⻑岡市 ○
上越市 ○

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 1 0 0 0 0 0 2 0 1
○ ○ ○ ○ ※

富⼭市 ○ ○ ○
⾼岡市 ○

1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2 1 1 0 1 2 0 1 0 0
○

⾦沢市 ○
⼩松市 ○
⽩⼭市 ○

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1

○ 　　
福井市 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

○ ○
甲府市 ○ ○ ○

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

⼭梨県

富⼭県

⽯川県
富⼭県（県＋市）計

神奈川県

新潟県

東京都

新潟県（県＋市）計

　市計

神奈川県（県＋市）計

　市計

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計

　市計

⼭梨県（県＋市）計

福井県

　市計

市計

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

都道府県名 市区名

問１４

新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。
（注）オープンカウンター方式とは、物品調達等（主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手方を特定せず、
案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

トライアル
発注制度
等を活用
して、新規
中小企業
者への受
注機会の
増大を
図った

国等と連
携して、地
域の新規
中小企業
者の受注
機会の増
大に努め
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に取組
んでいな
い

一般競争入
札に際し、契
約の履行の
確保に支障
がない限り、
過去の実績
を過度に求
めなかった

競争参加者の
資格の設定に
際し、契約の
履行の確保に
支障がない限
り、下位等級
者の参加が可
能となるよう弾
力的な運用に
努めた

少額随契に
際し、契約履
行の支障の
有無に留意
しながら、新
規中小企業
者を見積先
に含めるよう
努めた

見積先が固
定化しない
よう、小企業
者を含む小
規模事業者
や調達実績
が少ない新
規中小企業
者にも配慮
した

オープンカ
ウンター方
式（注）の
採用（HPな
ど電子的
手段で案
件を公開
する形での
実施）
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

⼩⾦井市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼩平市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⽇野市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

東村⼭市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
国分寺市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

東久留⽶市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

⻄東京市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
1 16 0 0 0 0 2 0 93,745,300 0
2 21 8 8 102,137,143 102,137,143 12 4 1,151,223,676 437,904,950
4 37 8 8 102,137,143 102,137,143 24 7 10,096,429,578 8,983,688,350
○ 7 0 753,955,118 0 0 0 0 0

横浜市 ○ 144 64 326,703,434 21,404,106 0 0 0 0
川崎市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

相模原市 ○ 7 6 425,207,294 412,322,576 0 0 0 0
横須賀市 ○ 145 140 9,100,022 8,702,658 0 0 0 0
平塚市 ○ 1 0 7,000 0 2 2 1,119,800 1,119,800
鎌倉市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
藤沢市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

⼩⽥原市 ○ 55 53 26,826,095 26,595,524 237 237 213,436,377 213,436,377
茅ヶ崎市 ○ 473 473 69,882,208 69,882,208 0 0 0 0
秦野市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
厚⽊市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼤和市 ○ 0 0 0 0 4 4 8,375,400 8,375,400

海⽼名市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
座間市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

4 10 825 736 857,726,053 538,907,072 243 243 222,931,577 222,931,577
5 10 832 736 1,611,681,171 538,907,072 243 243 222,931,577 222,931,577
○ 2 1 123,210,603 119,765,403 0 0 0 0

新潟市 ○ 3 2 21,620,746 6,027,140 0 0 0 0
⻑岡市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
上越市 ○ 1 0 2,338,890 0 0 0 0 0

0 3 4 2 23,959,636 6,027,140 0 0 0 0
1 3 6 3 147,170,239 125,792,543 0 0 0 0
○ 12 12 1,082,206 1,082,206 0 0 0 0

富⼭市 ○ 1 1 173,635,847 173,635,847 0 0 0 0
⾼岡市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 13 13 174,718,053 174,718,053 0 0 0 0
1 2 19 16 321,888,292 300,510,596 0 0 0 0

○ 188 182 302,231,421 35,361,747 0 0 0 0
⾦沢市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼩松市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⽩⼭市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 188 182 302,231,421 35,361,747 0 0 0 0

○ 0 0 0 0 0 0 0 0
福井市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
○ 0 0 0 0 0 0 0 0

甲府市 ○ 1 1 227,219,921 227,219,921 0 0 0 0
0 1 1 1 227,219,921 227,219,921 0 0 0 0
1 1 1 1 227,219,921 227,219,921 0 0 0 0

⼭梨県

富⼭県

⽯川県

神奈川県

新潟県

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

　市計

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計

福井県

東京都

　市計

⼭梨県（県＋市）計

市計

競争入札参加資格の審査
で、官公需適格組合に対す
る総合点数の算定方法に
関する特例の設定をしてい
ますか。下記項目から、該
当するいずれかを選択して
ください。

物件 工事

都道府県名 市区名 設定してい
ない 官公需適

格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

設定してい
る

－ ① － ②

問１５
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

⼩⾦井市 0 0 0 0 0 0 0 0
⼩平市 3 0 37,523,200 0 3 0 37,523,200 0
⽇野市 6 4 375,974,368 375,074,568 6 4 375,974,368 375,074,568

東村⼭市 5 5 84,650,688 84,650,688 5 5 84,650,688 84,650,688
国分寺市 0 0 0 0 0 0 0 0

東久留⽶市 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩市 0 0 0 0 0 0 0 0

⻄東京市 0 0 0 0 0 0 0 0
40 31 664,056,183 618,402,223 42 31 757,801,483 618,402,223

790 726 21,215,055,578 20,362,478,663 810 738 22,468,416,397 20,902,520,756
884 795 27,504,070,116 26,102,645,109 916 810 37,702,636,837 35,188,470,602
76 0 548,201,668 0 83 0 1,302,156,786 0

横浜市 93 65 3,958,163,870 3,937,298,747 237 129 4,284,867,304 3,958,702,853
川崎市 20 8 1,347,405,308 1,254,638,692 20 8 1,347,405,308 1,254,638,692

相模原市 9 0 37,983,099 0 16 6 463,190,393 412,322,576
横須賀市 83 70 182,999,791 153,438,391 228 210 192,099,813 162,141,049
平塚市 95 89 783,895,808 30,867,100 98 91 785,022,608 31,986,900
鎌倉市 0 0 0 0 0 0 0 0
藤沢市 0 0 0 0 0 0 0 0

⼩⽥原市 22 20 3,468,801,938 3,467,849,338 314 310 3,709,064,410 3,707,881,239
茅ヶ崎市 8 7 721,963,000 716,762,200 481 480 791,845,208 786,644,408
秦野市 2 2 81,672,795 81,672,795 2 2 81,672,795 81,672,795
厚⽊市 23 7 1,778,882,720 1,105,598,820 23 7 1,778,882,720 1,105,598,820
⼤和市 6 6 88,833,800 88,833,800 10 10 97,209,200 97,209,200

海⽼名市 0 0 0 0 0 0 0 0
座間市 0 0 0 0 0 0 0 0

361 274 12,450,602,129 10,836,959,883 1,429 1,253 13,531,259,759 11,598,798,532
437 274 12,998,803,797 10,836,959,883 1,512 1,253 14,833,416,545 11,598,798,532

7 6 210,485,000 207,185,000 9 7 333,695,603 326,950,403
新潟市 19 17 255,648,906 242,423,016 22 19 277,269,652 248,450,156
⻑岡市 58 56 248,968,500 242,770,000 58 56 248,968,500 242,770,000
上越市 13 12 75,564,500 72,842,000 14 12 77,903,390 72,842,000

90 85 580,181,906 558,035,016 94 87 604,141,542 564,062,156
97 91 790,666,906 765,220,016 103 94 937,837,145 891,012,559
2 2 17,875,000 17,875,000 14 14 18,957,206 18,957,206

富⼭市 4 4 118,887,780 118,887,780 5 5 292,523,627 292,523,627
⾼岡市 1 1 4,048,000 40,480,000 1 1 4,048,000 40,480,000

7 7 140,810,780 177,242,780 20 20 315,528,833 351,960,833
104 98 931,477,686 942,462,796 123 114 1,253,365,978 1,242,973,392

0 0 0 0 188 182 302,231,421 35,361,747
⾦沢市 2 0 11,299,244 0 2 0 11,299,244 0
⼩松市 1 1 49,764,000 49,764,000 1 1 49,764,000 49,764,000
⽩⼭市 1 1 83,383,755 83,383,755 1 1 83,383,755 83,383,755

4 2 144,446,999 133,147,755 4 2 144,446,999 133,147,755
4 2 144,446,999 133,147,755 192 184 446,678,420 168,509,502
0 0 0 0 0 0 0 0

福井市 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

13 12 255,509,920 254,331,820 13 12 255,509,920 254,331,820
甲府市 1 1 245,619,000 245,619,000 2 2 472,838,921 472,838,921

1 1 245,619,000 245,619,000 2 2 472,838,921 472,838,921
14 13 501,128,920 499,950,820 15 14 728,348,841 727,170,741

⼭梨県

富⼭県

⽯川県

東京都

神奈川県

新潟県

役務 合計

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合と
の契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

問１５（つづき）

－②（つづき）

　市計

⽯川県（県＋市）計

市計

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

神奈川県（県＋市）計

市区名都道府県名

　市計

福井県（県＋市）計

　市計

⼭梨県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

福井県
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問１７

⼩⾦井市 ○
⼩平市 ○ ○
⽇野市

東村⼭市 ○ ○
国分寺市 ○

東久留⽶市 ○
多摩市 ○

⻄東京市 ○
0 0 16 1 1
0 3 19 4 3
1 4 36 6 4

○ ○ ○
横浜市 ○ ○ ○ ○ ※
川崎市 ○

相模原市 ○
横須賀市 ○ ○
平塚市 ○
鎌倉市 ○
藤沢市 ○

⼩⽥原市 ○
茅ヶ崎市 ○
秦野市 ○
厚⽊市 ○
⼤和市 ○

海⽼名市 ○ ○
座間市 ○

1 1 12 2 3
1 2 13 3 3

○
新潟市 ○ ○
⻑岡市 ○
上越市 ○

0 0 3 0 1
0 0 4 0 1
○ ○ ○ ○

富⼭市 ○ ○
⾼岡市 ○

0 0 2 1 0
1 1 3 2 0
○

⾦沢市 ○ ○
⼩松市 ○ ○ ○
⽩⼭市 ○ ※

1 0 3 2 0
2 0 3 2 0

○
福井市

0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
○ ○ ○ ○

甲府市 ○
0 0 1 0 0
1 1 2 1 0

⼭梨県

富⼭県

⽯川県

東京都

神奈川県

新潟県

国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織
内でどこまで周知していますか。下記の項目のうち、該当
するものを全て選択してください。

上記以外の中小企業者に対す
る受注機会の増大のための先
進的な取組など官公需施策を推
進するための事例等がございま
したらご記入ください。　【自由回
答】
　
ex.中小企業者、新規中小企業
者を特に考慮した発注の取組な
ど。

問１６

個々の契
約業務を
行ってい
る窓口担
当者

国等の契約の
基本方針自体
は共有してい
ないが、自組
織で作成した
「中小企業者
に関する契約
の方針」を周
知・共有してい
る

組織の長
を含む組
織幹部

会計部局 調達・契
約を行っ
ている部
局課室

市計

都道府県名 市区名

　市計

⼭梨県（県＋市）計

　市計

富⼭県（県＋市）計

　市計

⽯川県（県＋市）計

　市計

福井県（県＋市）計

区計

東京都（都＋市＋区）計

　市計

神奈川県（県＋市）計

　市計

新潟県（県＋市）計

福井県
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問１

○ ○ ※ 　　 ○ ※ ○
⻑野市 ○ ○ ○
松本市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
上⽥市 ○ ○ ○ ※ ○

3 1 1 2 1 0 0 3
4 2 1 3 1 0 0 4
○ ○ ※ 　　 　　 ○ ○

岐⾩市 ○ ○ ○ ○
⼤垣市 ○ ○ ※ ○ ○

多治⾒市 ○ ○ ○ ○
各務原市 ○ ○ ○ ○
可児市 ○ ○ ○ ○

5 1 4 0 5 0 0 5
6 2 4 0 6 0 0 6
○ ○ ※ ○ ○

静岡市 ○ ○ ※ ○
浜松市 ○ ○ ※ ○
沼津市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
三島市 ○ ○ ※ ○ ○

富⼠宮市 ○ ○ ※ ○
富⼠市 ○ ○ ※ ○ ○
磐⽥市 ○ ○ ※ ○
焼津市 ○ ○ ※ ○ ○
掛川市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
藤枝市 ○ ○ ○

10 8 0 3 4 0 0 10
11 9 0 4 4 0 0 11
○ ○ ○ ○

名古屋市 ○ ○ ※ ○ ○
豊橋市 ○ ○ ○ ※ ○
岡崎市 ○ ○ ○ ○
⼀宮市 ○ ○ ○ ○
瀬⼾市 ○ ○ ○ ○
半⽥市 ○ ○ ○ ※ ○

春⽇井市 ○ ○ ○ ○
豊川市 ○ ○ ○ ※ ○
刈⾕市 ○ ○ ※ ○ ○
豊⽥市 ○ ○ ※ ○ ○
安城市 ○ ○ ※ ○ ○
⻄尾市 ○ ○ ○ ○
⼩牧市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
稲沢市 ○ ○ ※ 　　 ○ ○
東海市 ○ ※ ○ ○

14 7 8 5 10 0 0 15
15 7 9 5 11 0 0 16

⻑野県

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

愛知県（県＋市）計

　市計

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県（県＋市）計

岐⾩県

静岡県

愛知県

都道府県名 市区名

問２ 問３

講じている
条例を制
定している

条例の
URL

条例を制
定していな
い

契約の方
針を作成
している

契約の方
針のURL

契約の方
針を作成
していない

設定してい
る

公表してい
る

URL

中小企業
者の受注
機会の増
大のため
の措置を
講じていま
すか

中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例
の制定の有無にかかわらず「契約の方針」を作成していますか。下記
項目のうち、該当するものを全て選択してください。また、ホームペー
ジに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者
向けの契約見込額、又はその比率について、目標
値を設定していますか。下記の項目のうち、該当す
るものを全て選択してください。
また、「設定している」を選択した場合において、目
標値又は比率をホームページで公表しているとき
は、「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してく
ださい。

設定してい
ない
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○ ○ ○ ○ ○
⻑野市 ○ ○ ○ ○ ○
松本市 ○ ○ ○ ○
上⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

0 3 1 3 3 0 2 3 0 0 0 0
0 4 1 4 4 0 3 4 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ 　
岐⾩市 ○ ○ ○ ○
⼤垣市 ○ ○ ○ ○ ○

多治⾒市 ○ ○ ○
各務原市 ○ ○ ○ ○ ○
可児市 ○ ○ ○ ○ ○

0 5 3 5 3 0 2 4 0 0 0 0
0 6 4 6 4 0 3 5 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○

静岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
浜松市 ○ ○ ○ ○
沼津市 ○ ○ ○ ○ 　 ○
三島市 ○ ○ ○ ○ ○

富⼠宮市 ○ ○ ○ ○
富⼠市 ○ ○ ○ ○ ○
磐⽥市 ○ ○ ○ ○
焼津市 ○ ○ ○ ○
掛川市 ○ ○ ○ ○ ○
藤枝市 ○ ○ ○ ○

0 10 6 10 9 0 1 10 0 0 0 0
1 10 6 11 10 0 2 11 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○
豊橋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
岡崎市 ○ ○ ○ ○
⼀宮市 ○ ○ ○ ○ ○
瀬⼾市 ○ ○ ○ ○
半⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

春⽇井市 ○ ○ ○ ○
豊川市 ○ ○ ○ ○ ○
刈⾕市 ○ ○ ○ ○
豊⽥市 ○ ○ ○ ○ ○
安城市 ○ ○ ○ ○
⻄尾市 ○ ○ ○ ○ ○
⼩牧市 ○ ○
稲沢市 ○ ○ ○ ○ ○
東海市 ○ ○ ○

0 15 10 13 9 0 6 14 0 0 0 0
0 16 11 14 10 1 7 15 0 0 0 1

⻑野県

問５

下請要件
（県内下請
比率）設
定、地域
貢献度、
地域産資
材の調達
などのい
ずれか

総合評価落札方式
において、企業の
技術力（施工計画、
企業の施工実績、
配置予定技術者の
能力等）や地域・社
会貢献度（地域精
通度、防災活動等
による貢献、ボラン
ティア活動による貢
献、県内企業等の
活用、県産資材の
優先使用）を評価

入札参加
資格審査
基準にお
いて、官公
需適格組
合を要件
に設定

　市計

愛知県（県＋市）計

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県（県＋市）計

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

岐⾩県

静岡県

愛知県

都道府県名 市区名

問４

左記以外
の条件等

その他の
取組の具
体的な内
容

付与して
いない

URL
公表して
いない

「業者選定
基準」等の
運用基準
の設定

地域要件
の設定（発
注地域内
に本店又
は営業所
を有する
者など）

予定価格
に応じて
等級格付
区分を限
定（上位等
級者の参
加を参加
を認めな
い）

少額予定価格
の土木一式工
事を対象に、
受注機会の少
ない小規模な
建設業者の入
札参加機会の
拡大のため、
「参加希望型
競争入札」を
実施

公表して
いる

官公需契約実績額及び中小企業
者向け契約実績額、又はその比
率について、公表していますか。
下記の項目から、該当するいずれ
かを選択してください。
　また、ホームページに掲載して
いる場合は、そのＵＲＬを記載して
ください。

物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らかの条件等を
付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻑野市 ○ ○ ○
松本市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
上⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 3 3 2 0 0 2 2 0
4 4 4 3 1 1 3 2 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　　

岐⾩市 ○ ○ ○ ○ ○
⼤垣市 ○ ○ ○ ○

多治⾒市 ○ ○ ○
各務原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
可児市 ○ ○ ○

4 5 5 3 1 0 3 0 0
5 6 6 4 2 0 4 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

静岡市 ○ ○ ○
浜松市 ○ ○ ○ ○
沼津市 ○ ○ ○ ○
三島市 ○ ○ ○ ○ ○

富⼠宮市 ○ ○ ○ ○
富⼠市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
磐⽥市 ○ ○ ○ ○
焼津市 ○ ○ ○
掛川市 ○ ○ ○ ○
藤枝市 ○ ○ ○

8 10 10 8 0 0 3 1 0
9 11 11 9 1 0 4 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○
豊橋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岡崎市 ○ ○ ○ ○
⼀宮市 ○ ○ ○ ○
瀬⼾市 ○ ○
半⽥市 ○

春⽇井市 ○ ○ ○ ○
豊川市 ○ ○ ○ ○ ○
刈⾕市 ○ ○ ○ ○
豊⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
安城市 ○ ○ ○ ○
⻄尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼩牧市 ○ ○
稲沢市 ○ ○ ○
東海市 ○ ○ ○

12 10 15 12 3 2 6 0 0
13 11 16 13 4 2 7 0 1

⻑野県

問６

物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当する
ものを全て選択してください。

早期発注 その他の
平準化の
取組

発注時期
の平準化
のための
実態把握
（モニタリ
ング、受注
事業者へ
のアン
ケート等）

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

愛知県（県＋市）計

　市計

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県（県＋市）計

岐⾩県

静岡県

愛知県

都道府県名 市区名 物件の発
注におけ
る納入条
件（納入場
所、納入
回数等、
他）の明確
化

物件の発
注におけ
る直接及
び間接（原
材料等を
含む）の銘
柄の指定
を禁止

平準化や
納入条件
の明確化
等には、
特に配慮
していない

予算の繰
越し

債務負担
行為の活
用

発注見通
しの公表
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⻑野県 ○
⻑野県 ⻑野市 ○
⻑野県 松本市 ○ ○
⻑野県 上⽥市 ○ ○

2 2 0 0 0 1 0 0
3 2 0 0 0 1 0 0
○ ○ ○ ○ 　 　

岐⾩市 ○
⼤垣市 ○ ○ ○

多治⾒市 ○ ○
各務原市 ○ ○ ○
可児市 ○

3 2 0 1 4 0 0 0
4 3 0 1 5 1 0 0
○

静岡市 ○
浜松市 ○
沼津市 ○ ○
三島市 ○ ○

富⼠宮市 ○ ○
富⼠市 ○
磐⽥市 ○
焼津市 ○
掛川市 ○
藤枝市 ○ 　

4 1 0 0 3 2 3 0
5 1 0 0 3 2 3 0
○ ○ ○ ○ ○

名古屋市 ○ ○
豊橋市 ○
岡崎市 ○
⼀宮市 ○ ○
瀬⼾市 ○ 　
半⽥市 ○

春⽇井市 ○
豊川市 ○
刈⾕市 ○ ○
豊⽥市 ○
安城市 ○ ○
⻄尾市 ○
⼩牧市 ○
稲沢市 ○
東海市 ○

5 1 0 0 5 3 3 2
6 1 0 0 6 4 4 3

著作権等
の譲渡契
約は物品
等の発注
契約とは別
で締結して
いる

コンテンツ
版バイ・
ドール契約
（注）を適
用している
ものがある

契約書等
に著作権
等は発注
者に無償
譲渡すると
定めている
ものがある

契約書等に
は記載して
いないが納
入時に中間
生成物（納
入物の印刷
データ等）の
譲渡を求め
ているもの
がある

知的財産
権について
は特に配
慮していな
い

知的財産
権が含ま
れるような
発注はない

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県（県＋市）計

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

　市計

都道府県名 市区名

岐⾩県

静岡県

愛知県

愛知県（県＋市）計

問７

コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含
まれる場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る
権利（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

書面で著作物
の利用目的や
期間等を明確
化することによ
り、著作権等
の譲渡・利用
範囲を特定で
きるようにして
いる

左記により
特定した譲
渡・利用範
囲を元に算
定された譲
渡対価等を
含めて契約
金額を決定
している
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○ ○
⻑野市 ○ ○
松本市 ○
上⽥市 ○ ○

3 0 2 0 0 0 0 0 0
4 0 3 0 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ 　 　　

岐⾩市 ○ ○ ※ ○
⼤垣市 ○ ○

多治⾒市 ○ ○
各務原市 ○ ○
可児市 ○ ○

5 0 3 0 0 1 0 0 2
6 1 4 1 0 1 0 0 2
○

静岡市 ○ ○
浜松市 ○
沼津市 ○ ○
三島市 ○ ○

富⼠宮市 ○ ○ ○
富⼠市 ○ ○
磐⽥市 ○
焼津市 ○ ○
掛川市 ○
藤枝市 ○

9 1 4 0 0 0 0 0 3
10 1 4 0 0 0 0 0 3
○ ○ ○ ○

名古屋市 ○ ○
豊橋市 ○ ○
岡崎市 ○ ○ 　
⼀宮市 ○ ○
瀬⼾市 ○ ○
半⽥市 ○ ○ ○

春⽇井市 ○ ○
豊川市 ○ ○
刈⾕市 ○ ○
豊⽥市 ○ ○ ○
安城市 ○ ○
⻄尾市 ○ ○
⼩牧市 ○ ○
稲沢市 ○ ○
東海市 ○

14 3 11 0 1 0 0 0 2
15 3 11 0 2 0 0 1 3

⻑野県

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

愛知県（県＋市）計

　市計

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県（県＋市）計

岐⾩県

静岡県

愛知県

都道府県名 市区名

問８

石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目のうち、
該当するものを全て選択してください。

災害時にお
ける燃料供
給協定を石
油組合と締
結している

災害時にお
いて協定を
締結してい
る石油組合
と平時にお
いても燃料
供給協定を
締結してい
る

平時の燃
料調達にお
いて、協定
を締結して
いる石油組
合と随意契
約を締結し
燃料供給を
受けている

平時の燃料調達
において、一般競
争により調達する
場合、災害時の
燃料供給協定を
締結しているこ
と、管内に燃料供
給協定を有してい
ること等、適切な
地域要件の設定
を行っている

平時の燃料調達に
おいて、協定を締結
している石油組合（こ
れを構成する組合員
を含む。）から費用対
効果において優れた
ものとすること等を十
分検討（公正性につ
いての検討を含
む。）しつつ、分離・
分割による調達を
行っている

左記以外
の取組を実
施している

その他の
取組の具
体的内容

平時におい
ては燃料調
達を行うこ
とがない

平時におい
ては特に配
慮していな
い
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻑野市 ○ ○ ○ ○ ○
松本市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
上⽥市 ○ ○ ○ ○

2 0 0 0 1 1 3 3 3 2 1 0 0
3 0 1 0 1 2 4 4 4 3 2 1 0
○ ○ ※ 　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

岐⾩市 ○ ○ ○ ○ ○
⼤垣市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多治⾒市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
各務原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
可児市 ○ ○ ○ ○

3 0 0 0 2 2 5 5 2 5 1 3 0
4 0 1 0 2 3 6 6 3 6 2 4 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

静岡市 ○ ○ ○ ○
浜松市 ○ ○ ○ ○ ○
沼津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三島市 ○ ○ ○ ○ ○

富⼠宮市 ○ ○ ○ ○
富⼠市 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○
磐⽥市 ○ ※ ○ ○
焼津市 ○ ○ ○ ○ ○
掛川市 ○ ○ ○
藤枝市 ○ ○ ○ ○ ○

3 0 2 0 5 1 10 9 5 7 1 3 0
4 1 2 0 5 2 11 10 6 8 1 3 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
豊橋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岡崎市 ○ ○ ○ ○
⼀宮市 ○ ○ ○ ○ ○
瀬⼾市 ○ ○ ○
半⽥市 ○ ○ ○ ○ ○

春⽇井市 ○ ○ ○ ○ ○
豊川市 ○ ○ ○
刈⾕市 ○ ○ ○ ○
豊⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
安城市 ○ ○ ※ ○ ○ ○
⻄尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼩牧市 ○ ○ ○
稲沢市 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○
東海市 ○ ※ 　　 ○ ○ ○ ○

8 1 3 0 5 5 15 13 3 13 4 4 0
9 2 3 0 6 6 16 14 3 14 5 5 1

⻑野県

岐⾩県（県＋市）計

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

岐⾩県

静岡県

愛知県

　市計

愛知県（県＋市）計

⻑野県（県＋市）計

　市計

中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮につい
て、下記のうち、該当するものを全て選択してください。

ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記項目のうち、該当するもの
を全て選択してください。

都道府県名 市区名 その他の
取組の具
体的内容

特に配慮
していな
い

ダンピング
の防止に
ついて、
ホーム
ページや
入札説明
会で周知
した

公共工事
の入札の
際に、入
札金額の
内訳書の
提出を求
めた

発注に当たっ
て、需給の状
況、原材料・人
件費・エネル
ギーコスト等の
最新の実勢価
格等を踏まえ
た積算に基づ
き予定価格を
作成した

工事等の
発注に際
し、いわゆ
る歩切り
や予定価
格等の事
前公表を
取りやめ
た

低入札価
格調査制
度を活用
している

低入札価格調査
基準価格を下回
る価格により落
札した者と契約
する場合には、
人件費が明記さ
れた入札価格内
訳書を徴収し、
最低賃金額を下
回る人件費でな
いことを確認して
いる

低入札価格
調査基準価
格を下回る
価格で契約
した場合に
は、当該案
件全てを
ホームペー
ジ等で公表
している

特に配慮
していない

問９ 問１0

人件費比
率の高い
役務契約
について、
業務内容
に応じて部
分払い（毎
月払い等）
を実施した

官公需契
約に係る
債権譲渡
が必要と
認められ
る場合に
は承諾し
た

左記以外
の取組を
実施して
いる
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役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事 役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事

○ ○ ○ ○
⻑野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
松本市 ○ ○ ○ ○ ○
上⽥市 ○ ○

2 2 2 3 1 3
3 3 3 3 2 3
○ ○ ○ ○ ○

岐⾩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼤垣市 ○ ○ ○

多治⾒市 ○ ○
各務原市 ○ ○
可児市 ○ ○

1 1 5 2 1 5
2 1 6 3 2 6
○ ○ ○ ○ ○

静岡市 ○ ○ ○ ○
浜松市 ○ ○ ○ ○
沼津市 ○ ○ ○
三島市 ○ ○ ○

富⼠宮市 ○ ○ ○
富⼠市 ○ ○ ○ ○
磐⽥市 ○ ○ ○
焼津市 ○ ○ ○
掛川市 ○ ○ ○
藤枝市 ○ ○ ○ ○

1 1 10 10 2 10
2 1 11 11 3 11
○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
豊橋市 ○ ○ ○ ○ ○
岡崎市 ○ ○ ○ ○
⼀宮市 ○ ○ ○
瀬⼾市 ○ ○
半⽥市 ○ ○

春⽇井市 ○ ○ ○
豊川市 ○ ○ ○ ○
刈⾕市 ○ ○
豊⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
安城市 ○ ○ ○
⻄尾市 ○ ○ ○ ○
⼩牧市 ○ ○
稲沢市 ○ ○ ○
東海市 ○ ○ ○

4 2 15 10 6 15
5 3 16 11 7 16

愛知県

⻑野県

静岡県

愛知県（県＋市）計

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県（県＋市）計

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

　市計

市区名

岐⾩県

問１１

ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入
していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。

最低制限価格制度低入札価格調査制度
都道府県名
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○ ○ ○ ○
⻑野市 ○
松本市 ○
上⽥市 ○

1 0 0 0 0 0 1 1 0
2 1 1 1 0 0 1 1 0
○ ○ ○ ○ 　 　

岐⾩市 ○
⼤垣市 ○

多治⾒市 ○
各務原市 ○
可児市 ○

1 1 0 2 0 0 0 1 0
2 2 1 3 0 0 0 1 0
○ ○

静岡市 ○
浜松市 ○ ○
沼津市 ○
三島市 ○

富⼠宮市 ○
富⼠市 ○
磐⽥市 ○
焼津市 ○
掛川市 ○
藤枝市 　 ○

0 2 0 1 1 0 6 1 0
1 2 0 2 1 0 6 1 0
○ ○ ○ ○ ○

名古屋市 ○ ○ ○ ○ ※
豊橋市 ○
岡崎市 ○
⼀宮市 ○ ○
瀬⼾市 ○
半⽥市 ○

春⽇井市 ○
豊川市 ○
刈⾕市 ○
豊⽥市 ○
安城市 ○
⻄尾市 ○
⼩牧市 ○
稲沢市 ○
東海市 ○

4 1 2 6 1 0 5 0 0
5 2 2 7 1 0 6 1 0

愛知県

⻑野県

問１2

年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。

あらかじめ
最低賃金額
の改定を見
越して予算
を確保し、契
約時点で反
映するよう努
めている

人件費の単
価が改定後
の最低賃金
額を下回った
場合には適切
な価格での単
価見直しを行
う旨の条項を
契約書に入れ
ている

発注機関
側から受
注企業に
対し見直し
の必要が
あるかどう
か確認を
行った

受注企業から
見直しの申し
出があった場
合であって、そ
の申し出が妥
当であると判断
できる場合に
は契約金額の
見直しについて
応じることとし
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

都道府県名 市区名

　市計

愛知県（県＋市）計

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県（県＋市）計

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

岐⾩県

静岡県
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○ ○
⻑野市 ○ ○ ○ ○
松本市 ○
上⽥市 ○ ○ ○ ○

1 3 1 2 2 0 0 0 0
2 4 1 2 2 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○ 　　 　　

岐⾩市 ○ ○ ○ ○
⼤垣市 ○ ○ ○

多治⾒市 ○
各務原市 ○ ○ ○ ○ ○
可児市 ○

3 4 2 2 3 0 0 0 0
4 5 3 3 4 0 0 0 0
○ ○ ○

静岡市 ○ ○ ○ ○
浜松市 ○ ○ ○ ○
沼津市 ○ ○ ○ ○ ○
三島市 ○ ○

富⼠宮市 ○ ○ ○
富⼠市 ○ ○ ○
磐⽥市 ○
焼津市 ○ ○
掛川市 ○
藤枝市 　 ○ ○

6 7 6 4 1 1 1 1 0
7 8 7 4 1 1 1 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○
豊橋市 ○ ○ ○ ○
岡崎市 ○ ○ ○
⼀宮市 ○ ○
瀬⼾市 ○
半⽥市

春⽇井市 ○ ○ ○ ○ ○ ※
豊川市 　 ○
刈⾕市 ○ ○
豊⽥市 ○ ○ ○
安城市 ○ ○ ○ ○ ※
⻄尾市 ○ ○ ○ ○
⼩牧市 ○ ○ 　 ○ ○
稲沢市 ○ ○ ○
東海市 ○

11 12 6 4 4 2 1 2 0
12 13 7 5 5 2 2 3 0

愛知県

⻑野県

公共工事の発注
に当たって、実勢
価格を反映した
適切な請負代金
の設定や適正な
工期の確保につ
いて、契約後の
状況に応じた必
要な契約変更の
実施も含め、適
切に対応するも
のとしている

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
を運用して
いる。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
の運用基準
を策定して
いる

問１3

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してくださ
い。

物件及び役務の
契約の途中で、労
務費、原材料費、
エネルギーコスト
等の実勢価格に
変化が生じた場
合には、契約金額
を変更する必要
があるか否かに
ついて検討し、適
切に対応するもの
としている

物件及び役務の契
約について、労務
費、原材料費、エネ
ルギーコスト等の
上昇に伴う契約金
額の変更について
申出があった場合
には、その可否に
ついて協議を行う
旨の条項が契約書
に盛り込まれてい
る

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

岐⾩県（県＋市）計

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

愛知県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県

静岡県
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○ ○ ○ ○
⻑野市 ○ ○
松本市 ○
上⽥市 ○ ○

3 0 2 0 0 0 0 0 0
3 1 3 1 1 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○ 　　 　　

岐⾩市 ○ ○ ○ ○ ○
⼤垣市 ○

多治⾒市 ○ ○
各務原市 ○
可児市 ○

2 2 1 1 1 0 0 0 0 3
3 3 2 2 2 0 0 0 0 3
○ ○ ○

静岡市 ○
浜松市 ○ ○ ○ ○ ○
沼津市 ○
三島市 ○

富⼠宮市 ○ 　　
富⼠市 ○ ○ ○
磐⽥市 ○
焼津市 ○
掛川市 ○
藤枝市 ○

8 0 1 3 2 1 0 0 0 1
9 0 1 3 3 2 0 0 0 1
○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋市 ○
豊橋市 ○ ○
岡崎市 ○ ○
⼀宮市 ○ ○
瀬⼾市 ○
半⽥市 ○

春⽇井市 ○
豊川市 ○
刈⾕市 ○
豊⽥市 ○ ○
安城市 ○
⻄尾市 ○ ○ ○ ○
⼩牧市 ○ ○
稲沢市 ○ 　　
東海市 ○

6 2 4 0 8 0 0 0 0 3
7 3 5 1 9 0 0 0 0 4

愛知県

愛知県（県＋市）計

⻑野県

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県（県＋市）計

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

　市計

岐⾩県

静岡県

都道府県名 市区名

問１４

新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。
（注）オープンカウンター方式とは、物品調達等（主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手方を特定せず、
案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に取組
んでいな
い

競争参加者の
資格の設定に
際し、契約の
履行の確保に
支障がない限
り、下位等級
者の参加が可
能となるよう弾
力的な運用に
努めた

少額随契に
際し、契約履
行の支障の
有無に留意
しながら、新
規中小企業
者を見積先
に含めるよう
努めた

見積先が固
定化しない
よう、小企業
者を含む小
規模事業者
や調達実績
が少ない新
規中小企業
者にも配慮
した

オープンカ
ウンター方
式（注）の
採用（HPな
ど電子的
手段で案
件を公開
する形での
実施）

トライアル
発注制度
等を活用
して、新規
中小企業
者への受
注機会の
増大を
図った

国等と連
携して、地
域の新規
中小企業
者の受注
機会の増
大に努め
た

一般競争入
札に際し、契
約の履行の
確保に支障
がない限り、
過去の実績
を過度に求
めなかった
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

○ ○ 1 1 264,699,580 264,699,580 0 0 0 0
⻑野市 ○ 0 0 0 0 29 29 9,596,400 9,596,400
松本市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
上⽥市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 29 29 9,596,400 9,596,400
1 4 1 1 264,699,580 264,699,580 29 29 9,596,400 9,596,400

○ 46 37 69,137,255 4,335,639 2 0 5,060,000 0
岐⾩市 ○ 12 8 56,252,048 9,985,148 0 0 0 0
⼤垣市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

多治⾒市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
各務原市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
可児市 ○ 1 1 10,748,301 10,748,301 0 0 0 0

0 5 13 9 67,000,349 20,733,449 0 0 0 0
0 6 59 46 136,137,604 25,069,088 2 0 5,060,000 0
○ 1 0 1,180 0 6 0 83,293,793 0

静岡市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
浜松市 ○ 3 3 584,760 584,760 27 27 51,042,200 51,042,200
沼津市 ○ 34 34 1,354,786 1,354,786 3 3 172,447 172,447
三島市 ○ 1 1 229,597 229,597 0 0 0 0

富⼠宮市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
富⼠市 ○ 0 0 0 0 564 564 102,117,730 102,117,730
磐⽥市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
焼津市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
掛川市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
藤枝市 ○ 13 9 3,387,846 994,686 0 0 0 0

0 10 51 47 5,556,989 3,163,829 594 594 153,332,377 153,332,377
1 10 52 47 5,558,169 3,163,829 600 594 236,626,170 153,332,377

○ 4 4 12,890 12,890 0 0 0 0
名古屋市 ○ 228 228 421,133,335 421,133,335 15 15 602,134,889 602,134,889
豊橋市 ○ 101 101 105,729,205 105,729,205 0 0 0 0
岡崎市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼀宮市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬⼾市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
半⽥市 ○ 2 2 5,838,140 5,838,140 0 0 0 0

春⽇井市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
豊川市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
刈⾕市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
豊⽥市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
安城市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⻄尾市 ○ 1 1 884,345 884,345 0 0 0 0
⼩牧市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
稲沢市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
東海市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 332 332 533,585,025 533,585,025 15 15 602,134,889 602,134,889
0 16 336 336 533,597,915 533,597,915 15 15 602,134,889 602,134,889

愛知県

⻑野県

　市計

岐⾩県（県＋市）計

岐⾩県

静岡県

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

愛知県（県＋市）計

　市計

⻑野県（県＋市）計

競争入札参加資格の審査
で、官公需適格組合に対す
る総合点数の算定方法に
関する特例の設定をしてい
ますか。下記項目から、該
当するいずれかを選択して
ください。

物件 工事

都道府県名 市区名
官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

設定してい
ない

設定してい
る

－ ②－ ①

問１５
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

13 13 275,986 275,986 14 14 264,975,566 264,975,566
⻑野市 2 2 1,012,055,000 1,012,055,000 31 31 1,021,651,400 1,021,651,400
松本市 3 3 76,228,865 76,228,865 3 3 76,228,865 76,228,865
上⽥市 1 1 104,214,000 104,214,000 1 1 104,214,000 104,214,000

6 6 1,192,497,865 1,192,497,865 35 35 1,202,094,265 1,202,094,265
19 19 1,192,773,851 1,192,773,851 49 49 1,467,069,831 1,467,069,831
54 41 13,000,708 64,708 102 78 87,197,963 4,400,347

岐⾩市 7 3 264,980,320 264,941,600 19 11 321,232,368 274,926,748
⼤垣市 4 4 55,974,358 55,974,358 4 4 55,974,358 55,974,358

多治⾒市 4 4 109,556,784 109,556,784 4 4 109,556,784 109,556,784
各務原市 0 0 0 0 0 0 0 0
可児市 0 0 0 0 1 1 10,748,301 10,748,301

15 11 430,511,462 430,472,742 28 20 497,511,811 451,206,191
69 52 443,512,170 430,537,450 130 98 584,709,774 455,606,538
32 0 311,060,892 0 39 0 394,355,865 0

静岡市 0 0 0 0 0 0 0 0
浜松市 4 1 117,397,390 898,700 34 31 169,024,350 52,525,660
沼津市 64 61 88,848,402 75,980,422 101 98 90,375,635 77,507,655
三島市 2 2 11,605,000 11,605,000 3 3 11,834,597 11,834,597

富⼠宮市 0 0 0 0 0 0 0 0
富⼠市 2 2 217,325,770 217,325,770 566 566 319,443,500 319,443,500
磐⽥市 0 0 0 0 0 0 0 0
焼津市 0 0 0 0 0 0 0 0
掛川市 0 0 0 0 0 0 0 0
藤枝市 25 25 361,226,800 361,226,800 38 34 364,614,646 362,221,486

97 91 796,403,362 667,036,692 742 732 955,292,728 823,532,898
129 91 1,107,464,254 667,036,692 781 732 1,349,648,593 823,532,898

0 0 0 0 4 4 12,890 12,890
名古屋市 58 53 62,721,656 19,383,650 301 296 1,085,989,880 1,042,651,874
豊橋市 0 0 0 0 101 101 105,729,205 105,729,205
岡崎市 0 0 0 0 0 0 0 0
⼀宮市 2 0 4,122,400 0 2 0 4,122,400 0
瀬⼾市 0 0 0 0 0 0 0 0
半⽥市 0 0 0 0 2 2 5,838,140 5,838,140

春⽇井市 6 5 3,883,000 2,431,000 6 5 3,883,000 2,431,000
豊川市 0 0 0 0 0 0 0 0
刈⾕市 6 5 4,285,160 1,699,060 6 5 4,285,160 1,699,060
豊⽥市 0 0 0 0 0 0 0 0
安城市 0 0 0 0 0 0 0 0
⻄尾市 1 1 63,287,485 63,287,485 2 2 64,171,830 64,171,830
⼩牧市 0 0 0 0 0 0 0 0
稲沢市 0 0 0 0 0 0 0 0
東海市 0 0 0 0 0 0 0 0

73 64 138,299,701 86,801,195 420 411 1,274,019,615 1,222,521,109
73 64 138,299,701 86,801,195 424 415 1,274,032,505 1,222,533,999

愛知県

⻑野県

－②（つづき）

役務 合計

官公需適格組合と
の契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

　市計

岐⾩県（県＋市）計

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

愛知県（県＋市）計

静岡県

都道府県名 市区名

問１５（つづき）

　市計

⻑野県（県＋市）計
岐⾩県
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問１７

○ ○ ○
⻑野市 ○
松本市 ○
上⽥市 ○ ○

1 0 3 0 0
2 1 4 0 0
○ ○ ○ ○ 　　

岐⾩市 ○
⼤垣市 ○ ○

多治⾒市 ○
各務原市 ○
可児市 ○

0 0 4 2 0
1 1 5 3 0

○ ○ ○
静岡市 ○
浜松市 ○ ○
沼津市 ○
三島市 ○

富⼠宮市 ○ ○
富⼠市 ○
磐⽥市 ○ ○
焼津市 ○
掛川市 ○
藤枝市 ○

0 1 9 1 2
0 2 10 2 2
○ ○ ○ ○ ○

名古屋市 ○
豊橋市 ○ ○ ※
岡崎市 ○
⼀宮市 ○
瀬⼾市 ○
半⽥市 ○

春⽇井市 ○
豊川市 ○
刈⾕市 ○
豊⽥市 ○
安城市 ○
⻄尾市 ○
⼩牧市 ○
稲沢市 　　 ○
東海市 ○ ○

1 0 13 3 0
2 1 14 4 1

愛知県

⻑野県

国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織
内でどこまで周知していますか。下記の項目のうち、該当
するものを全て選択してください。

上記以外の中小企業者に対す
る受注機会の増大のための先
進的な取組など官公需施策を推
進するための事例等がございま
したらご記入ください。　【自由回
答】
　
ex.中小企業者、新規中小企業
者を特に考慮した発注の取組な
ど。

問１６

組織の長
を含む組
織幹部

会計部局 調達・契
約を行っ
ている部
局課室

個々の契
約業務を
行ってい
る窓口担
当者

国等の契約の
基本方針自体
は共有してい
ないが、自組
織で作成した
「中小企業者
に関する契約
の方針」を周
知・共有してい
る

　市計

⻑野県（県＋市）計

　市計

岐⾩県（県＋市）計

市区名

岐⾩県

静岡県

都道府県名

　市計

静岡県（県＋市）計

　市計

愛知県（県＋市）計

75



問１

○ ○ ○ ○ ○ ※
津市 ○ ○ ○ ○

四⽇市市 ○ ○ ○ ○
伊勢市 ○ ○ ○ ○
松阪市 ○ ※ ○
桑名市 ○ ○ ○ ※ ○
鈴⿅市 ○ ○ ○ ○

5 0 5 2 4 0 0 6
6 0 6 2 5 1 1 6
○ ○ ※ ○ ※ ○

⼤津市 ○ ○ ※ ○
彦根市 ○ ○ ※ ○
⻑浜市 ○ ○ ○
草津市 ○ ○ ※ ○

東近江市 ○ ○ ○
5 1 0 3 1 0 0 5
6 2 0 4 1 0 0 6
○ ○ ※ ○

京都市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
宇治市 ○ ○

1 1 0 1 1 0 0 2
2 1 0 2 1 0 0 3
○ ○ ※ ○ ※ ○ ○ ※

⼤阪市 ○ ○ ※ ○ ○
堺市 ○ ○ ※ ○

岸和⽥市 ○ ○ ※ ○ ○
豊中市 ○ 　　 ○ ○ 　　 ○
池⽥市 ○ ○ ○ ※ ○
吹⽥市 ○ ○ ※ ○
⾼槻市 ○ ○ ※ ○
守⼝市 ○ ○ ○
枚⽅市 ○ ○ ※ ○
茨⽊市 ○ ○ ※ ○
⼋尾市 ○ ○ ※ ○

富⽥林市 ○ ○ ○
寝屋川 ○ ○ ※ 　　 ○ ※ ○

河内⻑野市 ○ ○ ○ ※ ○
松原市 ○ ○ ○
⼤東市 ○ ○ ○
和泉市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
箕⾯市 ○ ○ ○ ※ ○

⽻曳野市 ○ ○ ○
⾨真市 ○ ○ ※ ○

東⼤阪市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
20 5 5 14 7 1 0 20
21 6 5 15 7 2 1 20

⼤阪府

滋賀県

京都府

三重県

　市計

三重県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

公表してい
る

URL

中小企業
者の受注
機会の増
大のため
の措置を
講じていま
すか

中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例
の制定の有無にかかわらず「契約の方針」を作成していますか。下記
項目のうち、該当するものを全て選択してください。また、ホームペー
ジに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者
向けの契約見込額、又はその比率について、目標
値を設定していますか。下記の項目のうち、該当す
るものを全て選択してください。
また、「設定している」を選択した場合において、目
標値又は比率をホームページで公表しているとき
は、「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してく
ださい。

講じている
条例を制
定している

条例の
URL

条例を制
定していな
い

契約の方
針を作成
している

契約の方
針のURL

問３

契約の方
針を作成
していない

設定してい
る

問２

設定してい
ない
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○ ※ ○ ○ ○ ○ ○
津市 ○ ○ ○ ○ ○

四⽇市市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
伊勢市 ○ ○ ○
松阪市 ○ ○ ○
桑名市 ○ ○ ○ ○
鈴⿅市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

0 6 4 6 4 0 2 5 0 0 0 0
1 6 5 7 5 0 3 6 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
⼤津市 ○ ○ ○ ○ ○
彦根市 ○ ○ ○ ○
⻑浜市 ○ ○ ○ ○ ○
草津市 ○ ○ ○ ○ ○

東近江市 ○ ○ ○ ○ ○
0 5 5 5 5 0 2 2 0 0 0 0
0 6 6 6 6 0 3 3 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
京都市 ○ ※ ○ ○ ○
宇治市 ○ ○

1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 2 1 2 2 0 1 2 0 1 0 1
○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ※

⼤阪市 ○ ※ ○ ○
堺市 ○ ○ ○ ○

岸和⽥市 ○ ○ ○ ○ 　
豊中市 　　 ○ ○ ○ ○ ○
池⽥市 ○ ○ ○
吹⽥市 ○ ○ ○ ○ ○
⾼槻市 ○ ○ ○ ○ ○
守⼝市 ○ ○ ○
枚⽅市 ○ ○
茨⽊市 ○ ○ ○ ○ ○
⼋尾市 ○ ○ ○ ○ ○

富⽥林市 ○ ○ ○ ○
寝屋川 ○ ○ ○ ○

河内⻑野市 ○ ○ ○
松原市 ○ ○
⼤東市 ○ ○ ○
和泉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
箕⾯市 ○ ○ ○ ○ ○

⽻曳野市 ○ ○ ○ ○
⾨真市 ○ ○ ○

東⼤阪市 ○ ○ ○ ○ ※
1 20 11 21 15 0 4 8 1 1 0 0
2 20 11 22 16 0 4 9 2 2 0 0

⼤阪府

滋賀県

京都府

三重県

予定価格
に応じて
等級格付
区分を限
定（上位等
級者の参
加を参加
を認めな
い）

少額予定価格
の土木一式工
事を対象に、
受注機会の少
ない小規模な
建設業者の入
札参加機会の
拡大のため、
「参加希望型
競争入札」を
実施

下請要件
（県内下請
比率）設
定、地域
貢献度、
地域産資
材の調達
などのい
ずれか

総合評価落札方式
において、企業の
技術力（施工計画、
企業の施工実績、
配置予定技術者の
能力等）や地域・社
会貢献度（地域精
通度、防災活動等
による貢献、ボラン
ティア活動による貢
献、県内企業等の
活用、県産資材の
優先使用）を評価

入札参加
資格審査
基準にお
いて、官公
需適格組
合を要件
に設定

左記以外
の条件等

その他の
取組の具
体的な内
容

付与して
いない

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

　市計

三重県（県＋市）計

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

市区名

問５

官公需契約実績額及び中小企業
者向け契約実績額、又はその比
率について、公表していますか。
下記の項目から、該当するいずれ
かを選択してください。
　また、ホームページに掲載して
いる場合は、そのＵＲＬを記載して
ください。

物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らかの条件等を
付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

問４

都道府県名

公表して
いる

URL
公表して
いない

「業者選定
基準」等の
運用基準
の設定

地域要件
の設定（発
注地域内
に本店又
は営業所
を有する
者など）
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
津市 ○ ○ ○ ○ ○

四⽇市市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
伊勢市 ○ ○ ○ ○
松阪市 ○ ○ ○ ○
桑名市 ○ ○ ○ ○ ○
鈴⿅市 ○ ○ ○ ○

6 6 6 6 0 0 3 1 0
7 7 7 7 1 1 4 2 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤津市 ○ ○ ○ ○ ○
彦根市 ○ ○
⻑浜市 ○ ○ ○ ○ ○
草津市 ○ ○ ○ ○ ○

東近江市 ○ ○ ○ ○
3 4 5 4 0 0 3 2 0
4 5 6 5 1 0 4 3 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

京都市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宇治市 ○ ○ ○ ○

2 1 2 2 2 0 1 1 0
3 2 3 3 3 0 2 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤阪市 ○ ○ ○ ○ ○
堺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岸和⽥市 ○ ○ ○ ○
豊中市 ○ ○ ○ 　　 ○
池⽥市 ○ ○ ○ ○ ○
吹⽥市 ○ ○ ○
⾼槻市 ○ ○ ○ ○ ○
守⼝市 ○ ○ ○
枚⽅市 ○
茨⽊市 ○ ○ ○
⼋尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

富⽥林市 ○ ○ ○ ○
寝屋川 ○ ○ ○ ○ ○ ○

河内⻑野市 ○
松原市 ○ ○ ○ ○ ○
⼤東市 ○ ○
和泉市 ○ ○ ○
箕⾯市 ○ ○ ○ ○

⽻曳野市 ○
⾨真市 ○

東⼤阪市 ○ ○ ○
7 13 21 14 4 0 11 6 1
8 14 22 15 5 1 12 7 1

⼤阪府

滋賀県

京都府

三重県

問６

物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当する
ものを全て選択してください。

予算の繰
越し

　市計

三重県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

物件の発
注におけ
る直接及
び間接（原
材料等を
含む）の銘
柄の指定
を禁止

平準化や
納入条件
の明確化
等には、
特に配慮
していない

債務負担
行為の活
用

発注見通
しの公表

早期発注 その他の
平準化の
取組

発注時期
の平準化
のための
実態把握
（モニタリ
ング、受注
事業者へ
のアン
ケート等）

物件の発
注におけ
る納入条
件（納入場
所、納入
回数等、
他）の明確
化
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○ ○ ○
津市 ○ ○

四⽇市市 ○ ○
伊勢市 ○
松阪市 ○
桑名市 ○
鈴⿅市 ○ ○

3 0 0 0 2 3 1 0
4 1 0 0 3 3 1 0
○ ○ ○

⼤津市 ○
彦根市 ○ ○
⻑浜市 ○
草津市 ○

東近江市 ○
2 0 0 0 2 0 1 1
3 1 1 0 2 0 1 1
○ ○ ○

京都市 ○ ○ ○
宇治市 ○

1 1 0 0 1 0 1 0
2 1 0 0 2 1 1 0
○ ○ ○ ○

⼤阪市 ○
堺市 ○

岸和⽥市 ○
豊中市 ○ ○
池⽥市 ○ ○ 　
吹⽥市 ○
⾼槻市 ○ ○
守⼝市 ○
枚⽅市 ○
茨⽊市 ○
⼋尾市 ○ ○

富⽥林市 ○
寝屋川 ○

河内⻑野市 ○
松原市 ○ ○ ○ ○ 　
⼤東市 ○
和泉市 ○
箕⾯市 ○

⽻曳野市 ○
⾨真市 ○ ○ ○

東⼤阪市 ○
9 3 0 1 7 4 5 1
10 4 0 1 8 5 5 1

⼤阪府

滋賀県

京都府

三重県

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

　市計

三重県（県＋市）計

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

問７

コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含
まれる場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る
権利（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

契約書等
に著作権
等は発注
者に無償
譲渡すると
定めている
ものがある

契約書等に
は記載して
いないが納
入時に中間
生成物（納
入物の印刷
データ等）の
譲渡を求め
ているもの
がある

知的財産
権について
は特に配
慮していな
い

知的財産
権が含ま
れるような
発注はない

書面で著作物
の利用目的や
期間等を明確
化することによ
り、著作権等
の譲渡・利用
範囲を特定で
きるようにして
いる

左記により
特定した譲
渡・利用範
囲を元に算
定された譲
渡対価等を
含めて契約
金額を決定
している

著作権等
の譲渡契
約は物品
等の発注
契約とは別
で締結して
いる

コンテンツ
版バイ・
ドール契約
（注）を適
用している
ものがある

都道府県名 市区名
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○ ○ ○ ○ ○ ※
津市 ○ ○ ○

四⽇市市 ○ ○
伊勢市 ○ ○
松阪市 ○ ○
桑名市 ○ ○
鈴⿅市 ○ ○

6 1 3 0 1 0 0 0 2
7 2 4 1 1 1 0 0 2
○ ○

⼤津市 ○
彦根市 ○
⻑浜市 ○
草津市 ○

東近江市 ○ ○
1 1 1 0 0 0 0 1 2
2 1 2 0 0 0 0 1 2
○

京都市 ○ ○
宇治市 ○

1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 2
○ 　 ○

⼤阪市 ○
堺市 ○

岸和⽥市 ○
豊中市 ○ ○ ○ ○
池⽥市 ○
吹⽥市 ○
⾼槻市 ○
守⼝市 ○
枚⽅市 　 ○
茨⽊市 ○
⼋尾市 ○ ○

富⽥林市 ○
寝屋川 ○ ○

河内⻑野市 ○ ※
松原市 ○
⼤東市 ○
和泉市 ○ 　　
箕⾯市 ○

⽻曳野市 ○
⾨真市 ○

東⼤阪市

7 1 2 2 0 1 0 1 11
8 1 3 2 0 1 0 1 11

⼤阪府

滋賀県

京都府

　市計

滋賀県（県＋市）計

三重県

　市計

三重県（県＋市）計

　市計

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

都道府県名 市区名

問８

石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目のうち、
該当するものを全て選択してください。

災害時にお
ける燃料供
給協定を石
油組合と締
結している

災害時にお
いて協定を
締結してい
る石油組合
と平時にお
いても燃料
供給協定を
締結してい
る

平時の燃
料調達にお
いて、協定
を締結して
いる石油組
合と随意契
約を締結し
燃料供給を
受けている

平時の燃料調達に
おいて、協定を締結
している石油組合（こ
れを構成する組合員
を含む。）から費用対
効果において優れた
ものとすること等を十
分検討（公正性につ
いての検討を含
む。）しつつ、分離・
分割による調達を
行っている

左記以外
の取組を実
施している

その他の
取組の具
体的内容

平時におい
ては燃料調
達を行うこ
とがない

平時におい
ては特に配
慮していな
い

平時の燃料調達
において、一般競
争により調達する
場合、災害時の
燃料供給協定を
締結しているこ
と、管内に燃料供
給協定を有してい
ること等、適切な
地域要件の設定
を行っている
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○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

四⽇市市 ○ ○ ○ ○ ○
伊勢市 ○ ○ ○
松阪市 ○ ○ ○ ○ ○
桑名市 ○ ○ ○
鈴⿅市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 1 0 0 4 0 6 4 2 5 3 2 0
3 1 1 0 4 1 7 5 3 6 4 3 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤津市 ○ ○ ○ ○ ○
彦根市 ○ ○ ○
⻑浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
草津市 ○ ○ ○

東近江市 ○ ○ ○
1 1 0 0 4 2 5 3 4 1 1 1 0
2 2 0 0 4 3 6 4 5 2 2 1 0
○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○

京都市 ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
宇治市 ○ ○ ○ ○ ○ 　

1 0 1 0 1 1 2 2 0 2 2 1 0
2 0 2 0 1 2 3 3 0 3 3 1 0
○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤阪市 ○ ○ ※ ○ ○ ○
堺市 ○ ○ ※ 　　 ○ ○ ○ ○

岸和⽥市 ○ ○ ○ ○
豊中市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
池⽥市 ○ ○ ○ ○
吹⽥市 ○ ○ ○ ○
⾼槻市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
守⼝市 ○ ○ ○ ○
枚⽅市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
茨⽊市 ○ ○ ○
⼋尾市 ○ ○ ○

富⽥林市 ○ ○ ○ ○
寝屋川 ○ ○ ○ ○ ○ ○

河内⻑野市 ○ ○ ○
松原市 ○ ○ ○ ○ ○
⼤東市 ○ ○ ○
和泉市 ○ ○ ○ ○ ○ 　
箕⾯市 ○ ○ ○

⽻曳野市 ○ 　　 ○ ○
⾨真市 ○ ○

東⼤阪市 ○ ○ ○
13 1 2 0 8 2 21 17 6 12 4 3 0
14 1 3 0 8 2 22 18 7 13 5 4 0

⼤阪府

滋賀県

京都府

三重県

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

　市計

三重県（県＋市）計

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名 低入札価
格調査制
度を活用
している

低入札価格調査
基準価格を下回
る価格により落
札した者と契約
する場合には、
人件費が明記さ
れた入札価格内
訳書を徴収し、
最低賃金額を下
回る人件費でな
いことを確認して
いる

問９ 問１0

中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮につい
て、下記のうち、該当するものを全て選択してください。

ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記項目のうち、該当するもの
を全て選択してください。

左記以外
の取組を
実施して
いる

その他の
取組の具
体的内容

特に配慮
していな
い

ダンピング
の防止に
ついて、
ホーム
ページや
入札説明
会で周知
した

公共工事
の入札の
際に、入
札金額の
内訳書の
提出を求
めた

人件費比
率の高い
役務契約
について、
業務内容
に応じて部
分払い（毎
月払い等）
を実施した

発注に当たっ
て、需給の状
況、原材料・人
件費・エネル
ギーコスト等の
最新の実勢価
格等を踏まえ
た積算に基づ
き予定価格を
作成した

工事等の
発注に際
し、いわゆ
る歩切り
や予定価
格等の事
前公表を
取りやめ
た

官公需契
約に係る
債権譲渡
が必要と
認められ
る場合に
は承諾し
た

低入札価格
調査基準価
格を下回る
価格で契約
した場合に
は、当該案
件全てを
ホームペー
ジ等で公表
している

特に配慮
していない
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役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事 役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事

○ ○ ○ ○ ○ ○
津市 ○ ○ ○ ○

四⽇市市 ○ ○ ○ ○ ○
伊勢市 ○ ○ ○
松阪市 ○ ○ ○ ○
桑名市 ○ ○ ○ ○
鈴⿅市 　 ○ ○ ○ ○

1 1 5 6 5 6
2 2 6 7 6 7
○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤津市 ○ ○ ○ ○
彦根市 ○ ○
⻑浜市 ○ ○ ○
草津市 ○ ○

東近江市 ○ ○
0 0 2 5 1 5
1 1 3 6 2 6
○ ○ ○ ○ ○

京都市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
宇治市 ○ ○ ○ ○

1 1 2 2 2 2
2 1 3 3 3 3
○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
堺市 ○ ○ ○ ○ ○

岸和⽥市 ○ ○ ○
豊中市 ○ ○ ○ ○
池⽥市 ○ ○
吹⽥市 ○ ○ ○
⾼槻市 ○ ○ ○
守⼝市 ○
枚⽅市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
茨⽊市 ○ ○
⼋尾市 ○ ○ ○

富⽥林市 ○ ○
寝屋川 ○ ○ ○ ○

河内⻑野市 ○ ○
松原市 ○ ○ ○
⼤東市 ○
和泉市 　 　 ○ ○ ○ ○
箕⾯市 ○ ○ ○ ○ ○

⽻曳野市 ○ ○
⾨真市 ○

東⼤阪市 ○ ○ ○
6 4 11 15 8 21
7 5 12 16 9 22

⼤阪府

滋賀県

京都府

三重県

　市計

三重県（県＋市）計

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入
していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。

都道府県名 市区名

問１１

低入札価格調査制度 最低制限価格制度
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○ ○ ○
津市 ○

四⽇市市 ○
伊勢市 ○ ○
松阪市 ○ ○
桑名市 ○
鈴⿅市 ○ ○

2 1 0 1 0 0 4 1 0
2 2 1 2 0 0 4 1 0
○ ○ ○

⼤津市 ○
彦根市 ○
⻑浜市 ○ ○
草津市 ○

東近江市 ○
1 0 0 2 0 0 3 0 0
2 1 0 3 0 0 3 0 0

○ ○ ※
京都市 ○ 　 　
宇治市 ○

1 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ※

⼤阪市 ○
堺市 ○

岸和⽥市 ○
豊中市 ○
池⽥市 ○
吹⽥市 ○
⾼槻市 ○ ○
守⼝市 ○
枚⽅市 ○
茨⽊市 ○
⼋尾市 　 ○

富⽥林市 ○
寝屋川 ○

河内⻑野市 ○ ○
松原市 ○ 　 ○ ○ ○
⼤東市 ○
和泉市 ○
箕⾯市 ○

⽻曳野市 ○
⾨真市 ○

東⼤阪市

4 1 1 9 0 0 7 3 0
5 2 2 10 1 0 7 3 0

滋賀県

京都府
滋賀県（県＋市）計

三重県

年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。

問１2

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

あらかじめ
最低賃金額
の改定を見
越して予算
を確保し、契
約時点で反
映するよう努
めている

人件費の単
価が改定後
の最低賃金
額を下回った
場合には適切
な価格での単
価見直しを行
う旨の条項を
契約書に入れ
ている

発注機関
側から受
注企業に
対し見直し
の必要が
あるかどう
か確認を
行った

受注企業から
見直しの申し
出があった場
合であって、そ
の申し出が妥
当であると判断
できる場合に
は契約金額の
見直しについて
応じることとし
た

　市計

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

三重県（県＋市）計

　市計

⼤阪府
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○ ○ ○ ○ ○
津市 ○ ○ ○

四⽇市市 ○ ○
伊勢市 ○
松阪市 ○ ○
桑名市 ○ 　 　
鈴⿅市 ○ ○ 　

2 5 2 2 0 0 0 0 0
3 6 3 3 1 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○

⼤津市 ○ ○
彦根市 ○
⻑浜市 ○ ○ ○ ○ ○
草津市 ○ ○ ○ ○

東近江市 ○ ○ ○ ○
3 4 4 2 2 0 1 0 0
4 5 5 3 3 0 1 0 0
○ ○ ○

京都市 ○ ○ ○ ○
宇治市 ○ ○ ○

2 2 2 1 0 0 0 0 0
3 3 3 1 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○

⼤阪市 ○ ○
堺市 ○ ○ ○ ○ ※ ○

岸和⽥市 ○ ○ ○ ○
豊中市 ○ ○
池⽥市 ○ ○
吹⽥市 ○ ○
⾼槻市 ○ ○ ○
守⼝市 ○ ○
枚⽅市 ○ ○ 　
茨⽊市 ○ ○
⼋尾市 ○ ○ ○ ○

富⽥林市 ○ ○
寝屋川 ○ ○ ○

河内⻑野市 ○ ○
松原市 ○
⼤東市 ○ ○
和泉市 ○ ○ 　
箕⾯市 ○ ○

⽻曳野市 ○
⾨真市 ○ ○ ○ ○ ○

東⼤阪市 ○ ○
17 17 6 3 2 1 3 2 1
18 18 7 4 3 1 3 2 1

滋賀県

京都府

三重県

問１3

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してくださ
い。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
を運用して
いる。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
の運用基準
を策定して
いる

物件及び役務の
契約の途中で、労
務費、原材料費、
エネルギーコスト
等の実勢価格に
変化が生じた場
合には、契約金額
を変更する必要
があるか否かに
ついて検討し、適
切に対応するもの
としている

物件及び役務の契
約について、労務
費、原材料費、エネ
ルギーコスト等の
上昇に伴う契約金
額の変更について
申出があった場合
には、その可否に
ついて協議を行う
旨の条項が契約書
に盛り込まれてい
る

公共工事の発注
に当たって、実勢
価格を反映した
適切な請負代金
の設定や適正な
工期の確保につ
いて、契約後の
状況に応じた必
要な契約変更の
実施も含め、適
切に対応するも
のとしている

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

特に対応
はしていな
い

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

都道府県名 市区名

　市計

⼤阪府（府＋市）計

　市計

三重県（県＋市）計

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

京都府（府＋市）計
⼤阪府
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○ ○ ○ ○
津市 ○

四⽇市市 ○ ○
伊勢市 ○ ○
松阪市 ○
桑名市 ○ ○
鈴⿅市 ○ ○ ○ ○

6 0 1 1 4 0 0 0 0 0
7 1 2 1 5 0 0 0 0 0
○ ○ ○

⼤津市 ○
彦根市 ○
⻑浜市 ○ ○ ○
草津市 ○

東近江市 ○
2 0 2 1 0 0 0 0 0 2
3 0 3 1 1 0 0 0 0 2
○ ○ ○ ○

京都市 ○ ○ ○ ○ ○ ※
宇治市 ○

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
2 2 1 2 1 0 0 1 0 1
○ ○ ○ ○ ○ ※

⼤阪市 ○
堺市 ○ ○

岸和⽥市 ○
豊中市 ○ ○ 　　
池⽥市 ○ ○ ○
吹⽥市 ○
⾼槻市 ○
守⼝市 ○ ○
枚⽅市 ○
茨⽊市 ○
⼋尾市 ○ ○ ○

富⽥林市 ○
寝屋川 ○ ○ ○

河内⻑野市 ○
松原市 ○
⼤東市 ○
和泉市 ○
箕⾯市 ○

⽻曳野市 ○
⾨真市 ○

東⼤阪市 ○ ○
12 2 5 1 3 0 0 0 0 8
13 3 6 2 3 0 0 1 0 8

⼤阪府

滋賀県

京都府

三重県

都道府県名 市区名

問１４

新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。
（注）オープンカウンター方式とは、物品調達等（主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手方を特定せず、
案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

トライアル
発注制度
等を活用
して、新規
中小企業
者への受
注機会の
増大を
図った

国等と連
携して、地
域の新規
中小企業
者の受注
機会の増
大に努め
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に取組
んでいな
い

一般競争入
札に際し、契
約の履行の
確保に支障
がない限り、
過去の実績
を過度に求
めなかった

競争参加者の
資格の設定に
際し、契約の
履行の確保に
支障がない限
り、下位等級
者の参加が可
能となるよう弾
力的な運用に
努めた

少額随契に
際し、契約履
行の支障の
有無に留意
しながら、新
規中小企業
者を見積先
に含めるよう
努めた

見積先が固
定化しない
よう、小企業
者を含む小
規模事業者
や調達実績
が少ない新
規中小企業
者にも配慮
した

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

　市計

三重県（県＋市）計

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

オープンカ
ウンター方
式（注）の
採用（HPな
ど電子的
手段で案
件を公開
する形での
実施）
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

○ 984 982 223,095,566 222,353,547 0 0 0 0
津市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

四⽇市市 ○ 0 0 0 0 101 101 20,198,596 20,198,596
伊勢市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
松阪市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
桑名市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴⿅市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 0 0 0 0 101 101 20,198,596 20,198,596
0 7 984 982 223,095,566 222,353,547 101 101 20,198,596 20,198,596

○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼤津市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
彦根市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⻑浜市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
草津市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

東近江市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
○ 0 0 0 0 1 1 8,000 8,000

京都市 ○ 1 0 737,000 0 2 0 8,505,200 0
宇治市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 737,000 0 2 0 8,505,200 0
2 1 1 0 737,000 0 3 1 8,513,200 8,000
○ 27 23 172,462,525 131,553,173 0 0 0 0

⼤阪市 ○ 31 14 54,710,073 1,800,799 0 0 0 0
堺市 ○ 9 5 18,606,489 2,648,492 0 0 0 0

岸和⽥市 ○ 10 10 524,232 524,232 0 0 0 0
豊中市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
池⽥市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
吹⽥市 ○ 57 57 1,096,188 1,096,188 1 0 57,328,700 0
⾼槻市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
守⼝市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
枚⽅市 ○ 11 0 426,118 0 0 0 0 0
茨⽊市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼋尾市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

富⽥林市 ○ 11 11 29,660,950 29,660,950 0 0 0 0
寝屋川 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

河内⻑野市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
松原市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⼤東市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
和泉市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
箕⾯市 ○ 1 0 757,603 0 0 0 0 0

⽻曳野市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⾨真市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

東⼤阪市 ○ 0 0 0 0 56 56 50,757,300 50,757,300
2 19 130 97 105,781,653 35,730,661 57 56 108,086,000 50,757,300
3 19 157 120 278,244,178 167,283,834 57 56 108,086,000 50,757,300

滋賀県

京都府

三重県

　市計

三重県（県＋市）計

競争入札参加資格の審査
で、官公需適格組合に対す
る総合点数の算定方法に
関する特例の設定をしてい
ますか。下記項目から、該
当するいずれかを選択して
ください。

物件 工事

都道府県名 市区名 設定してい
ない 官公需適

格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

⼤阪府

－ ①

問１５

－ ②

設定してい
る
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

52 52 1,218,808 1,218,808 1,036 1,034 224,314,374 223,572,355
津市 0 0 0 0 0 0 0 0

四⽇市市 10 10 3,993,000 3,993,000 111 111 24,191,596 24,191,596
伊勢市 0 0 0 0 0 0 0 0
松阪市 0 0 0 0 0 0 0 0
桑名市 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴⿅市 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 3,993,000 3,993,000 111 111 24,191,596 24,191,596
62 62 5,211,808 5,211,808 1,147 1,145 248,505,970 247,763,951
12 2 208,134,300 136,730,000 0 0 208,134,300 136,730,000

⼤津市 0 0 0 0 0 0 0 0
彦根市 0 0 0 0 0 0 0 0
⻑浜市 5 3 30,418,960 9,958,960 5 3 30,418,960 9,958,960
草津市 0 0 0 0 0 0 0 0

東近江市 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 30,418,960 9,958,960 5 3 30,418,960 9,958,960

17 5 238,553,260 146,688,960 5 3 238,553,260 146,688,960
1 1 755,000 755,000 2 2 763,000 763,000

京都市 6 0 35,993,650 0 9 0 45,235,850 0
宇治市 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 35,993,650 0 9 0 45,235,850 0
7 1 36,748,650 755,000 11 2 45,998,850 763,000
1 1 6,913,500 6,913,500 28 24 179,376,025 138,466,673

⼤阪市 2 1 11,773,520 91,300 33 15 66,483,593 1,892,099
堺市 0 0 0 0 9 5 18,606,489 2,648,492

岸和⽥市 0 0 0 0 10 10 524,232 524,232
豊中市 0 0 0 0 0 0 0 0
池⽥市 0 0 0 0 0 0 0 0
吹⽥市 192 192 123,305,321 123,305,321 250 249 181,730,209 124,401,509
⾼槻市 0 0 0 0 0 0 0 0
守⼝市 0 0 0 0 0 0 0 0
枚⽅市 0 0 0 0 11 0 426,118 0
茨⽊市 0 0 0 0 0 0 0 0
⼋尾市 0 0 0 0 0 0 0 0

富⽥林市 0 0 0 0 11 11 29,660,950 29,660,950
寝屋川 6 6 74,713,592 74,713,592 6 6 74,713,592 74,713,592

河内⻑野市 0 0 0 0 0 0 0 0
松原市 0 0 0 0 0 0 0 0
⼤東市 0 0 0 0 0 0 0 0
和泉市 0 0 0 0 0 0 0 0
箕⾯市 0 0 0 0 1 0 757,603 0

⽻曳野市 1 1 831,600 831,600 1 1 831,600 831,600
⾨真市 0 0 0 0 0 0 0 0

東⼤阪市 0 0 0 0 56 56 50,757,300 50,757,300
201 200 210,624,033 198,941,813 388 353 424,491,686 285,429,774
202 201 217,537,533 205,855,313 416 377 603,867,711 423,896,447

滋賀県

京都府

三重県

役務 合計

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合と
の契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

　市計

⼤阪府（府＋市）計

⼤阪府

問１５（つづき）

－②（つづき）

三重県（県＋市）計

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

京都府（府＋市）計

　市計

都道府県名 市区名
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問１７

○ ○ ○ ○ ※
津市 ○

四⽇市市 ○
伊勢市 ○
松阪市 ○
桑名市 ○ ○ ○
鈴⿅市 ○

1 1 5 1 0
2 2 6 2 0

○
⼤津市 ○
彦根市 ○
⻑浜市 ○ ○
草津市 ○

東近江市 ○
1 0 3 0 2
1 0 4 0 2

○ ○ ○
京都市 ○ ○ ○
宇治市 ○ ○

0 1 2 2 0
0 2 3 3 0
○ ○ ○ ○

⼤阪市 ○
堺市 ○

岸和⽥市 ○ ○ ○
豊中市 ○
池⽥市 ○ ※
吹⽥市 ○ ○
⾼槻市 ○ ○
守⼝市 ○ ○ ○
枚⽅市 ○
茨⽊市 ○
⼋尾市 ○

富⽥林市 ○ ○
寝屋川 ○ ○ ○ ○

河内⻑野市 ○ ○
松原市 ○
⼤東市 ○ ○
和泉市 ○
箕⾯市 ○

⽻曳野市 ○
⾨真市 ○ ○ ○ ○

東⼤阪市 ○
3 4 19 9 1
4 5 20 10 1

滋賀県

京都府

三重県

国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織
内でどこまで周知していますか。下記の項目のうち、該当
するものを全て選択してください。

上記以外の中小企業者に対す
る受注機会の増大のための先
進的な取組など官公需施策を推
進するための事例等がございま
したらご記入ください。　【自由回
答】
　
ex.中小企業者、新規中小企業
者を特に考慮した発注の取組な
ど。

問１６

個々の契
約業務を
行ってい
る窓口担
当者

国等の契約の
基本方針自体
は共有してい
ないが、自組
織で作成した
「中小企業者
に関する契約
の方針」を周
知・共有してい
る

組織の長
を含む組
織幹部

会計部局 調達・契
約を行っ
ている部
局課室

　市計

三重県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

滋賀県（県＋市）計

　市計

京都府（府＋市）計

　市計

⼤阪府（府＋市）計

⼤阪府
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問１

○ ○ ※ ○
神⼾市 ○ ○ ○ ※ ○
姫路市 ○ ○ ※ ○
尼崎市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
明⽯市 ○ ○ 　　 ○ ○
⻄宮市 ○ ○ ○
伊丹市 ○ ○ ○ ○

加古川市 ○ ○ ○ ○
宝塚市 ○ ○ ○ ○
川⻄市 ○ ○ ○ ○
三⽥市 ○ ○ ○

10 1 6 3 7 0 0 10
11 2 6 3 7 1 0 10
○ ○ ○ ○

奈良市 ○ ○
橿原市 ○ ○ ○
⽣駒市 ○ ○ ○ ○

2 0 1 1 2 0 0 3
3 0 2 1 3 0 0 4
○ ○ ※ 　　 ○ ※ ○

和歌⼭市 ○ ○ ○
1 0 0 0 1 0 0 1
2 1 0 1 1 0 0 2
○ ○ ※ 　　 ○ ※ 　　 ○

⿃取市 ○ ○ ※ ○ ○
⽶⼦市 ○ ○ ※ ○ ○

2 2 0 0 2 0 0 2
3 3 0 1 2 0 0 3
○ ○ ※ ○ ○

松江市 ○ ○ ※ ○ ○
出雲市 ○ ○ ○ ○

2 1 1 0 2 0 0 2
3 2 1 0 3 0 0 3
○ ○ ○ ○

岡⼭市 ○ ○ ※ ○ ○
倉敷市 ○ ○ ○ ○

2 1 1 0 2 0 0 2
3 1 2 0 3 0 0 3

 ○ 　　 ○ ○
広島市 ○ ○ ○ ○
呉市 ○ ○ ○

尾道市 ○ ○ ○ ※ 　　 ○
福⼭市 ○ ○ ○ ※ 　　 ○

東広島市 ○ ○ ○
廿⽇市市 ○ ○ ○ ※ ○

4 0 6 4 2 0 0 6
5 0 6 4 3 0 0 7

兵庫県

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計
⿃取県

島根県

岡⼭県

広島県

奈良県

和歌⼭県

　市計

広島県（県＋市）計

都道府県名 市区名

問２ 問３

契約の方
針を作成
していない

設定してい
る

公表してい
る

URL
設定してい
ない

講じている
条例を制
定している

条例の
URL

条例を制
定していな
い

契約の方
針を作成
している

契約の方
針のURL

中小企業
者の受注
機会の増
大のため
の措置を
講じていま
すか

中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例
の制定の有無にかかわらず「契約の方針」を作成していますか。下記
項目のうち、該当するものを全て選択してください。また、ホームペー
ジに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者
向けの契約見込額、又はその比率について、目標
値を設定していますか。下記の項目のうち、該当す
るものを全て選択してください。
また、「設定している」を選択した場合において、目
標値又は比率をホームページで公表しているとき
は、「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してく
ださい。
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○ ○ ○ ○ ○ ○
神⼾市 ○ ○ ○ ○ ○
姫路市 ○ ○ ○ ○ ○
尼崎市 ○ ○ ○ ○ ○
明⽯市 ○ ○ ○ ○ ○
⻄宮市 ○ ○ ○ ○ ○
伊丹市 ○ ○

加古川市 ○ ○ ○ ○
宝塚市 ○ ○ ○
川⻄市 ○ ○ ○ ○ ○
三⽥市 ○ ○ ○ ○ ○

0 10 6 10 8 0 4 6 0 0 0 0
1 10 7 11 9 0 5 7 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　　 　　
奈良市 ○ ○ ○ ○
橿原市 ○ ○ ○ ○
⽣駒市 ○ ○ ○ ○

0 3 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0
0 4 3 4 4 1 1 2 1 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
和歌⼭市 ○ ○ ○ ○ ○

0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
0 2 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⿃取市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽶⼦市 ○ ○ ○

0 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0
0 3 2 3 3 0 2 2 0 0 0 1

○ ○ ○ ○
松江市 ○ ○ ○ ○ ○
出雲市 ○ ○ ○ ○

0 2 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0
0 3 0 3 3 0 1 3 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
岡⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
倉敷市 ○ ○ ○ ○ ○

0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0
0 3 3 3 3 0 1 3 0 0 0 0

 ○ ○ ○ ○ ○ ○
広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
呉市 ○ ○ ○ ○

尾道市 ○ ○ ○ ○
福⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ 　

東広島市 ○ ○ ○ ○ ○
廿⽇市市 ○ ○ ○ ○ ※

0 6 4 6 4 0 2 6 0 2 0 0
0 7 5 7 5 0 3 7 0 2 0 0

兵庫県

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

奈良県

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

広島県（県＋市）計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

⿃取県

島根県

岡⼭県

広島県

和歌⼭県

都道府県名 市区名

問４

公表して
いる

その他の
取組の具
体的な内
容

付与して
いない

URL
公表して
いない

官公需契約実績額及び中小企業
者向け契約実績額、又はその比
率について、公表していますか。
下記の項目から、該当するいずれ
かを選択してください。
　また、ホームページに掲載して
いる場合は、そのＵＲＬを記載して
ください。

物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らかの条件等を
付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

「業者選定
基準」等の
運用基準
の設定

地域要件
の設定（発
注地域内
に本店又
は営業所
を有する
者など）

予定価格
に応じて
等級格付
区分を限
定（上位等
級者の参
加を参加
を認めな
い）

少額予定価格
の土木一式工
事を対象に、
受注機会の少
ない小規模な
建設業者の入
札参加機会の
拡大のため、
「参加希望型
競争入札」を
実施

問５

下請要件
（県内下請
比率）設
定、地域
貢献度、
地域産資
材の調達
などのい
ずれか

総合評価落札方式
において、企業の
技術力（施工計画、
企業の施工実績、
配置予定技術者の
能力等）や地域・社
会貢献度（地域精
通度、防災活動等
による貢献、ボラン
ティア活動による貢
献、県内企業等の
活用、県産資材の
優先使用）を評価

入札参加
資格審査
基準にお
いて、官公
需適格組
合を要件
に設定

左記以外
の条件等
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○ ○ ○ ○ ○ ○
神⼾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
姫路市 ○ ○ ○ ○ ○
尼崎市 ○ ○ ○
明⽯市 ○ ○ ○
⻄宮市 ○
伊丹市 ○ ○

加古川市 ○ ○ ○
宝塚市 ○ ○ ○ ○
川⻄市 ○ ○ ○
三⽥市 ○ ○ ○ ○ ○

6 6 10 7 1 1 5 0 0
7 7 11 8 1 1 6 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　　

奈良市 ○ ○ ○
橿原市 ○ ○ ○
⽣駒市 ○ ○ ○ ○

2 3 3 1 1 0 0 0 0
3 4 4 2 2 0 1 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

和歌⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 2 2 2 2 2 2 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⿃取市 ○ ○ ○
⽶⼦市 ○ ○ ○ ○

2 2 2 1 0 0 0 0 0
3 3 3 2 1 0 1 1 1
○ ○ ○ ○

松江市 ○ ○ ○ ○ ○
出雲市 ○ ○ ○ ○ ○

2 1 2 2 0 2 1 0 0
3 2 3 3 0 2 1 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
倉敷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 2 2 2 1 0 2 1 0
3 3 3 3 2 1 3 1 0

 ○ ○ ○ ○
広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
呉市 ○ ○ ○ ○

尾道市 ○ ○ ○ ○ ○
福⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　　

東広島市 ○ ○ ○ ○
廿⽇市市 ○ ○ ○ ○

6 5 6 6 3 0 3 1 0
7 6 7 7 3 0 3 1 0

島根県

兵庫県

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計
⿃取県

岡⼭県

広島県

奈良県

和歌⼭県

　市計

広島県（県＋市）計

予算の繰
越し

債務負担
行為の活
用

発注見通
しの公表

早期発注

物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当する
ものを全て選択してください。

その他の
平準化の
取組

発注時期
の平準化
のための
実態把握
（モニタリ
ング、受注
事業者へ
のアン
ケート等）

物件の発
注におけ
る納入条
件（納入場
所、納入
回数等、
他）の明確
化

物件の発
注におけ
る直接及
び間接（原
材料等を
含む）の銘
柄の指定
を禁止

平準化や
納入条件
の明確化
等には、
特に配慮
していない

都道府県名 市区名

問６
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○
神⼾市 ○ ○ ○
姫路市 ○
尼崎市 ○ ○ ○
明⽯市 　　 ○
⻄宮市 ○
伊丹市 ○

加古川市 ○
宝塚市 ○
川⻄市 ○
三⽥市 ○

3 2 0 1 6 1 0 1
4 2 0 1 6 1 0 1
○ ○ ○ ○ ○

奈良市 ○ ○
橿原市 ○
⽣駒市 ○ ○

0 0 1 0 2 0 1 1
1 1 2 0 3 1 1 1
○ ○ ○ ○

和歌⼭市 ○ ○ ○
1 0 0 0 1 1 0 0
2 1 0 0 2 2 0 0
○ ○ ○ ○ ○

⿃取市 ○ ○
⽶⼦市 ○

0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 2 1 2 1

○
松江市 ○
出雲市 ○

0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 1 0 0
○ ○ ○

岡⼭市 ○
倉敷市 ○

2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 1 0 0

 ○ ○
広島市 ○ ○
呉市 ○

尾道市 ○
福⼭市 ○ ○ 　

東広島市 ○
廿⽇市市 ○

2 0 1 0 4 0 1 0
3 0 1 0 5 0 1 0

広島県

島根県

兵庫県

問７

　市計

和歌⼭県（県＋市）計

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

⿃取県

奈良県

和歌⼭県
奈良県（県＋市）計

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

広島県（県＋市）計

岡⼭県

都道府県名 市区名

コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含
まれる場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る
権利（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

書面で著作物
の利用目的や
期間等を明確
化することによ
り、著作権等
の譲渡・利用
範囲を特定で
きるようにして
いる

契約書等に
は記載して
いないが納
入時に中間
生成物（納
入物の印刷
データ等）の
譲渡を求め
ているもの
がある

知的財産
権について
は特に配
慮していな
い

知的財産
権が含ま
れるような
発注はない

左記により
特定した譲
渡・利用範
囲を元に算
定された譲
渡対価等を
含めて契約
金額を決定
している

著作権等
の譲渡契
約は物品
等の発注
契約とは別
で締結して
いる

コンテンツ
版バイ・
ドール契約
（注）を適
用している
ものがある

契約書等
に著作権
等は発注
者に無償
譲渡すると
定めている
ものがある
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○
神⼾市 ○ ○ ○ ○
姫路市 ○ ○
尼崎市 ○
明⽯市 ○
⻄宮市 ○
伊丹市 ○ ※

加古川市 ○ ○
宝塚市 ○
川⻄市 ○
三⽥市 ○ ○

5 1 3 1 2 1 0 1 2
6 1 3 1 2 1 0 1 2
○ ○ ○ ○ ○ 　

奈良市 ○ ○
橿原市 　 ○ ※
⽣駒市 ○

1 1 1 0 0 1 0 0 0
2 2 2 1 1 1 0 0 0
○ ○

和歌⼭市 ○ ○
1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 1 0 1 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

⿃取市 ○
⽶⼦市 ○ ※

0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 2 0 0 1 0 1 1
○ ○

松江市 ○ ○
出雲市 ○ ○

2 0 2 0 0 0 0 0 0
3 0 2 0 0 0 0 0 1
○ 　

岡⼭市 ○
倉敷市 ○ ○

1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0

 ○ ○
広島市 ○
呉市 ○

尾道市 ○
福⼭市 ○ ○ 　　

東広島市 ○
廿⽇市市 ○

2 0 1 0 0 0 0 0 4
3 0 2 0 0 0 0 0 4

広島県

島根県
⿃取県（県＋市）計

奈良県

和歌⼭県

兵庫県

都道府県名 市区名

問８

　市計

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計
⿃取県

岡⼭県

　市計

広島県（県＋市）計

　市計

石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目のうち、
該当するものを全て選択してください。

災害時にお
ける燃料供
給協定を石
油組合と締
結している

災害時にお
いて協定を
締結してい
る石油組合
と平時にお
いても燃料
供給協定を
締結してい
る

平時の燃
料調達にお
いて、協定
を締結して
いる石油組
合と随意契
約を締結し
燃料供給を
受けている

平時の燃料調達
において、一般競
争により調達する
場合、災害時の
燃料供給協定を
締結しているこ
と、管内に燃料供
給協定を有してい
ること等、適切な
地域要件の設定
を行っている

平時の燃料調達に
おいて、協定を締結
している石油組合（こ
れを構成する組合員
を含む。）から費用対
効果において優れた
ものとすること等を十
分検討（公正性につ
いての検討を含
む。）しつつ、分離・
分割による調達を
行っている

左記以外
の取組を実
施している

その他の
取組の具
体的内容

平時におい
ては燃料調
達を行うこ
とがない

平時におい
ては特に配
慮していな
い
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○ ※ ○ ○ ○ ○
神⼾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
姫路市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
尼崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
明⽯市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻄宮市 ○ ○ ○ ○ ○
伊丹市 ○ ○ ○ ○

加古川市 ○ ○ ○ ○
宝塚市 ○ ○ ○ ○
川⻄市 ○ ○ ○ ○ ○
三⽥市 ○ ○ ○

6 2 0 0 3 2 10 10 6 6 3 6 0
6 2 1 0 3 2 11 11 6 7 3 7 0
○ 　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

奈良市 ○ ○ ○
橿原市 ○ ○ ○
⽣駒市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 0 0 0 2 1 3 1 1 3 0 0 0
2 0 0 0 2 2 4 2 2 4 1 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

和歌⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
2 0 1 0 0 1 2 2 1 2 1 2 0
○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⿃取市 ○ ○ ○ ○
⽶⼦市 ○ ○ ○ 　　 ○ ○ ○

1 0 0 0 1 0 2 2 0 2 1 1 0
2 0 1 0 2 1 3 3 0 3 2 2 1

○ ○ ○ ○ ○
松江市 ○ ○ ○ ○ ○
出雲市 ○ 　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 1 0 0 0 1 2 1 2 2 1 1 0
1 1 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
倉敷市 ○ ○ ○ ○ ○

0 1 0 0 1 0 2 2 1 2 2 0 0
1 1 0 0 1 0 3 3 2 3 3 1 0

 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
呉市 ○ ○ ○ ○

尾道市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
福⼭市 ○ 　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

東広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
廿⽇市市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 1 0 0 1 3 6 6 2 6 5 5 0
5 1 1 0 1 4 7 7 3 7 6 6 0

岡⼭県

広島県

島根県

奈良県

和歌⼭県

兵庫県

問９ 問１0

ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記項目のうち、該当するもの
を全て選択してください。

人件費比
率の高い
役務契約
について、
業務内容
に応じて部
分払い（毎
月払い等）
を実施した

都道府県名 市区名

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

広島県（県＋市）計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

⿃取県

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮につい
て、下記のうち、該当するものを全て選択してください。

発注に当たっ
て、需給の状
況、原材料・人
件費・エネル
ギーコスト等の
最新の実勢価
格等を踏まえ
た積算に基づ
き予定価格を
作成した

工事等の
発注に際
し、いわゆ
る歩切り
や予定価
格等の事
前公表を
取りやめ
た

低入札価
格調査制
度を活用
している

低入札価格調査
基準価格を下回
る価格により落
札した者と契約
する場合には、
人件費が明記さ
れた入札価格内
訳書を徴収し、
最低賃金額を下
回る人件費でな
いことを確認して
いる

低入札価格
調査基準価
格を下回る
価格で契約
した場合に
は、当該案
件全てを
ホームペー
ジ等で公表
している

特に配慮
していない

官公需契
約に係る
債権譲渡
が必要と
認められ
る場合に
は承諾し
た

左記以外
の取組を
実施して
いる

その他の
取組の具
体的内容

特に配慮
していな
い

ダンピング
の防止に
ついて、
ホーム
ページや
入札説明
会で周知
した

公共工事
の入札の
際に、入
札金額の
内訳書の
提出を求
めた
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役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事 役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事

○ ○ ○
神⼾市 　 ○ ○ ○ ○ ○
姫路市 ○ ○ ○
尼崎市 ○ ○ ○ ○
明⽯市 ○ ○ ○ ○
⻄宮市 ○ ○ ○ ○
伊丹市 ○ ○ ○ ○

加古川市 ○ ○
宝塚市 ○ ○ ○
川⻄市 ○ ○ ○ ○
三⽥市 ○ ○ ○

1 1 7 10 7 10
1 1 8 11 7 11
○ ○ ○ ○ ○ ○

奈良市 ○ ○ ○
橿原市 ○ ○ ○
⽣駒市 ○ ○

0 0 3 2 0 3
1 1 4 3 1 4
○ ○ ○ ○ ○

和歌⼭市 ○ ○ ○ ○
0 0 1 1 1 1
1 0 2 2 2 2
○ ○ ○ ○ ○ ○

⿃取市 ○ ○ ○ ○
⽶⼦市 ○ ○ ○ ○

0 0 2 2 2 2
1 1 3 3 3 3
○ ○ ○ ○ ○

松江市 ○ ○ ○ ○ ○
出雲市 ○ ○ ○

2 0 2 1 1 2
3 0 3 2 2 3
○ ○ ○ ○

岡⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
倉敷市 ○ ○ ○

1 1 2 2 0 2
2 1 3 3 0 3

 ○ ○ ○
広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
呉市 ○ ○ ○ ○

尾道市 ○ ○ ○
福⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

東広島市 ○ ○ ○
廿⽇市市 ○ ○ ○

2 2 6 6 3 6
3 3 7 6 3 6

岡⼭県

広島県

⿃取県

島根県

奈良県

和歌⼭県

兵庫県

都道府県名 市区名

問１１

ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入
していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

広島県（県＋市）計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

低入札価格調査制度 最低制限価格制度
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○
神⼾市 ○
姫路市 ○
尼崎市 ○
明⽯市 ○
⻄宮市 ○
伊丹市 ○

加古川市 ○
宝塚市 ○ ○
川⻄市 ○ ○
三⽥市 ○

1 0 1 2 0 0 7 1 0
1 0 1 2 0 0 8 1 0
○ ○ ○ ○ 　 　　

奈良市 ○
橿原市 ○ ○
⽣駒市 ○

0 1 0 0 0 0 1 1 1
1 2 1 1 0 0 1 1 1

○ ○
和歌⼭市 ○

0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 1 0

○ ○ ○
⿃取市 ○
⽶⼦市 ○

0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0 2 1 0
○

松江市 ○ ※ 　 　
出雲市 ○

0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0

○ ○
岡⼭市 ○
倉敷市 ○

0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 2 0 0 1 0 0

 ○ ○ ※
広島市 ○
呉市 ○

尾道市 ○
福⼭市 ○ ○

東広島市 ○ ○
廿⽇市市 ○

3 1 0 0 0 0 2 2 0
3 1 1 0 1 0 2 2 0

広島県

島根県

奈良県

和歌⼭県

兵庫県

問１2

年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

あらかじめ
最低賃金額
の改定を見
越して予算
を確保し、契
約時点で反
映するよう努
めている

人件費の単
価が改定後
の最低賃金
額を下回った
場合には適切
な価格での単
価見直しを行
う旨の条項を
契約書に入れ
ている

発注機関
側から受
注企業に
対し見直し
の必要が
あるかどう
か確認を
行った

受注企業から
見直しの申し
出があった場
合であって、そ
の申し出が妥
当であると判断
できる場合に
は契約金額の
見直しについて
応じることとし
た

都道府県名 市区名

　市計

広島県（県＋市）計

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計
⿃取県

岡⼭県
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○ ○ ○
神⼾市 ○ ○ ○
姫路市 ○ ○ ○ ○
尼崎市 ○ ○ ○
明⽯市 ○
⻄宮市 ○ ○
伊丹市 ○ ○ ○

加古川市 ○ ○
宝塚市 ○ ○ ○ ○
川⻄市 ○ ○
三⽥市 ○ ○ ○ ○ ○

8 9 4 3 3 0 1 1 0
9 10 5 3 3 0 1 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

奈良市 ○
橿原市 ○ ○
⽣駒市 ○

0 1 0 0 0 0 1 1 1
1 2 1 1 1 0 1 1 2
○ ○ ○ ○

和歌⼭市 ○ ○
0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0 1 1 1
○ ○ ○ ○ ○ ○

⿃取市 ○ ○ ○
⽶⼦市 ○

1 2 0 1 0 0 0 0 0
2 3 1 2 0 0 1 1 0
○

松江市 ○ ○ ○
出雲市 ○ ○ ○

2 2 2 0 0 0 0 0 0
3 2 2 0 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

岡⼭市 ○ ○ ○ ○
倉敷市 ○ ○

1 2 2 0 1 0 0 0 0
2 3 2 1 2 0 0 0 0

 ○ ○ ○
広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ※
呉市 ○ ○

尾道市 ○ ○ ○
福⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ 　　

東広島市 ○ ○ ○
廿⽇市市 ○ ○

5 5 5 3 1 1 0 0 0
6 6 6 3 1 1 0 0 0

岡⼭県

広島県
岡⼭県（県＋市）計

⿃取県

島根県

奈良県

和歌⼭県

兵庫県

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してくださ
い。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
を運用して
いる。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
の運用基準
を策定して
いる

問１3

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

公共工事の発注
に当たって、実勢
価格を反映した
適切な請負代金
の設定や適正な
工期の確保につ
いて、契約後の
状況に応じた必
要な契約変更の
実施も含め、適
切に対応するも
のとしている

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

物件及び役務の
契約の途中で、労
務費、原材料費、
エネルギーコスト
等の実勢価格に
変化が生じた場
合には、契約金額
を変更する必要
があるか否かに
ついて検討し、適
切に対応するもの
としている

物件及び役務の契
約について、労務
費、原材料費、エネ
ルギーコスト等の
上昇に伴う契約金
額の変更について
申出があった場合
には、その可否に
ついて協議を行う
旨の条項が契約書
に盛り込まれてい
る

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

　市計

広島県（県＋市）計

　市計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計

　市計

⿃取県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

島根県（県＋市）計

　市計

97



○ ○ ○ ○
神⼾市 ○
姫路市 ○
尼崎市 ○ ○
明⽯市 ○ ○
⻄宮市 ○
伊丹市 ○ ○

加古川市 ○
宝塚市 ○ ○
川⻄市 ○
三⽥市 ○

9 3 1 0 0 0 0 0 0 1
10 4 2 0 0 1 0 0 0 1
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

奈良市 ○ 　　
橿原市 　　 ○
⽣駒市 ○

0 1 0 0 1 0 0 0 1
1 2 1 1 2 1 1 0 1
○ ○ ○

和歌⼭市 ○ ○ ○
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

⿃取市 ○
⽶⼦市 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 1 1 0 0 0 3

○
松江市 ○ ○
出雲市 ○

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
○ ○ ○

岡⼭市 ○ ○ ○
倉敷市 ○

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 2 1 0 1 0 0 0 0 0

 ○
広島市 ○ ○ ○
呉市 ○

尾道市 ○ ○ ○ ○ ○
福⼭市 ○ ○ 　　

東広島市 ○ ○
廿⽇市市 ○

6 3 1 1 3 0 0 0 0 0
6 3 1 1 3 0 0 0 0 1

岡⼭県

広島県

⿃取県

島根県

奈良県

和歌⼭県

　市計

兵庫県

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

広島県（県＋市）計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

　市計

兵庫県（県＋市）計

問１４

新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。
（注）オープンカウンター方式とは、物品調達等（主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手方を特定せず、
案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

都道府県名 市区名 トライアル
発注制度
等を活用
して、新規
中小企業
者への受
注機会の
増大を
図った

国等と連
携して、地
域の新規
中小企業
者の受注
機会の増
大に努め
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に取組
んでいな
い

一般競争入
札に際し、契
約の履行の
確保に支障
がない限り、
過去の実績
を過度に求
めなかった

競争参加者の
資格の設定に
際し、契約の
履行の確保に
支障がない限
り、下位等級
者の参加が可
能となるよう弾
力的な運用に
努めた

少額随契に
際し、契約履
行の支障の
有無に留意
しながら、新
規中小企業
者を見積先
に含めるよう
努めた

見積先が固
定化しない
よう、小企業
者を含む小
規模事業者
や調達実績
が少ない新
規中小企業
者にも配慮
した

オープンカ
ウンター方
式（注）の
採用（HPな
ど電子的
手段で案
件を公開
する形での
実施）
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

○ 0 0 0 0 2 0 132,000 0
神⼾市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
姫路市 ○ 1,151 1,151 139,249,507 139,249,507 0 0 0 0
尼崎市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
明⽯市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⻄宮市 ○ 2 2 27,500 27,500 12 12 545,270,000 545,270,000
伊丹市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

加古川市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
宝塚市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
川⻄市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
三⽥市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 1,153 1,153 139,277,007 139,277,007 12 12 545,270,000 545,270,000
0 11 1,153 1,153 139,277,007 139,277,007 14 12 545,402,000 545,270,000
○ 556 485 42,782,090 34,064,624 17 6 136,948,436 10,228,636

奈良市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
橿原市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⽣駒市 ○ 0 0 0 0 1 1 4,840,000 4,840,000

0 3 0 0 0 0 1 1 4,840,000 4,840,000
1 3 556 485 42,782,090 34,064,624 18 7 141,788,436 15,068,636

○ 1,278 1,278 40,997,568 40,997,568 0 0 0 0
和歌⼭市 ○ 70 70 70,773,686 70,773,686 3 0 74,023,747 0

0 1 70 70 70,773,686 70,773,686 3 0 74,023,747 0
0 2 1,348 1,348 111,771,254 111,771,254 3 0 74,023,747 0

○ 1 1 246,353,465 246,353,465 0 0 0 0
⿃取市 ○ 1 1 65,545,017 65,545,017 0 0 0 0
⽶⼦市 ○ 969 969 31,889,159 31,889,159 0 0 0 0

0 2 970 970 97,434,176 97,434,176 0 0 0 0
0 3 971 971 343,787,641 343,787,641 0 0 0 0

○ 30 30 215,171,181 215,171,181 0 0 0 0
松江市 ○ 2 1 212,561,762 211,126,042 0 0 0 0
出雲市 ○ 1,332 1,331 158,084,731 137,176,205 0 0 0 0

0 2 1,334 1,332 370,646,493 348,302,247 0 0 0 0
0 3 1,364 1,362 585,817,674 563,473,428 0 0 0 0
○ 0 0 0 0 0 0 0 0

岡⼭市 ○ 0 0 0 0 2 0 149,226,000 0
倉敷市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 2 0 149,226,000 0
3 0 0 0 0 0 2 0 149,226,000 0

 ○ 11 11 156,498,118 156,498,118 0 0 0 0
広島市 ○ 0 0 0 0 1 1 793,091,403 793,091,403
呉市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

尾道市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
福⼭市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

東広島市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
廿⽇市市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 0 0 0 0 1 1 793,091,403 793,091,403
0 7 11 11 156,498,118 156,498,118 1 1 793,091,403 793,091,403

岡⼭県

広島県

⿃取県

島根県

奈良県

和歌⼭県

兵庫県

　市計

広島県（県＋市）計

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計

工事物件

競争入札参加資格の審査
で、官公需適格組合に対す
る総合点数の算定方法に
関する特例の設定をしてい
ますか。下記項目から、該
当するいずれかを選択して
ください。

設定してい
る

都道府県名 市区名

－ ①

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

設定してい
ない

問１５

－ ②
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

8 5 5,533,900 75,300 10 5 5,665,900 75,300
神⼾市 15 0 1,338,378,250 0 15 0 1,338,378,250 0
姫路市 14 14 173,365,904 173,365,904 1,165 1,165 312,615,411 312,615,411
尼崎市 0 0 0 0 0 0 0 0
明⽯市 3 2 194,527,566 98,600,000 3 2 194,527,566 98,600,000
⻄宮市 3 3 816,420,000 816,420,000 17 17 1,361,717,500 1,361,717,500
伊丹市 0 0 0 0 0 0 0 0

加古川市 0 0 0 0 0 0 0 0
宝塚市 0 0 0 0 0 0 0 0
川⻄市 0 0 0 0 0 0 0 0
三⽥市 0 0 0 0 0 0 0 0

35 19 2,522,691,720 1,088,385,904 1,200 1,184 3,207,238,727 1,772,932,911
43 24 2,528,225,620 1,088,461,204 1,210 1,189 3,212,904,627 1,773,008,211

153 72 576,205,487 31,059,734 726 563 755,936,013 75,352,994
奈良市 0 0 0 0 0 0 0 0
橿原市 0 0 0 0 0 0 0 0
⽣駒市 2 2 5,527,500 5,527,500 3 3 10,367,500 10,367,500

2 2 5,527,500 5,527,500 3 3 10,367,500 10,367,500
155 74 581,732,987 36,587,234 729 566 766,303,513 85,720,494

0 0 0 0 1,278 1,278 40,997,568 40,997,568
和歌⼭市 0 0 0 0 73 70 144,797,433 70,773,686

0 0 0 0 73 70 144,797,433 70,773,686
0 0 0 0 1,351 1,348 185,795,001 111,771,254
4 2 25,697,571 782,571 5 3 272,051,036 247,136,036

⿃取市 0 0 0 0 1 1 65,545,017 65,545,017
⽶⼦市 0 0 0 0 969 969 31,889,159 31,889,159

0 0 0 0 970 970 97,434,176 97,434,176
4 2 25,697,571 782,571 975 973 369,485,212 344,570,212
0 0 0 0 30 30 215,171,181 215,171,181

松江市 7 2 19,150,120 691,680 9 3 231,711,882 211,817,722
出雲市 0 0 0 0 1,332 1,331 158,084,731 137,176,205

7 2 19,150,120 691,680 1,341 1,334 389,796,613 348,993,927
7 2 19,150,120 691,680 1,371 1,364 604,967,794 564,165,108
0 0 0 0 0 0 0 0

岡⼭市 0 0 0 0 2 0 149,226,000 0
倉敷市 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 149,226,000 0
0 0 0 0 2 0 149,226,000 0

 3 3 70,770,965 70,770,965 14 14 227,269,083 227,269,083
広島市 9 8 212,404,327 210,981,251 10 9 1,005,495,730 1,004,072,654
呉市 0 0 0 0 0 0 0 0

尾道市 0 0 0 0 0 0 0 0
福⼭市 0 0 0 0 0 0 0 0

東広島市 0 0 0 0 0 0 0 0
廿⽇市市 0 0 0 0 0 0 0 0

9 8 212,404,327 210,981,251 10 9 1,005,495,730 1,004,072,654
12 11 283,175,292 281,752,216 24 23 1,232,764,813 1,231,341,737

岡⼭県

広島県

⿃取県

島根県

奈良県

和歌⼭県

役務 合計

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合と
の契約金額

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

奈良県（県＋市）計

　市計

兵庫県

岡⼭県（県＋市）計

　市計

広島県（県＋市）計

和歌⼭県（県＋市）計

　市計

⿃取県（県＋市）計

　市計

島根県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

問１５（つづき）

－②（つづき）
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問１７

○ ○ ○ ○
神⼾市 ○
姫路市 ○
尼崎市 ○
明⽯市 ○ ○
⻄宮市 ○ ○ ○ ○
伊丹市 ○

加古川市 ○
宝塚市 ○ ○
川⻄市 ○
三⽥市

1 1 9 3 0
2 2 10 4 0

○ ○
奈良市 ○
橿原市 ○
⽣駒市 ○ ○ ○ ○ ○

1 1 3 1 1
1 2 4 1 1
○ ○ ○ ○

和歌⼭市 ○
0 0 1 0 0
1 1 2 1 0

○ ○
⿃取市 ○
⽶⼦市 　　 ○

0 0 2 0 0
0 1 3 0 0
○ ○ ○ ○

松江市 ○
出雲市 ○

0 0 2 0 0
1 1 3 1 0

○ ○
岡⼭市 ○
倉敷市 ○ ○ ○ ※

1 1 2 0 0
1 1 3 1 0

 ○ ○ ○ ○ ○
広島市 ○
呉市 ○

尾道市

福⼭市 ○
東広島市 ○
廿⽇市市

0 0 3 0 1
1 1 4 1 2

岡⼭県

広島県

⿃取県

島根県

　市計

⿃取県（県＋市）計

奈良県

和歌⼭県

国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織
内でどこまで周知していますか。下記の項目のうち、該当
するものを全て選択してください。

上記以外の中小企業者に対す
る受注機会の増大のための先
進的な取組など官公需施策を推
進するための事例等がございま
したらご記入ください。　【自由回
答】
　
ex.中小企業者、新規中小企業
者を特に考慮した発注の取組な
ど。

問１６

会計部局 調達・契
約を行っ
ている部
局課室

個々の契
約業務を
行ってい
る窓口担
当者

国等の契約の
基本方針自体
は共有してい
ないが、自組
織で作成した
「中小企業者
に関する契約
の方針」を周
知・共有してい
る

組織の長
を含む組
織幹部

　市計

島根県（県＋市）計

　市計

岡⼭県（県＋市）計

　市計

兵庫県（県＋市）計

　市計

奈良県（県＋市）計

　市計

和歌⼭県（県＋市）計

兵庫県

都道府県名 市区名

　市計

広島県（県＋市）計
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問１

○ ○ ※ ○ ○
下関市 ○ ○ ○ ○
宇部市 ○ ○ ※ ○ ○
⼭⼝市 ○ ○ ※ ○ ○
防府市 　　 ○ ○ ○
岩国市 ○ ○ ○ ○
周南市 ○ ○ ○ ○

5 2 4 1 5 1 0 5
6 3 4 1 6 1 0 6
○ ○ ※ ○ ※ ○ ○ ※

徳島市 ○ ○ ※ ○
1 1 0 0 0 0 0 1
2 2 0 1 0 1 1 1
○ ○ ※ 　　 ○ ※ ○

⾼松市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
丸⻲市 ○ ○ ○

2 1 0 1 1 0 0 2
3 2 0 2 1 0 0 3
○ ○ ※ ○ ※ ○

松⼭市 ○ ○ ※ ○ ※ ○
今治市 ○ ○ ○

新居浜市 ○ ○ ○
⻄条市 ○ ○ ○

4 1 0 2 2 0 0 4
5 2 0 3 2 0 0 5
○ ○ ○

⾼知市 ○ ○ ※ ○
1 0 0 1 0 0 0 1
2 0 0 1 1 0 0 2
○ ○ ※ ○ ○

北九州市 ○ ○ ※ ○
福岡市 ○ ○ ※ ○ ※ ○

⼤牟⽥市 ○ ○ ○
久留⽶市 ○ ○ ※ ○
飯塚市 ○ ○ ○

筑紫野市 ○ ○ ※ ○
春⽇市 ○ ○ ※ ○

⼤野城市 ○ ○ ○
⽷島市 ○ 　　 　　 ○ 　　 ○

9 2 0 7 1 0 0 9
10 3 0 8 1 1 0 9
○ ○ ○ ○

佐賀市 ○ ○ ※ ○
唐津市 ○ ○ ※ 　　 ○ ※ ○

2 2 0 1 0 0 0 2
3 2 1 1 1 0 0 3

佐賀県

⾼知県

福岡県

⾹川県

愛媛県

　市計

徳島県（県＋市）計

⼭⼝県

徳島県

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

佐賀県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

　市計

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

都道府県名 市区名

問２ 問３

中小企業
者の受注
機会の増
大のため
の措置を
講じていま
すか

中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例
の制定の有無にかかわらず「契約の方針」を作成していますか。下記
項目のうち、該当するものを全て選択してください。また、ホームペー
ジに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者
向けの契約見込額、又はその比率について、目標
値を設定していますか。下記の項目のうち、該当す
るものを全て選択してください。
また、「設定している」を選択した場合において、目
標値又は比率をホームページで公表しているとき
は、「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してく
ださい。

契約の方
針を作成
していない

設定してい
る

公表してい
る

URL
設定してい
ない

講じている
条例を制
定している

条例の
URL

条例を制
定していな
い

契約の方
針を作成
している

契約の方
針のURL
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○ ○ ○ ○ ○ ○
下関市 ○ ○ ○ ○ ○
宇部市 ○ ○ ○ ○ ○
⼭⼝市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
防府市 ○ ○ ○ ○ ○
岩国市 ○ ○ ○ ○
周南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

0 6 5 6 6 0 2 5 1 0 0 0
0 7 6 7 7 0 3 6 1 0 0 0
○ ※ ○ ○ ○ ○ ○

徳島市 ○ ○ ○ ○ ○
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○
⾼松市 ○ ○ ○ ○ ○
丸⻲市 ○ ○ ○ ○

0 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0
0 3 2 3 2 0 1 3 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
松⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
今治市 ○ ○ ○

新居浜市 ○ ○ ○
⻄条市 ○ ○ ○

0 4 1 4 1 0 0 4 0 0 0 0
0 5 2 5 2 0 1 5 0 0 0 0

○ ○ ○ ○
⾼知市 ○ ○ ○ ○ ○

0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
0 2 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
北九州市 ○ ○ ○ ○ ○
福岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤牟⽥市 ○ ○ ○ ○ ○
久留⽶市 ○ ○ ○ ○
飯塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

筑紫野市 ○ ○
春⽇市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤野城市 ○ ○ ○ ○ ○
⽷島市 ○ ○ ○ ○ ○

0 9 7 9 8 0 3 8 0 0 0 0
0 10 8 10 9 0 4 9 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
佐賀市 ○ ○ ○ ○
唐津市 ○ ○ ○ ○

0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
0 3 1 3 3 0 1 3 0 0 0 0

佐賀県

⾼知県

福岡県（県＋市）計

　市計

福岡県

⾹川県

愛媛県

　市計

徳島県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

　市計

　市計

⼭⼝県

徳島県
⼭⼝県（県＋市）計

佐賀県（県＋市）計

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

問４ 問５

URL
公表して
いない

「業者選定
基準」等の
運用基準
の設定

地域要件
の設定（発
注地域内
に本店又
は営業所
を有する
者など）

予定価格
に応じて
等級格付
区分を限
定（上位等
級者の参
加を参加
を認めな
い）

少額予定価格
の土木一式工
事を対象に、
受注機会の少
ない小規模な
建設業者の入
札参加機会の
拡大のため、
「参加希望型
競争入札」を
実施

下請要件
（県内下請
比率）設
定、地域
貢献度、
地域産資
材の調達
などのい
ずれか

総合評価落札方式
において、企業の
技術力（施工計画、
企業の施工実績、
配置予定技術者の
能力等）や地域・社
会貢献度（地域精
通度、防災活動等
による貢献、ボラン
ティア活動による貢
献、県内企業等の
活用、県産資材の
優先使用）を評価

入札参加
資格審査
基準にお
いて、官公
需適格組
合を要件
に設定

左記以外
の条件等

官公需契約実績額及び中小企業
者向け契約実績額、又はその比
率について、公表していますか。
下記の項目から、該当するいずれ
かを選択してください。
　また、ホームページに掲載して
いる場合は、そのＵＲＬを記載して
ください。

物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らかの条件等を
付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

公表して
いる

その他の
取組の具
体的な内
容

付与して
いない
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○ ○ ○ ○ ○ ○
下関市 ○ ○ ○ ○ ○
宇部市 ○ ○ ○
⼭⼝市 ○ ○ ○ ○
防府市 ○ ○ ○ ○
岩国市 ○ ○ ○
周南市 ○ ○ ○

5 3 6 5 1 0 2 0 0
6 4 7 6 2 1 2 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

徳島市 ○ ○ ○ ○
1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 2 2 2 1 0 1 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

⾼松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
丸⻲市 ○ ○ ○ ○

1 2 2 2 1 1 1 1 0
2 3 3 3 2 1 2 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

松⼭市 ○ ○ ○ ○ ○
今治市 ○ ○ ○ ○ ○

新居浜市 ○ ○ ○ ○
⻄条市 ○ ○

3 2 4 3 1 1 2 0 0
4 3 5 4 2 1 3 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

⾼知市 ○ ○ ○ ○ ○
1 1 1 1 0 0 1 0 0
2 2 2 2 1 0 2 0 0
○ ○ ○ ○ ○

北九州市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
福岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤牟⽥市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
久留⽶市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
飯塚市 ○ ○ ○ ○ ○

筑紫野市 ○ ○ ○ ○
春⽇市 ○ ○ ○

⼤野城市 ○ ○ ○ ○ ○
⽷島市 ○ ○ ○ ○ 　　

6 7 9 8 2 1 8 6 0
7 8 10 9 2 1 9 6 0
○ ○ ○ ○ ○

佐賀市 ○ ○ ○ ○ ○
唐津市 ○ ○ ○

2 1 2 2 0 0 0 1 0
3 2 3 3 0 0 1 1 0

佐賀県

⾼知県

福岡県

⾹川県

愛媛県

　市計

徳島県（県＋市）計

⼭⼝県

徳島県

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

佐賀県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

　市計

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

問６

物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当する
ものを全て選択してください。

その他の
平準化の
取組

発注時期
の平準化
のための
実態把握
（モニタリ
ング、受注
事業者へ
のアン
ケート等）

都道府県名 市区名 物件の発
注におけ
る納入条
件（納入場
所、納入
回数等、
他）の明確
化

物件の発
注におけ
る直接及
び間接（原
材料等を
含む）の銘
柄の指定
を禁止

平準化や
納入条件
の明確化
等には、
特に配慮
していない

予算の繰
越し

債務負担
行為の活
用

発注見通
しの公表

早期発注
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○ ○
下関市 ○ ○
宇部市 ○
⼭⼝市 ○ ○
防府市 ○
岩国市 ○
周南市 ○

0 0 0 0 2 3 2 1
0 0 0 0 3 4 2 1
○ ○

徳島市 ○ 　　 ○ ○
1 0 0 0 1 1 0 0
2 0 0 0 1 1 1 0
○ ○ ○ ○

⾼松市 ○
丸⻲市 ○

0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1
○ ○ ○

松⼭市 ○
今治市 ○

新居浜市 ○ ○
⻄条市 ○

1 0 0 0 1 1 2 0
2 1 0 0 2 1 2 0
○ ○

⾼知市 ○
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 2 0 0 0
○ ○ ○ ○

北九州市 ○
福岡市

⼤牟⽥市 ○
久留⽶市 ○
飯塚市 ○

筑紫野市 ○
春⽇市 ○ ○

⼤野城市 ○
⽷島市 ○ 　　

2 1 0 0 4 1 1 0
3 2 0 0 5 2 1 0
○ ○

佐賀市 ○
唐津市 ○ ○

0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1

佐賀県

⾼知県

福岡県

⾹川県

愛媛県

徳島県

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

徳島県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

　市計

　市計

⼭⼝県

佐賀県（県＋市）計

都道府県名 市区名

問７

コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含
まれる場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る
権利（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

コンテンツ
版バイ・
ドール契約
（注）を適
用している
ものがある

契約書等
に著作権
等は発注
者に無償
譲渡すると
定めている
ものがある

契約書等に
は記載して
いないが納
入時に中間
生成物（納
入物の印刷
データ等）の
譲渡を求め
ているもの
がある

知的財産
権について
は特に配
慮していな
い

知的財産
権が含ま
れるような
発注はない

書面で著作物
の利用目的や
期間等を明確
化することによ
り、著作権等
の譲渡・利用
範囲を特定で
きるようにして
いる

左記により
特定した譲
渡・利用範
囲を元に算
定された譲
渡対価等を
含めて契約
金額を決定
している

著作権等
の譲渡契
約は物品
等の発注
契約とは別
で締結して
いる
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○ ○
下関市 ○
宇部市 ○
⼭⼝市 ○ ※
防府市 ○ ○
岩国市 ○ ○
周南市 ○

2 0 5 0 0 1 0 0 0
3 0 6 0 0 1 0 0 0
○ ○

徳島市 ○
0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0
○ ○

⾼松市 ○
丸⻲市 ○ ○ ○

1 1 1 0 0 0 0 0 1
2 1 1 0 0 0 0 0 2
○ ○

松⼭市 ○ ○ ○
今治市 ○

新居浜市 ○ ○
⻄条市 ○ ○

3 0 3 1 0 0 0 0 1
4 0 4 1 0 0 0 0 1
○ ○

⾼知市 ○ ○
1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0

○ ○
北九州市 ○
福岡市 ○ ○

⼤牟⽥市 ○
久留⽶市 ○ ○
飯塚市 ○ 　

筑紫野市 ○
春⽇市 ○

⼤野城市 ○
⽷島市 ○ 　　

3 0 4 0 0 0 0 0 4
3 0 4 0 0 0 0 1 5
○

佐賀市 ○ ※
唐津市 ○ ○

1 0 1 0 0 1 0 0 0
2 0 1 0 0 1 0 0 0

佐賀県

⾼知県

福岡県

⾹川県

愛媛県

徳島県

⼭⼝県

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

佐賀県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

　市計

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

徳島県（県＋市）計

問８

石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目のうち、
該当するものを全て選択してください。

災害時にお
いて協定を
締結してい
る石油組合
と平時にお
いても燃料
供給協定を
締結してい
る

平時の燃
料調達にお
いて、協定
を締結して
いる石油組
合と随意契
約を締結し
燃料供給を
受けている

都道府県名 市区名 災害時にお
ける燃料供
給協定を石
油組合と締
結している

平時の燃料調達
において、一般競
争により調達する
場合、災害時の
燃料供給協定を
締結しているこ
と、管内に燃料供
給協定を有してい
ること等、適切な
地域要件の設定
を行っている

平時の燃料調達に
おいて、協定を締結
している石油組合（こ
れを構成する組合員
を含む。）から費用対
効果において優れた
ものとすること等を十
分検討（公正性につ
いての検討を含
む。）しつつ、分離・
分割による調達を
行っている

左記以外
の取組を実
施している

その他の
取組の具
体的内容

平時におい
ては燃料調
達を行うこ
とがない

平時におい
ては特に配
慮していな
い
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○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
下関市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
宇部市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼭⼝市 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○
防府市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
岩国市 ○ ○ ○ ○
周南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

0 0 1 0 5 2 6 5 3 6 2 4 0
0 0 2 0 5 3 7 6 4 7 2 5 0
○ 　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○

徳島市 ○ ○ ○ ○
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 1 0
○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○

⾼松市 ○ ○ ○ ○
丸⻲市 ○ ○ ○ ○

0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
1 0 1 0 2 1 3 3 0 3 0 0 1
○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

松⼭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
今治市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新居浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻄条市 ○ ○ ○ ○

2 1 0 0 2 3 4 3 3 4 3 2 0
3 2 1 0 2 4 5 4 3 5 4 3 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⾼知市 ○ ※ ○ ○ ○

0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 0

○ ※ ○ ○ ○
北九州市 ○ ○ ○ ○
福岡市 ○ ○ ○ ○

⼤牟⽥市 ○ ○ ○ ○ ○
久留⽶市 ○ ○ ○ ○
飯塚市 ○ ○ ○ ○ ○

筑紫野市 ○ ○ ○ ○ ○
春⽇市 ○ ○ ○ ○

⼤野城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⽷島市 ○ ○ ○

6 0 0 0 2 1 9 8 3 8 1 3 0
6 0 1 0 2 1 10 9 3 9 1 3 0

○ ○ ※ 　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○
佐賀市 ○ ○ ○ ○
唐津市 　　 ○ ○ ○ 　　

0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0
0 2 1 0 1 1 3 3 1 2 0 1 0

佐賀県

⾼知県

福岡県

⾹川県

愛媛県

徳島県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

徳島県

　市計

　市計

都道府県名 市区名

⼭⼝県

佐賀県（県＋市）計

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

公共工事
の入札の
際に、入
札金額の
内訳書の
提出を求
めた

発注に当たっ
て、需給の状
況、原材料・人
件費・エネル
ギーコスト等の
最新の実勢価
格等を踏まえ
た積算に基づ
き予定価格を
作成した

工事等の
発注に際
し、いわゆ
る歩切り
や予定価
格等の事
前公表を
取りやめ
た

低入札価
格調査制
度を活用
している

低入札価格調査
基準価格を下回
る価格により落
札した者と契約
する場合には、
人件費が明記さ
れた入札価格内
訳書を徴収し、
最低賃金額を下
回る人件費でな
いことを確認して
いる

低入札価格
調査基準価
格を下回る
価格で契約
した場合に
は、当該案
件全てを
ホームペー
ジ等で公表
している

問９ 問１0

中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮につい
て、下記のうち、該当するものを全て選択してください。

ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記項目のうち、該当するもの
を全て選択してください。

人件費比
率の高い
役務契約
について、
業務内容
に応じて部
分払い（毎
月払い等）
を実施した

官公需契
約に係る
債権譲渡
が必要と
認められ
る場合に
は承諾し
た

左記以外
の取組を
実施して
いる

その他の
取組の具
体的内容

特に配慮
していな
い

ダンピング
の防止に
ついて、
ホーム
ページや
入札説明
会で周知
した

特に配慮
していない
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役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事 役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事

○ ○ ○ ○
下関市 ○ ○ ○
宇部市 ○ ○ ○ ○
⼭⼝市 ○ ○ ○
防府市 ○ ○ ○ ○
岩国市 ○ ○ ○
周南市 ○ ○ ○ ○

1 1 6 5 2 6
2 2 7 5 2 7
○ ○ ○ ○ ○

徳島市 ○ ○ ○
0 0 1 1 0 1
1 0 2 2 1 2
○ ○ ○ ○ ○ ○

⾼松市 ○ ○ ○
丸⻲市 ○ 　 ○

0 0 2 1 0 2
1 1 3 2 1 3
○ ○ ○ ○ ○

松⼭市 ○ ○ ○ ○
今治市 ○ ○

新居浜市 ○ ○
⻄条市 ○ ○

0 0 4 1 1 4
1 0 5 2 2 5

○ ○ ○ ○
⾼知市 ○ ○ ○ ○

0 0 1 1 1 1
0 0 2 2 2 2
○ ○ ○ ○

北九州市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
福岡市 ○ ○ ○ ○

⼤牟⽥市 ○ ○ ○
久留⽶市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
飯塚市 ○ ○ ○ ○

筑紫野市 ○ ○
春⽇市 ○ ○ ○

⼤野城市 ○ ○ ○ ○
⽷島市 　 ○

2 2 8 7 5 9
3 2 9 7 6 10
○ ○ ○ ○ ○

佐賀市 ○ ○ ○ ○
唐津市 ○ ○ ○

0 0 1 2 2 2
1 0 2 3 3 3

佐賀県

⾼知県

福岡県

⾹川県

愛媛県

　市計

⾹川県（県＋市）計

⼭⼝県

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

徳島県（県＋市）計

徳島県

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

　市計

　市計

佐賀県（県＋市）計

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

都道府県名 市区名

問１１

ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入
していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。

低入札価格調査制度 最低制限価格制度
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○ ○
下関市 ○ ○
宇部市 ○
⼭⼝市 ○
防府市 ○
岩国市 ○
周南市 ○

3 1 0 1 0 0 1 1 0
3 2 0 2 0 0 1 1 0

○ ○
徳島市 ○ 　 　

0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 2 0 0 0 0 0

○ ※
⾼松市 ○
丸⻲市 ○ 　 　

0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0 0
○ ○ ○

松⼭市 ○
今治市 ○

新居浜市 ○ ○
⻄条市 ○

0 0 0 1 0 0 3 1 0
1 0 1 2 0 0 3 1 0

○
⾼知市 ○ ※

0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0

○
北九州市 ○ ※
福岡市 ○

⼤牟⽥市 ○
久留⽶市 ○
飯塚市 ○

筑紫野市 ○ ○ ○
春⽇市 ○

⼤野城市 ○
⽷島市 　 ○

1 1 1 1 1 0 5 1 0
1 1 1 2 1 0 5 1 0

○
佐賀市 ○ ○
唐津市 ○

1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0

佐賀県

⾼知県

福岡県

⾹川県

愛媛県

⼭⼝県

徳島県

年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。

問１2

受注企業から
見直しの申し
出があった場
合であって、そ
の申し出が妥
当であると判断
できる場合に
は契約金額の
見直しについて
応じることとし
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

あらかじめ
最低賃金額
の改定を見
越して予算
を確保し、契
約時点で反
映するよう努
めている

人件費の単
価が改定後
の最低賃金
額を下回った
場合には適切
な価格での単
価見直しを行
う旨の条項を
契約書に入れ
ている

発注機関
側から受
注企業に
対し見直し
の必要が
あるかどう
か確認を
行った

　市計

愛媛県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

佐賀県（県＋市）計

　市計

徳島県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計
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○ ○ ○
下関市 ○ ○ ○
宇部市 ○ ○ ○
⼭⼝市 ○ ○ ○ ○
防府市 ○ ○ ○
岩国市 ○ ○ ○
周南市 ○ ○

5 6 4 3 0 0 0 0 0
6 7 5 3 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

徳島市 ○ ○ ○
1 0 0 1 1 0 0 0 0
2 1 1 2 2 1 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○

⾼松市 ○ ○ ○
丸⻲市 ○

0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 2 1 1 1 1 1 0
○ ○ ○ ○

松⼭市 ○ ○ ○ ○
今治市 ○ ○ ○

新居浜市 ○ ○ ○ ○
⻄条市

3 3 3 1 1 0 0 0 0
4 4 4 1 2 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

⾼知市 ○ ○ ○
1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○

北九州市 ○ ○ ○ ○
福岡市 ○ ○ ○ ○ ※

⼤牟⽥市 ○ ○ ○ ○ ○
久留⽶市 ○ ○ ○
飯塚市 ○ ○ ○

筑紫野市 ○ ○
春⽇市 ○

⼤野城市 ○ ○ ○ ○ ○
⽷島市 ○ ○ 　

8 8 6 4 2 1 0 0 0
9 9 7 5 3 1 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ※

佐賀市 ○ ○ ○ ○ ○
唐津市 ○ ○

2 2 1 1 1 0 0 0 0
3 3 2 1 2 1 0 0 0

⾼知県

福岡県

⾹川県

愛媛県

⼭⼝県

徳島県

問１3

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してくださ
い。

公共工事の発注
に当たって、実勢
価格を反映した
適切な請負代金
の設定や適正な
工期の確保につ
いて、契約後の
状況に応じた必
要な契約変更の
実施も含め、適
切に対応するも
のとしている

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
を運用して
いる。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
の運用基準
を策定して
いる

物件及び役務の
契約の途中で、労
務費、原材料費、
エネルギーコスト
等の実勢価格に
変化が生じた場
合には、契約金額
を変更する必要
があるか否かに
ついて検討し、適
切に対応するもの
としている

物件及び役務の契
約について、労務
費、原材料費、エネ
ルギーコスト等の
上昇に伴う契約金
額の変更について
申出があった場合
には、その可否に
ついて協議を行う
旨の条項が契約書
に盛り込まれてい
る

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

佐賀県（県＋市）計

佐賀県

　市計

⾹川県（県＋市）計

　市計

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

徳島県（県＋市）計
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○ ○
下関市 ○ ○
宇部市 ○
⼭⼝市 ○ ○
防府市 ○ ○ ※
岩国市 ○ ○
周南市 ○

5 1 2 0 1 0 0 1 0 0
5 1 3 0 2 0 0 1 0 0
○ ○ ○

徳島市 ○ ○ ○ ○
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
○ ○ ○

⾼松市 ○
丸⻲市 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
○ ○ ○

松⼭市 ○ ○ ○
今治市 ○ ○

新居浜市 ○
⻄条市 ○

1 1 1 1 1 0 0 0 0 2
2 1 2 1 2 0 0 0 0 2
○ ○ ○

⾼知市 ○ ○ ○
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○

北九州市 ○ 　　
福岡市 ○ ○

⼤牟⽥市 ○
久留⽶市 ○ ○
飯塚市 ○

筑紫野市 ○ ○
春⽇市 ○

⼤野城市 ○ ○
⽷島市 ○ ○ 　　

4 2 3 0 1 2 0 0 0 2
5 3 4 1 1 2 0 0 0 2
○ 　　

佐賀市 ○ ○ ○
唐津市 ○

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3 0 1 1 0 0 0 0 0 0

⾼知県

福岡県（県＋市）計

　市計

福岡県

⾹川県

愛媛県

⼭⼝県

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

徳島県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

徳島県

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

　市計

　市計

佐賀県

佐賀県（県＋市）計

都道府県名 市区名

問１４

新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。
（注）オープンカウンター方式とは、物品調達等（主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手方を特定せず、
案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

少額随契に
際し、契約履
行の支障の
有無に留意
しながら、新
規中小企業
者を見積先
に含めるよう
努めた

見積先が固
定化しない
よう、小企業
者を含む小
規模事業者
や調達実績
が少ない新
規中小企業
者にも配慮
した

オープンカ
ウンター方
式（注）の
採用（HPな
ど電子的
手段で案
件を公開
する形での
実施）

トライアル
発注制度
等を活用
して、新規
中小企業
者への受
注機会の
増大を
図った

国等と連
携して、地
域の新規
中小企業
者の受注
機会の増
大に努め
た

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に取組
んでいな
い

一般競争入
札に際し、契
約の履行の
確保に支障
がない限り、
過去の実績
を過度に求
めなかった

競争参加者の
資格の設定に
際し、契約の
履行の確保に
支障がない限
り、下位等級
者の参加が可
能となるよう弾
力的な運用に
努めた
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

○ 142 114 4,870,307 3,681,280 1 0 19,999,100 0
下関市 ○ 1 1 135,590,834 135,590,834 0 0 0 0
宇部市 ○ 1 1 35,700,486 35,700,486 0 0 0 0
⼭⼝市 ○ 9 9 83,912,653 83,912,653 0 0 0 0
防府市 ○ 1 1 30,160,337 30,160,337 0 0 0 0
岩国市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
周南市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

1 5 12 12 285,364,310 285,364,310 0 0 0 0
2 5 154 126 290,234,617 289,045,590 1 0 19,999,100 0

○ 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島市 ○ 6 6 242,464 242,464 0 0 0 0

0 1 6 6 242,464 242,464 0 0 0 0
0 2 6 6 242,464 242,464 0 0 0 0

○ 4 0 18,891,612 0 0 0 0 0
⾼松市 ○ 2 2 12,354,730 12,354,730 0 0 0 0
丸⻲市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 2 2 12,354,730 12,354,730 0 0 0 0
0 3 6 2 31,246,342 12,354,730 0 0 0 0

○ 27 27 7,693,030 7,693,030 0 0 0 0
松⼭市 ○ 211 211 136,658,823 136,658,823 0 0 0 0
今治市 ○ 1 1 51,104,871 51,104,871 0 0 0 0

新居浜市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⻄条市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 212 212 187,763,694 187,763,694 0 0 0 0
0 5 239 239 195,456,724 195,456,724 0 0 0 0

○ 2 2 48,979,895 48,979,895 0 0 0 0
⾼知市 ○ 1 1 85,497,405 85,497,405 0 0 0 0

0 1 1 1 85,497,405 85,497,405 0 0 0 0
0 2 3 3 134,477,300 134,477,300 0 0 0 0
○ 0 0 0 0 0 0 0 0

北九州市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡市 ○ 24 24 135,571,173 135,571,173 1 0 31,658,000 0

⼤牟⽥市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
久留⽶市 ○ 13 13 0 0 0 0 0 0
飯塚市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

筑紫野市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
春⽇市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

⼤野城市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
⽷島市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

2 7 37 37 135,571,173 135,571,173 1 0 31,658,000 0
3 7 37 37 135,571,173 135,571,173 1 0 31,658,000 0

○ 610 610 107,459 107,459 0 0 0 0
佐賀市 ○ 37 37 94,653,391 94,653,391 0 0 0 0
唐津市 ○ 1,551 1,551 86,045,149 86,045,149 0 0 0 0

0 2 1,588 1,588 180,698,540 180,698,540 0 0 0 0
0 3 2,198 2,198 180,805,999 180,805,999 0 0 0 0

⾼知県

福岡県

⾹川県

愛媛県

⼭⼝県

徳島県

佐賀県

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

徳島県（県＋市）計

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

佐賀県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

　市計

愛媛県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

競争入札参加資格の審査
で、官公需適格組合に対す
る総合点数の算定方法に
関する特例の設定をしてい
ますか。下記項目から、該
当するいずれかを選択して
ください。

物件 工事

都道府県名 市区名 設定してい
る

設定してい
ない 官公需適

格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

－ ①

問１５

－ ②
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

1 0 38,066 0 144 114 24,907,473 3,681,280
下関市 6 2 15,713,500 2,513,500 7 3 151,304,334 138,104,334
宇部市 0 0 0 0 1 1 35,700,486 35,700,486
⼭⼝市 2 2 19,360 19,360 11 11 83,932,013 83,932,013
防府市 0 0 0 0 1 1 30,160,337 30,160,337
岩国市 0 0 0 0 0 0 0 0
周南市 0 0 0 0 0 0 0 0

8 4 15,732,860 2,532,860 20 16 301,097,170 287,897,170
9 4 15,770,926 2,532,860 164 130 326,004,643 291,578,450
0 0 0 0 0 0 0 0

徳島市 4 4 240,896,460 240,896,460 10 10 241,138,924 241,138,924
4 4 240,896,460 240,896,460 10 10 241,138,924 241,138,924
4 4 240,896,460 240,896,460 10 10 241,138,924 241,138,924
0 0 0 0 4 0 18,891,612 0

⾼松市 0 0 0 0 2 2 12,354,730 12,354,730
丸⻲市 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 2 12,354,730 12,354,730
0 0 0 0 6 2 31,246,342 12,354,730
3 2 359,908 11,400 30 29 8,052,938 7,704,430

松⼭市 0 0 0 0 211 211 136,658,823 136,658,823
今治市 0 0 0 0 1 1 51,104,871 51,104,871

新居浜市 2 2 66,705,665 66,705,665 2 2 66,705,665 66,705,665
⻄条市 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 66,705,665 66,705,665 214 214 254,469,359 254,469,359
5 4 67,065,573 66,717,065 244 243 262,522,297 262,173,789
0 0 0 0 2 2 48,979,895 48,979,895

⾼知市 0 0 0 0 1 1 85,497,405 85,497,405
0 0 0 0 1 1 85,497,405 85,497,405
0 0 0 0 3 3 134,477,300 134,477,300

18 4 471,044,980 564,850 18 4 471,044,980 564,850
北九州市 12 0 81,495,590 0 12 0 81,495,590 0
福岡市 0 0 0 0 25 24 167,229,173 135,571,173

⼤牟⽥市 0 0 0 0 0 0 0 0
久留⽶市 0 0 0 0 13 13 0 0
飯塚市 0 0 0 0 0 0 0 0

筑紫野市 0 0 0 0 0 0 0 0
春⽇市 0 0 0 0 0 0 0 0

⼤野城市 0 0 0 0 0 0 0 0
⽷島市 1 0 3,168,000 0 1 0 3,168,000 0

13 0 84,663,590 0 51 37 251,892,763 0
31 4 555,708,570 564,850 69 41 722,937,743 0
2 2 2,830 2,830 612 612 110,289 110,289

佐賀市 1 0 831,600 0 38 37 95,484,991 94,653,391
唐津市 0 0 0 0 1,551 1,551 86,045,149 86,045,149

1 0 831,600 0 1,589 1,588 181,530,140 180,698,540
3 2 834,430 2,830 2,201 2,200 181,640,429 180,808,829

⾼知県

佐賀県

福岡県

⾹川県

愛媛県

⼭⼝県

徳島県

役務 合計

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合と
の契約金額

佐賀県（県＋市）計

徳島県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

　市計

愛媛県（県＋市）計

　市計

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

問１５（つづき）

－②（つづき）
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問１７

○ ○ ○ ○
下関市 ○
宇部市 ○
⼭⼝市 ○ ○ ○ ○
防府市 ○
岩国市 ○
周南市 ○

1 1 5 2 0
2 2 6 3 0
○ ○ ○ ○

徳島市 ○
0 0 1 0 0
1 1 2 1 0
○ ○ ○ ○ 　　

⾼松市 ○
丸⻲市 ○

0 0 2 0 0
1 1 3 1 0

○ ○ ○
松⼭市 ○
今治市 ○

新居浜市 ○ ○ ○ ○
⻄条市 ○

1 1 4 1 0
1 2 5 2 0

○ ○ ○
⾼知市 ○

0 0 0 0 1
0 1 1 1 1
○ ○ ○ ○ ○

北九州市 ○ ○ ○
福岡市 ○ ○ ○

⼤牟⽥市 ○
久留⽶市 ○ ○ ○
飯塚市 ○

筑紫野市 ○
春⽇市 ○

⼤野城市 ○
⽷島市 ○ 　　

1 3 7 2 2
2 4 8 3 3

○
佐賀市 ○ ※
唐津市 ○

0 0 2 0 0
0 0 3 0 0

⾼知県

佐賀県

福岡県

⾹川県

愛媛県

⼭⼝県

徳島県

国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織
内でどこまで周知していますか。下記の項目のうち、該当
するものを全て選択してください。

上記以外の中小企業者に対す
る受注機会の増大のための先
進的な取組など官公需施策を推
進するための事例等がございま
したらご記入ください。　【自由回
答】
　
ex.中小企業者、新規中小企業
者を特に考慮した発注の取組な
ど。

問１６

調達・契
約を行っ
ている部
局課室

個々の契
約業務を
行ってい
る窓口担
当者

国等の契約の
基本方針自体
は共有してい
ないが、自組
織で作成した
「中小企業者
に関する契約
の方針」を周
知・共有してい
る

組織の長
を含む組
織幹部

会計部局

　市計

福岡県（県＋市）計

　市計

佐賀県（県＋市）計

　市計

⾹川県（県＋市）計

　市計

愛媛県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

⾼知県（県＋市）計

　市計

⼭⼝県（県＋市）計

　市計

徳島県（県＋市）計
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問１

○ ○ ※ ○ ※
⻑崎市 ○ ○

佐世保市 ○ ○ ○
諫早市 ○ ○ ○

2 0 0 0 3 0 0 3
3 0 0 1 3 0 1 3
○ ○ ※ ○

熊本市 ○ ○ ※ ○
⼋代市 ○ ○

1 1 0 0 1 0 0 2
2 2 0 0 1 0 0 3
○ ○ ※ ○ ※ ○

⼤分市 ○ ○ ○
別府市 ○ ○ ○ ○

2 0 1 0 2 0 0 2
3 1 1 1 2 1 0 2
○ ○ ※ ○ ※ 　　 ○

宮崎市 ○ ○ ○
都城市 ○ ○ ○
延岡市 ○ ○ ○

3 0 0 1 2 0 0 3
4 1 0 2 2 0 0 4
○ ○ ※ ○

⿅児島市 ○ ○ ○ ○
⿅屋市 ○ ○ ○
霧島市 ○ ○ ○ ○

3 0 2 0 3 0 0 3
4 1 2 0 3 0 0 4
○ ○ ○ ※ ○

那覇市 ○ ○ ※ ○ ○ ○
宜野湾市 ○ ○ ○
浦添市 ○ ○ ※ ○
沖縄市 ○ ○ ※ ○
うるま市 ○ ○ ※ ○

5 5 1 0 1 0 0 5
6 5 2 1 1 0 0 6

宮崎県

⿅児島県

沖縄県

熊本県

⼤分県

⻑崎県

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

沖縄県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

都道府県名 市区名

問２ 問３

中小企業
者の受注
機会の増
大のため
の措置を
講じていま
すか

中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例
の制定の有無にかかわらず「契約の方針」を作成していますか。下記
項目のうち、該当するものを全て選択してください。また、ホームペー
ジに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者
向けの契約見込額、又はその比率について、目標
値を設定していますか。下記の項目のうち、該当す
るものを全て選択してください。
また、「設定している」を選択した場合において、目
標値又は比率をホームページで公表しているとき
は、「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してく
ださい。

契約の方
針を作成
していない

設定してい
る

公表してい
る

URL
設定してい
ない

講じている
条例を制
定している

条例の
URL

条例を制
定していな
い

契約の方
針を作成
している

契約の方
針のURL
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻑崎市 ○ ○ ○ ○

佐世保市 ○ ○ ○
諫早市 ○ ○

0 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
0 4 2 4 3 0 1 1 1 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○
熊本市 ○ ※ ○ ○ ○ ○
⼋代市 ○ ○ ○ ○

1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0
1 2 2 3 3 0 1 2 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
⼤分市 ○ ○ ○ ○ ○
別府市 ○ ○ ○

0 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0
0 3 2 3 3 0 1 2 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○
宮崎市 ○ ○ ○ ○
都城市 ○ ○ ○ ○ ○
延岡市 ○ ○ ○ ○ ○

0 3 2 3 3 0 2 1 0 0 0 0
0 4 2 4 4 0 3 2 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
⿅児島市 ○ ○ ○ ○ ○
⿅屋市 ○ ○ ○ ○
霧島市 ○ ○ ○ ○ ○

0 3 2 3 3 0 0 3 0 0 0 0
0 4 3 4 4 0 1 4 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
那覇市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

宜野湾市 ○ ○ ○ ○
浦添市 ○ ○ ○ ○
沖縄市 ○ ○ ○ ○
うるま市 ○ ○

0 5 3 4 4 0 1 1 0 1 0 1
0 6 4 5 5 0 2 2 0 2 0 1

宮崎県

⿅児島県

沖縄県

入札参加
資格審査
基準にお
いて、官公
需適格組
合を要件
に設定

熊本県

⼤分県

⻑崎県

問５

下請要件
（県内下請
比率）設
定、地域
貢献度、
地域産資
材の調達
などのい
ずれか

総合評価落札方式
において、企業の
技術力（施工計画、
企業の施工実績、
配置予定技術者の
能力等）や地域・社
会貢献度（地域精
通度、防災活動等
による貢献、ボラン
ティア活動による貢
献、県内企業等の
活用、県産資材の
優先使用）を評価

沖縄県（県＋市）計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

問４

左記以外
の条件等

その他の
取組の具
体的な内
容

付与して
いない

官公需契約実績額及び中小企業
者向け契約実績額、又はその比
率について、公表していますか。
下記の項目から、該当するいずれ
かを選択してください。
　また、ホームページに掲載して
いる場合は、そのＵＲＬを記載して
ください。

物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らかの条件等を
付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

URL
公表して
いない

「業者選定
基準」等の
運用基準
の設定

地域要件
の設定（発
注地域内
に本店又
は営業所
を有する
者など）

予定価格
に応じて
等級格付
区分を限
定（上位等
級者の参
加を参加
を認めな
い）

少額予定価格
の土木一式工
事を対象に、
受注機会の少
ない小規模な
建設業者の入
札参加機会の
拡大のため、
「参加希望型
競争入札」を
実施

公表して
いる
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻑崎市 ○

佐世保市 ○ ○
諫早市 ○ ○ ○ ○

1 2 3 0 0 0 1 0 0
2 3 4 1 1 1 2 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

熊本市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼋代市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 2 2 2 2 1 2 0 0
3 3 3 3 3 1 3 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⼤分市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
別府市 ○ ○ ○ ○

2 2 2 2 0 1 1 0 0
3 3 3 3 1 1 2 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎市 ○ ○ ○ ○
都城市 ○ ○
延岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 2 3 2 0 1 2 1 0
3 3 4 3 1 2 3 2 0
○ ○ ○ ○ 　　 ○

⿅児島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⿅屋市 ○ ○ ○ ○ ○
霧島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 3 3 3 3 0 1 1 0
4 4 4 4 3 0 2 1 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

那覇市 ○ ○ ○ ○ 　　 　　 ○
宜野湾市 ○ ○ ○ ○ ○
浦添市 ○ ○ ○ ○
沖縄市 ○ ○ ○ ○ ○
うるま市 ○

4 4 4 3 1 0 3 0 1
5 5 5 4 2 0 4 1 1

⿅児島県

沖縄県

宮崎県

熊本県

⼤分県

⻑崎県

都道府県名 市区名

問６

物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当する
ものを全て選択してください。

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

沖縄県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

その他の
平準化の
取組

発注時期
の平準化
のための
実態把握
（モニタリ
ング、受注
事業者へ
のアン
ケート等）

物件の発
注におけ
る納入条
件（納入場
所、納入
回数等、
他）の明確
化

物件の発
注におけ
る直接及
び間接（原
材料等を
含む）の銘
柄の指定
を禁止

平準化や
納入条件
の明確化
等には、
特に配慮
していない

予算の繰
越し

債務負担
行為の活
用

発注見通
しの公表

早期発注
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○ ○ ○ ○
⻑崎市 ○ ○

佐世保市 ○
諫早市 ○

1 0 0 0 2 1 0 0
2 1 0 0 3 2 0 0
○ ○

熊本市 ○
⼋代市 ○

1 0 0 0 0 0 1 0
2 1 0 0 0 0 1 0
○ ○ ○ ○

⼤分市 ○
別府市 ○

1 0 0 0 0 1 0 0
2 1 1 0 0 2 0 0
○

宮崎市

都城市 ○
延岡市 ○ ○ ○ ○

1 1 0 0 2 1 0 0
2 1 0 0 2 1 0 0
○ 　　 　　 ○

⿅児島市 ○
⿅屋市 ○ ○
霧島市 ○ ○

3 1 0 0 1 0 0 0
4 1 0 0 1 0 1 0
○ ○ ○ ○

那覇市 ○
宜野湾市 ○
浦添市 ○
沖縄市 ○
うるま市 ○

1 0 0 0 2 1 0 1
2 1 0 0 3 2 0 1

⿅児島県

沖縄県

宮崎県

著作権等
の譲渡契
約は物品
等の発注
契約とは別
で締結して
いる

コンテンツ
版バイ・
ドール契約
（注）を適
用している
ものがある

契約書等
に著作権
等は発注
者に無償
譲渡すると
定めている
ものがある

契約書等に
は記載して
いないが納
入時に中間
生成物（納
入物の印刷
データ等）の
譲渡を求め
ているもの
がある

知的財産
権について
は特に配
慮していな
い

熊本県

⼤分県

⻑崎県

問７

コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含
まれる場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る
権利（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

書面で著作物
の利用目的や
期間等を明確
化することによ
り、著作権等
の譲渡・利用
範囲を特定で
きるようにして
いる

左記により
特定した譲
渡・利用範
囲を元に算
定された譲
渡対価等を
含めて契約
金額を決定
している

　市計

都道府県名 市区名

熊本県（県＋市）計

沖縄県（県＋市）計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

　市計

知的財産
権が含ま
れるような
発注はない
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○ ○ ○
⻑崎市 ○

佐世保市 ○
諫早市 ○

0 0 3 0 0 0 0 0 0
1 1 4 0 0 0 0 0 0
○ ○

熊本市 ○ ○
⼋代市 ○

1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 3 0 0 0 0 0 0
○ ○

⼤分市 ○
別府市 ○ ○

1 0 1 0 1 0 0 0 0
2 0 2 0 1 0 0 0 0

○ ○
宮崎市 ○
都城市 ○
延岡市 ○

0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 1 0
○ ○

⿅児島市 ○
⿅屋市 ○ ○
霧島市 ○ ※

1 0 2 0 0 1 0 0 0
2 0 2 0 0 1 0 0 1
○ ○

那覇市 ○ ○
宜野湾市

浦添市 ○ ○
沖縄市 ○
うるま市 ○

2 0 2 0 0 0 0 0 2
3 0 3 0 0 0 0 0 2

⿅児島県

沖縄県

宮崎県

熊本県

⼤分県

⻑崎県

問８

石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目のうち、
該当するものを全て選択してください。

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

沖縄県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

都道府県名 市区名 その他の
取組の具
体的内容

平時におい
ては燃料調
達を行うこ
とがない

平時におい
ては特に配
慮していな
い

災害時にお
ける燃料供
給協定を石
油組合と締
結している

災害時にお
いて協定を
締結してい
る石油組合
と平時にお
いても燃料
供給協定を
締結してい
る

平時の燃
料調達にお
いて、協定
を締結して
いる石油組
合と随意契
約を締結し
燃料供給を
受けている

平時の燃料調達
において、一般競
争により調達する
場合、災害時の
燃料供給協定を
締結しているこ
と、管内に燃料供
給協定を有してい
ること等、適切な
地域要件の設定
を行っている

平時の燃料調達に
おいて、協定を締結
している石油組合（こ
れを構成する組合員
を含む。）から費用対
効果において優れた
ものとすること等を十
分検討（公正性につ
いての検討を含
む。）しつつ、分離・
分割による調達を
行っている

左記以外
の取組を実
施している
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○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⻑崎市 ○ ○ ○

佐世保市 ○ ○ ○ ○
諫早市 ○ ○ ○

1 0 0 0 2 0 3 3 1 0 0 0 0
2 1 1 0 2 1 4 4 2 1 1 1 0

○ ○ ○ ○ ○ ○
熊本市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼋代市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 0
1 1 0 0 2 2 3 3 2 3 2 2 0

○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⼤分市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
別府市 ○ ○

0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 1 3 2 0 2 2 2 0
○ ○ ※ 　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
都城市 ○ ○ ○
延岡市 ○ ○ ○

2 0 0 0 1 0 3 3 1 1 1 1 0
3 0 1 0 1 0 4 4 2 2 2 2 0
○ 　　 ○ ○ ○ ○

⿅児島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⿅屋市 ○ ○ ○ ○ ○
霧島市 ○ ○ ○ ○

2 0 0 0 1 1 3 3 2 3 0 0 0
3 0 0 0 1 1 4 4 2 4 1 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

那覇市 ○ ○ ○ ○
宜野湾市 ○ ○ ※ ○ ○ ○
浦添市 ○ ○ ○
沖縄市 ○ ○ ○ ○
うるま市 　　 ○ ○

3 0 1 0 2 1 4 5 1 1 0 0 0
4 1 1 0 2 2 5 6 2 2 1 1 0

⼤分県

沖縄県

宮崎県

⿅児島県

熊本県

⻑崎県

都道府県名

沖縄県（県＋市）計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

問９ 問１0

中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮につい
て、下記のうち、該当するものを全て選択してください。

ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記項目のうち、該当するもの
を全て選択してください。

その他の
取組の具
体的内容

特に配慮
していな
い

ダンピング
の防止に
ついて、
ホーム
ページや
入札説明
会で周知
した

公共工事
の入札の
際に、入
札金額の
内訳書の
提出を求
めた

発注に当たっ
て、需給の状
況、原材料・人
件費・エネル
ギーコスト等の
最新の実勢価
格等を踏まえ
た積算に基づ
き予定価格を
作成した

工事等の
発注に際
し、いわゆ
る歩切り
や予定価
格等の事
前公表を
取りやめ
た

人件費比
率の高い
役務契約
について、
業務内容
に応じて部
分払い（毎
月払い等）
を実施した

官公需契
約に係る
債権譲渡
が必要と
認められ
る場合に
は承諾し
た

左記以外
の取組を
実施して
いる

市区名 低入札価
格調査制
度を活用
している

低入札価格調査
基準価格を下回
る価格により落
札した者と契約
する場合には、
人件費が明記さ
れた入札価格内
訳書を徴収し、
最低賃金額を下
回る人件費でな
いことを確認して
いる

低入札価格
調査基準価
格を下回る
価格で契約
した場合に
は、当該案
件全てを
ホームペー
ジ等で公表
している

特に配慮
していない
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役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事 役務（工事
系役務）

※工事系役
務：建設コンサ
ルタント、地質
調査、測量な
ど

役務
　（工事系役
務以外）

工事

○ ○ ○ ○ ○ ○
⻑崎市 ○ ○ ○

佐世保市 ○ ○ ○
諫早市 ○ ○ ○

0 0 0 3 3 3
1 1 1 4 4 4
○ ○ ○ ○ ○ ○

熊本市 ○ ○ ○ ○ ○
⼋代市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 2 2 2 2 2
2 3 3 3 3 3

○ ○ ○ ○ ○
⼤分市 ○ ○ ○
別府市 ○ ○

0 0 1 2 0 2
0 1 2 3 1 3
○ ○ ○ ○ ○ ○

宮崎市 ○ ○ ○ ○
都城市 ○ ○
延岡市 ○ ○ ○

0 0 1 3 2 3
1 1 2 4 3 4
○ ○ ○ ○ ○

⿅児島市 ○ ○ ○ ○ ○
⿅屋市 ○ ○ ○
霧島市 ○ ○ ○

2 0 2 3 1 3
3 0 3 4 2 4
○ ○ ○ ○ ○ ○

那覇市 ○ ○ ○
宜野湾市 ○ ○
浦添市 ○ ○ ○
沖縄市 ○ ○ ○
うるま市 ○ ○

0 0 1 5 2 5
1 1 2 6 3 6

⼤分県

沖縄県

宮崎県

熊本県

⻑崎県

⿅児島県

沖縄県（県＋市）計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

問１１

ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入
していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。

低入札価格調査制度 最低制限価格制度
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○ ○ ○
⻑崎市 ○

佐世保市 ○ ※
諫早市 ○

1 0 0 1 1 0 0 0 0
2 0 1 2 1 0 0 0 0

○
熊本市 ○
⼋代市 ○ ○

0 0 0 0 0 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
○

⼤分市 ○
別府市 ○

0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 0 1
○ 　 ○ ○ 　 　

宮崎市 ○
都城市 ○
延岡市 ○ ○ ○ ○

0 3 1 1 0 0 0 1 0
1 3 2 2 0 0 0 1 0
○ ○

⿅児島市 ○ ○ ○
⿅屋市 ○
霧島市 　 ○

1 1 1 1 0 0 1 0 0
2 1 1 2 0 0 1 0 0
○ ○ ○ ○ ○

那覇市 ○
宜野湾市 ○
浦添市 ○
沖縄市 ○ ○
うるま市 ○

3 1 0 1 0 0 1 0 0
4 2 1 2 0 0 1 1 0

⿅児島県

⼤分県

沖縄県

宮崎県

熊本県

⻑崎県

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

あらかじめ
最低賃金額
の改定を見
越して予算
を確保し、契
約時点で反
映するよう努
めている

人件費の単
価が改定後
の最低賃金
額を下回った
場合には適切
な価格での単
価見直しを行
う旨の条項を
契約書に入れ
ている

発注機関
側から受
注企業に
対し見直し
の必要が
あるかどう
か確認を
行った

受注企業から
見直しの申し
出があった場
合であって、そ
の申し出が妥
当であると判断
できる場合に
は契約金額の
見直しについて
応じることとし
た

年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。

問１2

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

　市計

沖縄県（県＋市）計

　市計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⿅児島県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計

⻑崎県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計
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○ ○ ○ ○ ○
⻑崎市 ○ ○

佐世保市 ○ ○ ○ ○
諫早市 ○

1 3 1 1 1 0 0 0 0
2 4 2 2 2 0 0 0 0

○ ○
熊本市 ○ ○ ○ ○
⼋代市 ○ ○

2 2 1 0 1 0 0 0 0
2 2 1 1 1 0 0 1 0
○ ○ ○

⼤分市 ○ ○ ○
別府市 ○ ○ ○

2 2 2 0 0 0 0 0 0
3 3 3 0 0 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○

宮崎市 ○ ○
都城市 ○ ○ ○ ○
延岡市 ○ ○ ○ ○

3 3 0 2 1 0 0 1 0
4 4 1 2 2 0 0 2 0
○ ○ ○ ○ ○ 　　

⿅児島市 ○ ○ ○ ○
⿅屋市 ○
霧島市 ○ ○

2 2 0 2 1 0 0 0 0
3 3 1 3 2 0 0 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

那覇市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
宜野湾市 ○ ○
浦添市 ○ ○
沖縄市 ○ ○ ○ ○
うるま市 ○ 　　

5 4 2 2 1 0 0 1 0
6 5 3 3 2 0 0 2 1

⼤分県

沖縄県

宮崎県

⿅児島県

熊本県

⻑崎県

受注企業
から見直
しの申出
があった
が、協議を
していない

公共工事の発注
に当たって、実勢
価格を反映した
適切な請負代金
の設定や適正な
工期の確保につ
いて、契約後の
状況に応じた必
要な契約変更の
実施も含め、適
切に対応するも
のとしている

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
を運用して
いる。

公共工事の
発注に当
たって、「ス
ライド条項」
の運用基準
を策定して
いる

問１3

労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してくださ
い。

物件及び役務の
契約の途中で、労
務費、原材料費、
エネルギーコスト
等の実勢価格に
変化が生じた場
合には、契約金額
を変更する必要
があるか否かに
ついて検討し、適
切に対応するもの
としている

物件及び役務の契
約について、労務
費、原材料費、エネ
ルギーコスト等の
上昇に伴う契約金
額の変更について
申出があった場合
には、その可否に
ついて協議を行う
旨の条項が契約書
に盛り込まれてい
る

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に対応
はしていな
い

受注企業
から見直
しの申出
がなかっ
た

宮崎県（県＋市）計

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

沖縄県（県＋市）計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

⼤分県（県＋市）計

都道府県名 市区名

　市計
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○ ○ ○
⻑崎市 ○

佐世保市 ○
諫早市 ○ ○

0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
1 1 2 1 0 1 0 0 0 1

○
熊本市 ○ ○ ○
⼋代市 ○

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
○ ○ ○

⼤分市 ○ ○ ○
別府市 ○

1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
2 1 1 0 0 2 0 0 0 1
○ ○

宮崎市 ○
都城市 ○
延岡市 ○ ○ ○

1 0 1 0 1 0 0 0 2
2 0 2 0 1 0 0 0 2
○ ○ ○ ○ 　　

⿅児島市 ○ ○ ※
⿅屋市 ○
霧島市 ○

1 0 1 0 1 0 0 1 0
2 0 1 1 1 1 1 1 0
○ ○ ○ ○ ○

那覇市 ○
宜野湾市 ○
浦添市 ○
沖縄市 ○
うるま市 ○

1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2 2 2 1 1 0 0 0 0 2

⼤分県

沖縄県

宮崎県

⿅児島県

熊本県

　市計

⻑崎県

沖縄県（県＋市）計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

一般競争入
札に際し、契
約の履行の
確保に支障
がない限り、
過去の実績
を過度に求
めなかった

都道府県名 市区名

問１４

新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してく
ださい。
（注）オープンカウンター方式とは、物品調達等（主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手方を特定せず、
案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

左記以外
の取組の
実施

その他の
取組の具
体的内容

特に取組
んでいな
い

競争参加者の
資格の設定に
際し、契約の
履行の確保に
支障がない限
り、下位等級
者の参加が可
能となるよう弾
力的な運用に
努めた

少額随契に
際し、契約履
行の支障の
有無に留意
しながら、新
規中小企業
者を見積先
に含めるよう
努めた

見積先が固
定化しない
よう、小企業
者を含む小
規模事業者
や調達実績
が少ない新
規中小企業
者にも配慮
した

オープンカ
ウンター方
式（注）の
採用（HPな
ど電子的
手段で案
件を公開
する形での
実施）

トライアル
発注制度
等を活用
して、新規
中小企業
者への受
注機会の
増大を
図った

国等と連
携して、地
域の新規
中小企業
者の受注
機会の増
大に努め
た
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

○ 11 11 113,764,683 113,764,683 0 0 0 0
⻑崎市 ○ 101 67 218,268,226 159,360,439 0 0 0 0

佐世保市 ○ 2 2 138,890,653 138,890,653 2 2 237,107,256 237,107,256
諫早市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 103 69 357,158,879 298,251,092 2 2 237,107,256 237,107,256
0 4 114 80 470,923,562 412,015,775 2 2 237,107,256 237,107,256

○ 1,428 1,428 334,522,224 334,522,224 0 0 0 0
熊本市 ○ 12 12 158,394,859 158,394,859 0 0 0 0
⼋代市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 12 12 158,394,859 158,394,859 0 0 0 0
0 3 1,440 1,440 492,917,083 492,917,083 0 0 0 0

○ 18 18 336,928,948 336,928,948 0 0 0 0
⼤分市 ○ 656 611 563,389,317 239,974,579 54 38 79,768,183 22,372,966
別府市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 656 611 563,389,317 239,974,579 54 38 79,768,183 22,372,966
0 3 674 629 900,318,265 576,903,527 54 38 79,768,183 22,372,966
○ 　　 0 0 117,468,288 117,468,288 0 0 0 0

宮崎市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
都城市 ○ 4 4 42,608 42,608 4 0 78,060,400 0
延岡市 ○ 2 2 65,145,373 65,145,373 0 0 0 0

1 2 6 6 65,187,981 65,187,981 4 0 78,060,400 0
2 2 6 6 182,656,269 182,656,269 4 0 78,060,400 0

○ 5,505 5,505 308,056,261 308,056,261 0 0 0 0
⿅児島市 ○ 7 7 142,386,103 142,386,103 0 0 0 0
⿅屋市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
霧島市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 7 7 142,386,103 142,386,103 0 0 0 0
0 4 5,512 5,512 450,442,364 450,442,364 0 0 0 0
○ 10 10 2,672,395 2,672,395 0 0 0 0

那覇市 ○ 2 2 17,293,869 17,293,869 16 16 1,855,370 1,855,370
宜野湾市 ○ 11 9 6,378,070 2,585,563 4 4 3,025,000 3,025,000
浦添市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄市 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0
うるま市 ○ 3 3 6,717,480 6,717,480 0 0 0 0

0 5 16 14 30,389,419 26,596,912 20 20 4,880,370 4,880,370
1 5 26 24 33,061,814 29,269,307 20 20 4,880,370 4,880,370

⼤分県

沖縄県

宮崎県

⿅児島県

熊本県

⻑崎県

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

沖縄県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

競争入札参加資格の審査
で、官公需適格組合に対す
る総合点数の算定方法に
関する特例の設定をしてい
ますか。下記項目から、該
当するいずれかを選択して
ください。

物件 工事

都道府県名 市区名
官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

設定してい
ない

設定してい
る

－ ①

問１５

－ ②
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うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

うち
随意
契約
件数

うち
随意
契約
金額

0 0 0 0 11 11 113,764,683 113,764,683
⻑崎市 5 4 80,810,618 63,253,758 106 71 299,078,844 222,614,197

佐世保市 14 14 333,944,490 333,944,490 18 18 709,942,399 709,942,399
諫早市 0 0 0 0 0 0 0 0

19 18 414,755,108 397,198,248 124 89 1,009,021,243 932,556,596
19 18 414,755,108 397,198,248 135 100 1,122,785,926 1,046,321,279
3 1 21,140,546 283,800 1,431 1,429 355,662,770 334,806,024

熊本市 0 0 0 0 12 12 158,394,859 158,394,859
⼋代市 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 12 12 158,394,859 158,394,859
3 1 21,140,546 283,800 1,443 1,441 514,057,629 493,200,883

15 15 550,734 550,734 33 33 337,479,682 337,479,682
⼤分市 524 485 2,872,283,665 2,718,679,305 1,234 1,134 3,515,441,165 2,981,026,850
別府市 0 0 0 0 0 0 0 0

524 485 2,872,283,665 2,718,679,305 1,234 1,134 3,515,441,165 2,981,026,850
539 500 2,872,834,399 2,719,230,039 1,267 1,167 3,852,920,847 3,318,506,532

1 1 13,310,000 13,310,000 1 1 130,778,288 130,778,288
宮崎市 0 0 0 0 0 0 0 0
都城市 28 17 174,297,712 1,392,358 36 21 252,400,720 1,434,966
延岡市 0 0 0 0 2 2 65,145,373 65,145,373

28 17 174,297,712 1,392,358 38 23 317,546,093 66,580,339
29 18 187,607,712 14,702,358 39 24 448,324,381 197,358,627
0 0 0 0 5,505 5,505 308,056,261 308,056,261

⿅児島市 0 0 0 0 7 7 142,386,103 142,386,103
⿅屋市 4 4 63,063 63,063 4 4 63,063 63,063
霧島市 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 63,063 63,063 11 11 142,449,166 142,449,166
4 4 63,063 63,063 5,516 5,516 450,505,427 450,505,427

16 13 149,010,676 105,597,765 26 23 151,683,071 108,270,160
那覇市 6 6 128,986 128,986 24 24 19,278,225 19,278,225

宜野湾市 68 49 4,107,895 583,000 83 62 13,510,965 6,193,563
浦添市 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄市 1 1 237,600 237,600 1 1 237,600 237,600
うるま市 17 17 805,200 805,200 20 20 7,522,680 7,522,680

92 73 5,279,681 1,754,786 128 107 40,549,470 33,232,068
108 86 154,290,357 107,352,551 154 130 192,232,541 141,502,228

⼤分県

沖縄県

宮崎県

⻑崎県

⿅児島県

熊本県

役務 合計

官公需適格組合と
の契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

官公需適格組合
との契約金額

官公需適
格組合と
の契約件
数

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

沖縄県（県＋市）計

⻑崎県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

⼤分県（県＋市）計

　市計

都道府県名 市区名

問１５（つづき）

－②（つづき）
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問１７

○ ○ ○ ○
⻑崎市 ○

佐世保市 ○
諫早市 ○

0 0 3 0 0
1 1 4 1 0
○ ○ ○ ○

熊本市 ○ ○ ○ ○
⼋代市 ○

1 1 2 1 0
2 2 3 2 0
○ ○ ○ ○

⼤分市 ○
別府市 ○ ○ ○

1 1 2 0 0
2 2 3 1 0
○ ○ ○ ○

宮崎市 ○
都城市 ○ ○
延岡市 ○ ○

0 0 3 2 0
1 1 4 3 0
○ ○ ○ ○

⿅児島市 ○ ○
⿅屋市 ○ ※
霧島市 ○

0 0 3 1 0
1 1 4 2 0
○ ○ ○ ○ ○

那覇市

宜野湾市 ○
浦添市 ○
沖縄市 ○ ○ ○
うるま市 ○ ○

1 0 4 2 0
2 1 5 3 1

⼤分県

沖縄県

宮崎県

⻑崎県

⿅児島県

熊本県

国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織
内でどこまで周知していますか。下記の項目のうち、該当
するものを全て選択してください。

上記以外の中小企業者に対す
る受注機会の増大のための先
進的な取組など官公需施策を推
進するための事例等がございま
したらご記入ください。　【自由回
答】
　
ex.中小企業者、新規中小企業
者を特に考慮した発注の取組な
ど。

問１６

組織の長
を含む組
織幹部

会計部局 調達・契
約を行っ
ている部
局課室

個々の契
約業務を
行ってい
る窓口担
当者

国等の契約の
基本方針自体
は共有してい
ないが、自組
織で作成した
「中小企業者
に関する契約
の方針」を周
知・共有してい
る

　市計

⿅児島県（県＋市）計

　市計

沖縄県（県＋市）計

　市計

熊本県（県＋市）計

　市計

⼤分県（県＋市）計

　市計

宮崎県（県＋市）計

　市計

⻑崎県（県＋市）計

都道府県名 市区名
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表中に「※」と表示してある箇所につきましては、以下にまとめて記載しています。 

 

問２ 中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例の制定の有無にかかわらず「契約

の方針」を作成していますか。下記項目において該当するものを全て選択してください。また、ホームペ

ージに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。 

 

【条例の URL】 

以下に記載している内容は、上記の問２の設問に対して「条例を制定している」と回答し、そのホームペー

ジの URL について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

旭川市  旭川市における公契約の基本を定める条例 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/578/580/p003657.html 

 

釧路市  釧路市中小企業基本条例 

 https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/b_shien/1006429/1006430/index.html 

 

苫小牧市  苫小牧市中小企業振興条例 

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/shinkoshien/shinkojorei/shinkojorei.html 

 

青森県  青森県中小企業振興基本条例 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/sangyo/chusho_nenjihoukoku.html 

 

青森市  青森市中小企業振興基本条例 

https://www.city.aomori.aomori.jp/reiki/reiki_honbun/r180RG00000927.html 

 

八戸市  八戸市中小企業・小規模企業振興基本条例 

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/jorei/21589.html 

 

岩手県  中小企業振興条例 

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/1009035.html 

 

宮城県  中小企業・小規模企業の振興に関する条例 

 https://www.pref.miyagi.jp/documents/2873/26_h27jo52.pdf 

 

仙台市  仙台市中小企業活性化条例 

 https://www.city.sendai.jp/kezai-chose/kurashi/machi/kezaikoyo/koyo/jore/index.html 

 

秋田市  秋田市公契約基本条例 

 https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/oshirase/1010703.html 

 

山形県  山形県中小企業振興条例 

https://en3-jg.d1-law.com/yamagata-ken/d1w_reiki/H424901010088/H424901010088.html 

 

福島市  福島市中小企業振興基本条例 

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/sangyou-koyou/shigoto/sangyo/sangyoshinko/tyusyoukigyoushinkoupuroguramu.html 
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郡山市  郡山市公契約条例 

https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/27/2910.html 

 

いわき市  いわき市中小企業・小規模企業振興条例 

https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1450342396948/index.html 

 

茨城県  茨城県産業活性化推進条例 

https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/o400RG00001479.html 

 

 

栃木県  栃木県中小企業・小規模企業の振興に関する条例 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/280201tyuusyousyoukibojourei.html 

 

前橋市  前橋市公契約基本条例／前橋市中小企業振興基本条例 

 https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/6/koukeiyakukihonjourei.pdf 

 https://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00001408.html 

 

埼玉県  埼玉県中小企業振興基本条例／埼玉県小規模企業振興基本条例 

https://en3-jg.d1-law.com/saitama-pref/d1w_reiki/41490101009800000000/41490101009800000000/41490101009800000000.html 

https://en3-jg.d1-law.com/saitama-pref/d1w_reiki/42990101004400000000/42990101004400000000/42990101004400000000.html 

 

草加市  草加市公契約基本条例 

https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1307/010/010/010/koukeiyakujourei.pdf 

 

朝霞市  朝霞市産業振興条例 

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/sangyo-jyorei.html 

 

千葉県  千葉県中小企業の振興に関する条例 

https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/genkist/jourei/documents/jyorei2912.pdf 

 

江戸川区  公契約条例関連情報 

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e012/shigotosangyo/nyusatsukeyaku/kokyotyotatukihonjorei/index.html 

 

神奈川県  神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho-jourei.html 

 

横浜市  横浜市中小企業振興基本条例 

http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/reiki/reiki_honbun/g202RG00001668.html 

 

川崎市  川崎市契約条例 

http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H339901010014/H339901010014.html 

 

相模原市  相模原市がんばる中小企業を応援する条例 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/380/ganbaru_chusyo_ouen.pdf 

 

横須賀市  横須賀市中小企業振興基本条例 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/g204RG00001683.html 
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新潟県  新潟県中小企業者の受注機会の増大による地域産業の活性化に関する条例 

https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00001474.html 

 

新潟市  新潟市中小企業振興基本条例 

https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jorei/chusyo_jyourei/chusyo-shinko.html 

 

石川県  ふるさと石川の地場産業を担い地域経済を支える中小企業の振興に関する条例 

https://www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/i101RG00001380.html 

 

長野県  長野県の契約に関する条例 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/20130401.html 

 

松本市  松本市公契約条例 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/nyusatsu-keiyaku/112587.html 

 

岐阜県  岐阜県公契約条例 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/89691.pdf 

 

大垣市  大垣市公契約条例 

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000030233.html 

 

静岡県  静岡県中小企業者の受注機会の増大による地域経済の活性化に関する条例 

http://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/030/697/06tyuusyou.pdf 

 

浜松市  浜松市中小企業振興基本条例 

https://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki_honbun/o700RG00001736.html 

 

沼津市  沼津市中小企業振興基本条例 

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8573C75D&houcd=H429901010013&no=4&totalCount=6&fromJsp=SrMj 

 

三島市  三島市中小企業振興条例 

https://krg307.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 

（例規検索システム）→第 10 編産業経済→7 三島市中小企業振興条例 

 

富士宮市  富士宮市中小企業振興基本条例 

http://www.city.fujinomiya.lg.jp/sp/entrepreneur/sf2plr00000029rp.html 

 

富士市  富士市中小企業及び小規模企業振興基本条例 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/sangyo/c0302/fmervo000000bv5o.html 

 

磐田市  磐田市中小企業及び小規模企業振興基本条例 

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shigikai/gikaikaikaku/1005439.html 

 

焼津市  焼津市中小企業・小規模企業振興基本条例 

https://en3-jg.d1-law.com/yaizu/d1w_reiki/H429901010010/H429901010010.html 

 

掛川市  掛川市協働による中小企業振興基本条例 

https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/10815.html 
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名古屋市  名古屋市中小企業振興基本条例 

 https://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/387-2-1-1-0-0-0-0-0-0.html 

 

刈谷市  刈谷市中小企業振興基本条例 

https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/sangyoshinko/1006292.html 

 

豊田市  豊田市公契約条例 

http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/keiyaku/1047355.html 

 

安城市  安城市中小企業振興基本条例 

https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/chushokigyojourei.html 

 

小牧市  小牧市中小企業振興基本条例 

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/jigyousha/shoukougyou/2/13340.html 

 

稲沢市  稲沢市中小企業振興基本条例 

https://www.city.inazawa.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000003/3006/sinkoujourei.pdf 

 

東海市  東海市中小企業振興基本条例 

https://www1.g-reiki.net/tokai-city/reiki_honbun/i524RG00000617.html 

 

滋賀県  滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例 

https://www.pref.shiga.lg.jp/kasseika/zyourei/index.html 

 

大津市  大津市地域産業振興条例 

https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/jyorei/56187.html 

 

京都市  京都市公契約基本条例 

https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/pdf/jorei.pdf 

 

大阪府  大阪府中小企業振興基本条例 

https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001504.html 

 

大阪市  大阪市中小企業振興基本条例 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000145376.html 

 

岸和田市  岸和田市中小企業振興条例 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/chushou.html 

 

寝屋川市  寝屋川市産業振興条例 

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/machizukurisuishin/sangyoshinkoshitsu/indust

rypromotionordinance/1480487084829.html 

 

河内長野市  河内長野市建設工事等請負業者選定要綱 

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/static/reiki/reiki_honbun/l700RG00001106.html 

 

和泉市  和泉市中小企業振興条例 

https://www.city.osaka-

izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/sangyosinkositu/syoukoukanko/gyoumu/tyuushoukigyou/1486715008598.html 
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東大阪市  東大阪市中小企業振興条例 

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000010450.html 

 

兵庫県  中小企業振興条例 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/cyusyokigyosien.html 

 

尼崎市  尼崎市公共調達基本条例 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/nyusatu/1002045/1005952.html 

 

和歌山県  和歌山県中小企業振興条例 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00002010.html 

 

鳥取県  鳥取県産業振興条例 

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/766018/tottorikensangyoushinkoujyourei.pdf 

 

鳥取市  鳥取市中小企業・小規模企業振興条例 

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1491022554061/index.html 

 

米子市  米子市中小企業振興条例 

https://reiki.city.yonago.lg.jp/reiki/H502901010012/H502901010012.html 

 

島根県  島根県中小企業・小規模企業振興条例 

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/jyourei.html 

 

松江市  松江市中小企業・小規模企業振興基本条例 

https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/21/chushojourei.pdf 

 

岡山市  岡山市小規模企業・中小企業振興条例 

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/cmsfiles/contents/0000010/10878/000329167.pdf 

 

山口県  山口県ふるさと産業振興条例 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/gikai/25225.html 

 

宇部市  宇部市中小企業振興基本条例／宇部市産業振興条例 

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/sangyou/shougyou/1005925.html 

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/sangyou/1018070.html 

 

山口市  山口市ふるさと産業振興条例 

https://www1.g-reiki.net/yamaguchi/reiki_honbun/r245RG00000864.html 

 

徳島県  徳島県経済飛躍のための中小企業の振興に関する条例 

https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00001403.html 

 

徳島市  徳島市中小企業振興基本条例 

 https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/shisei/keizai/sonota/chushou_jorei/about.html 

 

香川県  香川県中小企業振興条例 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/9190/0717gj51.pdf 
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高松市  高松市中小企業基本条例 

https://www1.g-reiki.net/city.takamatsu/reiki_honbun/o102RG00000600.html 

 

愛媛県  ふるさと愛媛の中小企業振興条例 

https://www.pref.ehime.jp/site/gikai/14464.html 

 

松山市  松山市中小企業振興基本条例 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/tyusyokigyoushinko.html 

 

福岡県  福岡県中小企業振興条例 

https://sf70a694b84415450.jimcontent.com/download/version/1556602632/module/14166902835/name/%E7%A6%8F%E5%B

2%A1%E7%9C%8C%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%8C%AF%E8%88%88%E6%9D%A1%E4%BE%8B.pdf 

 

北九州市  北九州市中小企業振興条例 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700164.html 

 

福岡市  福岡市中小企業振興条例 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/policy_mng/business/tyusyo_jyorei.html 

 

佐賀市  佐賀市中小企業・小規模企業振興条例 

https://www1.g-reiki.net/city.saga/reiki_honbun/r276RG00001071.html 

 

唐津市  唐津市中小企業・小規模企業振興条例 

https://www1.g-reiki.net/karatsu/reiki_honbun/r079RG00001741.html 

 

熊本県  熊本県中小企業振興基本条例 

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_8579.html 

 

熊本市  熊本市中小企業・小規模企業振興基本条例 

https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=23674&class_set_id=2&class_id=192 

 

大分県  大分県中小企業活性化条例 

https://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/kaiseijorei.html 

 

宮崎県  宮崎県中小企業振興条例 

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/shigoto/chushokigyo/20160425202210.html 

 

鹿児島県  中小企業・小規模企業の振興に関するかごしま県民条例 

http://www.pref.kagoshima.jp/ha01/gikai/topix/teigen/giinteian/documents/50861_20160308134051-1.pdf 

 

那覇市  那覇市公契約条例 

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00001303.html 

 

浦添市  浦添市中小企業・小規模企業振興基本条例 

https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/609e89c83d59ae2434c00b50/ 

 

沖縄市  沖縄市中小企業振興基本条例 

http://www.city.okinawa.okinawa.jp/jigyousya/353/3959 
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うるま市  うるま市中小企業振興基本条例 

https://www.city.uruma.lg.jp/1007002000/contents/1386.html 

 

【契約の方針の URL】 

以下に記載している内容は、上記の問２の設問に対して、「契約の方針を作成している」と回答し、そのホー

ムページの URL について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

北海道  中小企業者等に対する受注機会の確保に関する推進方針 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sanshin/suisinhousin/tyusyousuisinhousin.html 

 

札幌市  札幌市工事請負契約に関する基本方針 

https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/seido/kitei/documents/kouji_houshin.pdf 

 

北見市  北見市の公契約に関する指針 

https://www.city.kitami.lg.jp/administration/town/detail.php?content=9828 

 

苫小牧市  苫小牧市公契約基本方針 

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/zaisei/kojikeiyaku/kokeiyaku.html 

 

岩手県  県が締結する契約に関する条例 

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/1009467/1009468.html 

 

秋田県  秋田県建設工事入札・契約関係事務提要 

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/8486 

 

秋田市  建設工事､測量･建設コンサルタント業務等の地元優先発注について/物品等の地元優先発注について 

https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/kouzi-nyusatsu-keiyaku/1010302/1002092.html 

https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/buppin-nyusatsu-keiyaku/1002667/1002128.html 

 

土浦市  市内企業優先発注について 

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page000822.html 

 

那須塩原市  指名選定方針について 

https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/nyusatsu_keiyakujoho/8/3821.html 

 

群馬県  群馬県の官公需 

https://www.pref.gunma.jp/page/9897.html 

 

伊勢崎市  入札・契約・検査に関するお知らせ 

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/zaiseibu/keiyaku/2799.html 

 

太田市  太田市小規模契約希望者登録のご案内 

https://www.city.ota.gunma.jp/page/1854.html 

 

さいたま市  さいたま市建設工事及び建設工事に伴う業務委託（規程集） 

 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/002/p002724.html 
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所沢市  小規模事業者登録制度 

 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/jigyo/nyusatu/syoukibo/syoukibo.html 

 

加須市  公共調達改革について 

https://www.city.kazo.lg.jp/shigoto_sangyo/nyusatsu_keiyaku/3/32654.html 

 

草加市  第二期草加市地元企業優先発注等に係る実施方針  

https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1307/010/010/070/d2zimotoyusen.pdf 

 

戸田市  戸田市市内業者優先発注実施方針 

https://www.city.toda.saitama.jp/uploaded/attachment/24796.pdf 

 

入間市  建設工事等発注計画書 

https://www.city.iruma.saitama.jp/shigoto_sangyo/nyusatsu_keiyaku/9/8347.html 

 

富士見市  富士見市地元企業優先発注等に係る実施方針 

 https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/17nyuusatsu/2013-0417-1140-133/2018-0404-1007-174.html 

 

千葉県  中小企業者に対する県の官公需契約の方針 

https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/genkist/kankouju/documents/keiyakuhousin_1_1.pdf 

 

市川市  市川市建設工事等資格要件等設定要領 

http://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000235290.pdf 

 

我孫子市  入札・契約制度について 

https://www.city.abiko.chiba.jp/jigyousha/nyusatsukeiyaku/keiyaku/nyusatsu_keiyaku.html 

 

浦安市  浦安市建設工事等指名業者選定の運用基準 

http://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/061/100.pdf 

 

中央区  中小企業者の受注機会増大に向けた契約事務の取扱の依命通達について 

https://krg103.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 

 

港区  規則・要綱・契約条項等（港区建設工事等の共同施工方式に対する発注取扱要綱、 

港区物品買入れ等 契約指名競争入札参加者指名基準） 

https://www.city.minato.tokyo.jp/keiyaku/kuse/nyusatsu/keyaku/kisoku.html 

 

新宿区  新宿区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準 

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000251243.pdf 

 

墨田区  令和 6 年度官公需についての中小企業・小規模事業者の受注機会の確保等に関する区の方針 

https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/keiyaku_nyuusatu/keiyaku_osirase/06houshin.html 

 

目黒区  目黒区工事請負指名競争入札参加業者指名基準／目黒区物品買入れ等指名競争入札参加者指名基準 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/5756/koujisimei_1.pdf 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/documents/5756/bupinsimei_1.pdf 

 

世田谷区  優先業種区分の登録 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/009/003/d00123091.html 
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杉並区  杉並区入札・契約制度の改正について 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s011/8370.html 

 

荒川区  荒川区競争入札等参加者選定要綱 

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00000681.html 

 

板橋区  小規模事業者登録制度 

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/nyusatsu/1005323.html 

 

練馬区  区内事業者優先発注基準について 

https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/keiyaku/institution/yusen.html 

 

足立区  足立区小規模契約希望者登録要綱 要綱集ＵＲＬ 

https://df1-jg.d1-law.com/adachi/ 

 

葛飾区  工事業者指名要綱／物品等業者指名要綱 

https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/180/20141107koujisimeiyoukou.pdf 

https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/180/20141107buppinsimeiyoukou.pdf 

 

三鷹市  三鷹市競争入札参加者選定基準 

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/003/attached/attach_3999_1.pdf 

※市内業者は主に中小企業であり、市内業者に一定の配慮、つまり中小企業に配慮したものとなっている。 

 

調布市  「調布市制限付き一般競争入札実施基準」の変更 

https://www.city.chofu.lg.jp/020060/p010001.html 

 

町田市  契約関連要綱等の一覧 

http://www.city.machida.tokyo.jp/nyusatsu/kokoro/keiyakuyoukou.html 

 

小平市  小平市調達の基本指針 

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/77020/077020/att_0000006.pdf 

 

国分寺市  令和 5 年度・令和 6 年度小規模工事受注希望者申込受付 

https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/nyusatsu/1029443.html 

 

多摩市  多摩市指名基準／多摩市入札参加者の選定に係る市内業者及び準市内業者の取扱基準要領 

https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/585/20190401shimeikijun.pdf 

https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/586/kijyunnyouryou.pdf 

 

神奈川県  神奈川県の官公需について 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/cnt/f5372 

 

横浜市  受注者の方へ（お願い） 

http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/info_zyutyuu_onegai.html 

 

鎌倉市  鎌倉市一般競争入札執行取扱基準／市内業者優先契約に係る入札参加資格等取扱基準 

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/keiyaku/kitei/documents/nyusatusikkoukijyun.pdf 

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/keiyaku/kitei/documents/shinaigyoshayusenkeiyakunikakawarun

yusatsusankashikakutoutoriatukaikijun.pdf 
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藤沢市  藤沢市小規模契約簡易登録について／契約関連 要綱・要領等 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keiyaku/shigoto/nyusatsu/gaiyo/shokibo.html 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keiyaku/shigoto/nyusatsu/gaiyo/keyaku.html 

 

小田原市  小田原市市内事業者優先発注に係る実施方針について 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/municipality/jigyou/contract/system/p33865.html 

 

茅ヶ崎市  茅ヶ崎市市内事業者優先発注に係る取扱基準／小規模修繕契約希望者登録制度 

 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/keiyaku/keiyaku/1052702.html 

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/keiyaku/1006991.html 

 

大和市  入札参加資格登録 

https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/32/nyusatsu_keiyaku/5588.html 

 

金沢市  工事契約事務取扱要領／役務等に係る契約事務取扱要領／物品購入等の契約事務取扱要領／ 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/14/kouji_youryou_20241224.pdf 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/14/e_youryou20231121.pdf 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/14/b_youryou20231121.pdf 

 

福井県  福井県各種入札方式要領等 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/kakusyunyusatsuhoushikiindex.html 

 

福井市  福井市の中小企業による調達手続への参加の奨励に関する計画 

http://www.city.fukui.lg.jp/nyusatsu/keiyaku/kyoutu/fukui-tyuusyo-keikaku.pdf 

 

山梨県  県の契約についての県内中小企業者の受注機会の確保に係る推進方針／中小建設業者の受注機会の

確保について（通知） 

 https://www.pref.yamanashi.jp/documents/26181/23kankoujyuhoushin.pdf 

https://www.pref.yamanashi.jp/documents/2441/3-1-10zyutyuukikai_kakuho.pdf 

 

甲府市  入札・契約に関する要綱一覧（工事契約事務基本方針を含む） 

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/keyaku/business/nyusatsu/kokyo/yoko.html 

 

長野県  長野県の契約に関する取組方針 

 https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/torikumihousin.html 

 

松本市  松本市の契約に関する方針 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/nyusatsu-keiyaku/1346.html 

 

上田市  上田市地元企業優先発注に係る実施方針 

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/keiyakukensa/75219.html 

 

静岡市  契約に関する規程について 

 https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_001863.html 

 

沼津市  令和６年度 沼津市建設工事等の調達方針 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/nyusatsu_keiyaku/nyusatsu/doc/r06chotatsuhoshin.pdf 
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掛川市  掛川市建設工事指名基準 

https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/11055.html 

 

豊橋市  豊橋市建設工事等一般競争入札実施要領／豊橋市物品調達・業務委託に係る一般競争入札実施要綱 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/9157/kou-ippan.pdf 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/9157/bu-ippan.pdf 

 

半田市  半田市公共調達における地元企業の受注機会の拡大及び地産地消の推進に関する実施方針 

https://www.city.handa.lg.jp/jigyosha/nyusatsu/1003658.html 

 

豊川市  要綱・要領・約款等 

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/nyusatsukeiyaku/yokoyoryoyakkan.html 

 

小牧市  入札制度改革基本方針 

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/keiken/1/3/9/4200.html 

 

松阪市  令和 7・8 年度 小規模修繕等契約希望者登録申請要領／松阪市建設工事等発注基準 

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/buppintop/shoukibo.html 

https://www.city.matsusaka.mie.jp/uploaded/attachment/87295.pdf 

 

桑名市  桑名市建設工事等発注基準 

https://www.city.kuwana.lg.jp/shigoto/nyuusatsu/nyuusatsu/kijun/index.html 

 

滋賀県  滋賀県の契約に関する取組方針 

https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/nyusatsubaikyaku/keiyaku/324090.html 

 

彦根市  地元企業への発注について 

https://www.city.hikone.lg.jp/jigyosha/chodo_nyusatsu/3/5892.html 

 

草津市  令和 6 年度 建設工事等における発注方針等について 

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/nyusatsu/joho/keiyaku12015052817.html 

 

京都府  公契約大綱／物品調達における府内中小企業に限定した入札実施要領 

https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/1332829862915.html 

https://www.pref.kyoto.jp/zaisan/funaityusho.html 

 

京都市  規則・要綱・要領集 ※京都市競争入札等取扱要綱 

http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm 

 

大阪府  令和６年度中小企業者向け官公需確保のための基本方針 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o110060/shogyoshien/kan/r06kihon.html 

 

堺市  建設工事等における分離・分割発注に関する方針 

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/sonota/jyorei/youkou/zaimu/050310-9-1.html 

 

池田市  建設工事等の業者の選定格付及び指名基準 

https://www.city.ikeda.osaka.jp/material/files/group/5/6-2.pdf 
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吹田市  吹田市契約の相手方の資格及び選定方法に関する規程 

https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/155/senteikitei.pdf 

 

高槻市  市内業者の活用等に関するお知らせ（平成 27 年 3 月 10 日掲載） 

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/nyusatsu-keiyaku/1690.html 

 

枚方市  枚方市の公共工事の受注にあたって／枚方市における契約の基本方針 

https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000008354.html 

 

茨木市  公契約制度について 

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kikaku/keiyaku/menu/kokeiyaku/koukeiyakukanren.html 

 

八尾市  市外業者への発注等について（お願い） 

https://www.city.yao.osaka.jp/0000009169.html 

 

寝屋川市  寝屋川市の入札制度 

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/somu/keiyaku/keiziban/nyuusatuseido/nyusatuseido.html 

 

和泉市  入札・契約制度等の見直しについて 

https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/soumubu/keiyaku/gyoumu/seidominaoshi.html 

 

門真市  入札契約制度 

https://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/nyusatsu/5486.html 

 

東大阪市  令和 6 年度 建設工事等の入札・契約の方針 

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000010501.html 

 

神戸市  各種規程（共通）／各種規程（物品・製造・その他請負・コンサル関係） 

https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/www/kobe/contents/1002010036144/index.html 

https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/www/kobe/contents/1002010036145/index.html 

 

姫路市  姫路市の中小企業による調達手続への参加の奨励に関する計画 

https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000008219.html 

 

尼崎市  尼崎市建設工事指名業者選定基準 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/nyusatu/kijun/027_youkourui/027senteikijun090701.html 

 

和歌山県  和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準／和歌山県役務の提供等の

契約に係る簡易公開調達の取扱基準 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/120200/ekimu/sikaku/index.html 

 

鳥取県  鳥取県建設工事等入札制度基本方針 ※基本方針第２ １（１）イ参照 

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/90334/kihonhousin_241218.pdf 

 

尾道市  尾道市物品購入等指名業者選定基準 

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/1578.pdf 

 

福山市  福山市物件の買入れ等条件付一般競争入札実施要綱 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/288495.pdf 
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廿日市市  令和 5 年度入札制度の変更について（令和 5 年 4月 1日） 

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/7/10390.html 

 

徳島県  「県内企業優先発注及び県内産資材の優先使用のための実施指針」について 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5001107/ 

 

香川県  物品調達等における県内企業への優先発注について 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/6726/s2xosq160210100416_f09.pdf 

 

高松市  高松市地域の中小企業による調達手続への参加の奨励に関する計画 

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/chushou/epakeikaku.html 

 

愛媛県  県発注工事等に係る入札・契約制度の改善等について 

https://www.pref.ehime.jp/site/nyusatsu/7555.html 

 

松山市  要綱要領等 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/denshinyusatsu/gaiyou/youryou.html 

 

高知市  高知市入札・契約制度基本方針について（令和 2 年度改定） 

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/10/r2kihonnhousin.html 

 

福岡市  福岡市指名基準 

https://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/files/shimeikijyunn.pdf 

 

久留米市  久留米市公共工事の発注方針及び入札手続きの運用について 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2010nyuusatsu/3035k-kitei/2016-0401-2129-234.html 

 

筑紫野市  筑紫野市指名競争入札参加者の指名選定等に関する要綱 

https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C246&houcd=H361902600008&no=5&totalCount=22&fromJsp=SrMj 

 

春日市  春日市指名競争入札参加者指名基準要綱／春日市少額契約登録制度実施要綱 

https://www1.g-reiki.net/city.kasuga/act/frame/frame110000248.htm 

https://www1.g-reiki.net/city.kasuga/act/frame/frame110000249.htm 

 

唐津市  唐津市内業者育成推進取扱要領 

https://www1.g-reiki.net/karatsu/reiki_honbun/r079RG00001070.html 

 

大分県  官公需に関するお知らせ（大分県の入札情報等のページを集約しています。） 

https://www.pref.oita.jp/site/sme/kankoju.html 

 

 

宮崎県  県内企業優先発注及び県産品の優先使用等に係る実施方針 

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sogoseisaku/kense/kekaku/20151118160915.html 

 

沖縄県  沖縄県の契約に関する取組方針について 

https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/koyorodo/1012030/1012059/1012062.html 
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問３ 令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者向けの契約見込額、又はその比率について、目標値を

設定していますか。設定している場合、その目標値または比率をホームページで公表している場合はそのＵ

ＲＬを記載してください。 

 

以下に記載している内容は、上記の問３の設問に対して、「公表している」と回答し、そのホームページの

URL について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

北海道  北海道の官公需 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sanshin/suisinhousin/tyusyousuisinhousin.html 

 

岩手県  岩手県中小企業振興第 3期基本計画 

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/1063653.html 

※中小企業振興計画 P56 中小企業契約件数比率 R8 までの目標値を設定 

 

群馬県  群馬県の官公需 

https://www.pref.gunma.jp/page/9897.html 

 

墨田区  令和 6 年度官公需についての中小企業・小規模事業者の受注機会の確保等に関する区の方針 

https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/keiyaku_nyuusatu/keiyaku_osirase/06houshin.html 

 

三重県  三重県の官公需施策について 

https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000240.htm 

 

大阪府  令和 6 年度基本方針について 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o110060/shogyoshien/kan/r06kihon.html 

 

徳島県  「県内企業優先発注及び県内産資材の優先使用のための実施指針」について 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5001107/ 
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問４ 官公需契約実績額及び中小企業者向け契約実績額、又はその比率について、公表していますか。下記の

項目から、該当するいずれかを選択してください。 

また、ホームページに掲載している場合は、そのＵＲＬを記入してください。 

 

以下に記載している内容は、上記の問４の設問に対して、「公表している」と回答し、そのホームページの

URL について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

苫小牧市  苫小牧市官公需契約実績 

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/zaisei/kojikeiyaku/keiyakushorui/kankouju.html 

 

群馬県  群馬県の官公需 

https://www.pref.gunma.jp/page/9897.html 

 

千葉市  業者別受注状況（工事・測量等） 

https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/juchujokyo.html 

 

墨田区  令和 6 年度官公需についての中小企業・小規模事業者の受注機会の確保等に関する区の方針 

https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/keiyaku_nyuusatu/keiyaku_osirase/06houshin.html 

 

大田区  契約情報 

https://www.city.ota.tokyo.jp/jigyousha/keiyaku/index.html 

 

神奈川県  神奈川県の官公需について 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/cnt/f5372 

 

厚木市  小規模工事(修繕)実績状況 

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shigoto_sangyo/nyusatsu_keiyaku/11/13265.html 

 

新潟市  施策の実施状況 

https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jorei/chusyo_jyourei/shisakujissijyoukyou/index.html 

 

福井県  入札情報サービスシステム 

https://www2.ebid.pref.fukui.jp/ebidPPIPublish/EjPPIj 

 

山梨県  山梨県内中小企業者向け官公需契約実績の推移 

https://www.pref.yamanashi.jp/documents/26181/r2-r4kankoujyu.pdf 

 

三重県  三重県の官公需施策について 

https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000240.htm 

 

京都市  市内中小企業振興について 

http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/chusyoushinkou.htm 

 

大阪府  令和 6 年度基本方針について 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o110060/shogyoshien/kan/r06kihon.html 

 

大阪市  大阪市中小企業振興基本条例に基づく施策の実施状況の公表について 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000201477.html 
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徳島県  【県内企業優先発注】令和 4年度における県内企業優先発注状況について 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7235901/ 

 

熊本市  令和 5 年度（2023 年度）熊本市中小企業活性化会議について 

https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=48327&class_set_id=3&class_id=603 
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問５ 物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らか

の条件等を付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。 

 

以下に記載している内容は、上記の問５の設問において、「上記以外の取組を実施している」と回答し、具体

的な取組の内容について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

群馬県 

名簿登載業者のうち、県内に本社又は委任先営業所がある中小企業者のみ参加可能なオープンカウンタを実施

している。 

 

さいたま市 

一般競争入札の参加拡大。 

 

東京都大田区 

共同企業体発注取扱要項の設定。 

 

調布市 

分離発注を行っている。 

 

大和市 

小規模工事発注システムの運用。 

 

新潟県 

地域保全型工事において、下請先を管内に制限することで地元の中小企業に受注機会を確保している。 

 

京都府 

経常ＪＶやフレックス工期等を導入している。 

 

大阪府 

物品購入において、中小企業者の参加が５者（大阪府中小企業官公需特定品目の場合は３者）以上になった場

合、大企業者の入札参加資格は無くなり、入札は無効となる。 

 

東大阪市 

希望のある市内業者を対象として、市独自の項目で総合評定値へ加点。 

 

福山市 

（建設政策）ＪＶ発注時には市内業者の組み合わせを基本としている。 

（水道）設計金額 4,000 万円以上の建設工事について、同一年度内の同種工事で 1 業者 3 件までとする受注 

制限を設定。 

 

廿日市市 

小規模工事等希望業者の認定。 

 

沖縄県 

随意契約の発注について地元中小企業等に優先的に発注している。 

 

那覇市 

同一業種で同一日時に開札する案件が複数ある場合に原則として 1業種 1 案件のみの落札とする落札件数制限

を設けている。 
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問８ 石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項目

のうち、該当するものを全て選択してください。 

 

以下に記載している内容は、上記の問８の設問において、「上記以外の取組を実施している」と回答し、具体

的な取組の内容について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

埼玉県 

災害時における人員及び物資等の輸送に必要な石油類燃料の調達に関する覚書を石油組合と締結している。 

 

さいたま市 

中小石油販売業者の代表者と毎月の市場価格の変動に応じ、単価契約を締結している。 

 

八王子市 

市内の３事業者と協定を締結している。 

 

西東京市 

災害時における燃料供給協定を中小石油販売業者と締結し、その業者と平時においても燃料供給協定を締結し

ている。 

 

富山県 

災害時の燃料供給協定について、その効果は県だけでなく、市町村にも及ぶこととなっている。 

 

福井市 

災害時における燃料供給及び平時の燃料調整に係る契約を中小石油販売業者と締結している。 

 

山梨県 

発注時には特段意識していないが、結果的に組合構成員と契約締結。 

 

岐阜市 

石油組合に限らず、入札参加資格審査申請時に大規模災害発生時における緊急物品取扱の有無を確認してい

る。 

 

三重県 

災害時における燃料調達について、契約書で定めている。 

 

河内長野市 

地元の中小石油販売業者より燃料調達を行っている。 

 

伊丹市 

兵庫県石油商業組合と契約を締結し、組合員複数者から燃料供給を受けている。 

 

橿原市 

災害時における燃料供給協定を石油組合と締結していないが、平時の燃料調達において、石油組合から費用対

効果において優れたものとすること等を十分検討しつつ、調達している。 

 

米子市 

災害時において協定を締結していない石油組合と平時において随意契約を締結している。 
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山口市 

災害時における燃料供給協定は山口県と石油組合が締結している。その締結をもとに、本市においても災害時

に燃料調達を行えるようになっている。 

 

佐賀市 

佐賀県が協定を締結している石油組合と、平時の燃料調達において随意契約を締結し燃料供給を受けている。 

 

霧島市 

平時の燃料調達において、石油組合と随意契約を締結し燃料供給を受けている。 
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問９ 中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択

してください。 

 

以下に記載している内容は、上記の問９の設問において、「上記以外の取組を実施している」と回答し、具体

的な取組の内容について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

札幌市 

前払い、中間前払いの実施。 

 

江別市 

中小企業向けの低利の融資制度を設けている。 

 

岩手県 

工事契約について、業務の進捗状況に応じて部分払の請求を可としている。 

 

秋田市 

支払日の曜日を固定し、業者の資金計画を立てやすくしている。 

 

栃木市 

予定価格が一定額以上の業務において、部分払いを認めている。（工事 130 万円以上、役務（工事系役務）50

万円以上）。 

 

群馬県 

前払金、中間前払金を採用している。 

 

千葉市 

前払金の支払。 

 

我孫子市 

役務契約の実施に当たり、事前に当該役務契約のみで使用する資機材等を用意する必要がある契約の一部で前

金払いを実施した。 

 

鎌ケ谷市 

前金払制度を実施。 

 

東京都 

役務および工事等の外注に際し、元請事業者が外注先とあらかじめ書面において、作業内容、人件費単価、期

間等を明確化するよう努めることを、「下請負人等に対する契約の適正化及び支払の迅速化並びに必要な技術者

の配置等について」で定め、当該通知をホームページで公表している。 

 

三鷹市 

工事案件において事業者から前払金及び中間前払金、部分払いの請求があった場合は速やかに対応している。 

 

府中市 

公共工事代金債権信託（コントラスト）制度の導入。 

 

西東京市 

可能な限り前払金制度の対象として設定している。 
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大和市 

支払時期、回数について予め協議のうえ決定している。 

 

岐阜県 

早期払い。 

 

富士市 

富士市地域建設業経営強化融資制度。 

 

磐田市 

経済変動対策貸付資金利子補給金制度。 

 

安城市 

工事と工事委託については予定価格が 300 万円超の場合、前払いを行っている。 

 

稲沢市 

公共工事に要する経費の部分払、前金払、中間前金払の制度と工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度が

ある。 

 

東海市 

地域建設業経営強化融資制度の導入。 

 

三重県 

・契約書において債権譲渡禁止特約を解除。 

・適法な支払請求書を受理した場合、速やかに支払いをしている。 

 

京都府 

支払条件として前金払いや中間前金払等を選択できるようにしている。 

 

京都市 

２番と重複するが、地域建設業経営強化融資制度を運用している（昨年度適用案件なし）。 

 

大阪府 

請求後速やかに支払い手続きを行っている。 

 

大阪市 

下請育成等啓発のビラ周知。 

 

堺市 

・「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱要領」を定めている。 

・「堺市公共工事の前金払に関する規則」及び｢堺市公共工事の前金払及び部分払に関する要綱｣を定めている。 

 

兵庫県 

適時に部分払等を行うための速やかな変更契約の実施。 

 

鳥取県 

工事費の前金払。 
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広島県 

工事請負代金債権の譲渡を認め、債権譲渡先が中小建設業者に対し転貸融資を行うことのできる制度の導入。 

 

山口県 

前金払の実施。 

 

山口市 

市制度融資。 

 

香川県 

工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領を策定している。 

 

愛媛県 

前金払制度及び、中間前金払い制度。 

 

高知市 

建設工事における債権譲渡制度。 

 

福岡県 

工事請負契約において、受注者の求めに応じた部分払（出来高払）を実施した。 

 

佐賀県 

前金払い、部分払いの実施。 

 

長崎県 

可能な場合、早期支払いの対応を行った。 

 

大分県 

大分県制度資金融資。 

 

宮崎県 

前払い、中間前払い、出来高払い。 

 

宜野湾市 

前払いや中間払い等。 
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問 12 年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選

択してください。 

 

以下に記載している内容は、上記の問 12 の設問において、「上記以外の取組を実施している」と回答し、具

体的な取組の内容について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

札幌市 

約款に「受託者は、最低賃金法その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする」といった条項

を入れている。 

 

青森市 

メッセージ等で全庁に資料を配付している。 

 

山形県 

問 13 回答での対応。 

 

福島県 

例年３月１日の設計業務委託等技術者単価改正に伴う特例措置。 

 

茨城県 

労務費等最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づき予定価格を作成している。 

 

群馬県 

最低賃金額の改定や労務費、原材料費、エネルギーコスト等の実勢価格に変化が生じた場合は、契約金額を見

直す必要があるか否かについて検討し、必要と認められた場合は、積極的かつ速やかに実情に合った変更契約

を行うこととしている。 

 

川口市 

指名通知を送る際に、最低賃金の動向やその他法令・基準に基づく下限額、契約期間中の世界情勢や法令改正

に伴う事情変更を考慮するよう促す書面を一緒に送付している。 

また、業務委託契約細目の発注者と受注者の協議規定に基づき必要に応じ協議している。 

 

千葉市 

・必要に応じ、発注者、納入者協議を認める標準契約書を使用し、契約を行っている。 

・積算基準の単価を採用しており、最低賃金より高い単価を採用している。 

 

町田市 

契約約款にて、「甲又は乙は、工期内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は

物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求する

ことができる」としている。 

 

大和市 

標準約款を採用し、双方抗議事項として明記している。 

 

山梨県 

契約担当者に対して、適切な対応を促す通知等。 
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名古屋市 

委託契約におけるスライド条項を適用しており、最低賃金等が一定額以上改定された場合には適切な価格での

契約変更を行う旨の条項を契約書に入れている。 

 

京都府 

最新単価を採用して発注している。 

 

大阪府 

労務単価を基本に予算を確保し、契約を締結している。 

 

松江市 

受注企業から見直しの申し出があった場合は、協議をするように各課へ働きかけをしている。 

 

広島県 

低入札価格調査において、労務単価が最低賃金額以上であるか確認している。 

 

香川県 

公共工事の工事費積算に使用する公共工事設計労務単価については、毎年、国土交通省と農林水産省が、都道

府県や政令指定都市などの協力を得ながら、労働者の賃金支払い実態を調査し、都道府県ごとに設定してい

る。新労務単価制定後に契約を行った工事及び業務のうち、旧労務単価を適用して積算を行っている工事及び

業務に対しては、新労務単価に置きかえた契約変更が可能となる「特例措置」を、国からの要請に基づき適用

している。 

 

高知市 

特定契約において，労働報酬下限額が最低賃金額を下回った場合，受注者は労働者に最低賃金以上の額を支給

する必要があり，適正に行われているか労務台帳により確認している。 

 

北九州市 

全庁通知にて、①予定価格等の設定にあたっては、昨今の人件費の上昇等を反映した適正な積算に努めること

及び②労務費等の価格変動や最低賃金額の改定等の契約後の状況に応じて必要な契約変更を実施すること等を

周知している。 

 

佐世保市 

最低賃金改定に合わせ、市単価の見直しを行っている。 
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問 13 労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するもの

を全て選択してください。 

 

以下に記載している内容は、上記の問 13 の設問において、「上記以外の取組を実施している」と回答し、具

体的な取組の内容について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

札幌市 

契約期間が複数年にわたる役務契約において、労務単価の上昇に伴い契約金額の引き上げを可能とするスライ

ド制度を導入しており、契約金額の変更について申出があった場合には、応じることする条項が契約書に盛り

込まれている。 

 

草加市 

物件及び役務の契約については、受注者からの協議があれば、適宜対応をしている。 

 

千葉市 

・必要に応じ、発注者、納入者協議を認める標準契約書を使用し、契約を行っている。 

・新労務単価の早期適用。 

 

東京都 

・工事以外の契約についても、最低賃金額や建築保全業務労務単価等の改定に伴う契約変更手続きを適切に行

うものとしている。 

 

大和市 

標準約款を採用し、双方抗議事項として明記している。 

 

春日井市 

公共工事スライド条項運用基準は、単品スライドのみ策定。 

 

安城市 

発注者が必要と認めた場合には、契約金額等の変更が行える旨の条項が契約書に盛り込まれている。 

 

堺市 

あらかじめ労務費等の改定、上昇を見越して予算を確保し、契約時点で反映するよう努めている。 

 

広島市 

年間を通じて行う常駐の施設管理業務のうち一部の業務（建築物清掃業務など）の予定価格積算に用いる労務

単価は、最低賃金額の改定にあわせ毎年設定し、また、複数年の契約期間全般に渡って賃金の上昇があること

を見込んだ額を設定している。 

 

徳島県 

受注者との契約後、全ての資材を精算時の価格から契約時の価格に変更。 

 

福岡市 

債務負担行為を設定している複数年契約の業務委託については、案件に応じてスライド条項を運用している。 

 

佐賀県 

契約時点の労務及び資材単価で変更契約できる特例措置を設けている。 
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問 14 新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当する

ものを全て選択してください。 

 

以下に記載している内容は、上記の問 14 の設問において、「上記以外の取組を実施している」と回答し、具

体的な取組の内容について記載があった地方公共団体の回答について、中小企業庁において整理したもの。 

 

北見市 

独自の指針を策定している。 

 

群馬県 

電子メールにより名簿登載業者へオープンカウンタ制度の周知を実施している。 

 

千葉市 

・一部の建設工事では格付けを設定し、設計金額に応じて参加申請可能としている。 

・希望型指名競争入札に際し、契約の履行の確保に支障がない限り、過去の実績を過度に求めなかった。 

 

鎌ケ谷市 

受注実績のない市内業者等の推薦。 

 

中央区 

経理課の窓口で定期的に案件を公開している。 

 

江戸川区 

独自格付制度。 

 

新潟市 

小額随契の受注を対象とした業者の名簿を、庁内向けに掲示し、各所属に活用を求めている。 

 

富山県 

入札参加資格で「知事が県の施策の推進に特に資する」と認める場合は、事業開始 1 年以内でも入札参加を認

めている。 

 

京都市 

公契約基本条例において分離分割発注に努めることとしている。 

 

大阪府 

物件の発注において、１件が１０万円未満でも個人事業主又は中小企業を参加要件とし電子見積合わせを実施

した。 

 

防府市 

基本方針では市内業者育成のため、工事内容を勘案し、選定に実績を求めないチャレンジ枠を設定している。 

 

鹿児島市 

見積合わせの参加要件として企業の規模や設立時期を限定していない。 
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問 17 左記以外の中小企業者に対する受注機会の増大のための先進的な取組など官公需施策を推進するための

事例等がございましたらご記入ください。【自由回答】 

（ex.中小企業者の受注を優遇する条例、中小企業者を特に考慮した発注の取組など。） 

 

以下に記載している内容は、上記の問 17 の設問に対して記載のあった地方公共団体の回答について、中小企

業庁において整理したもの。 

 

北海道 

北海道における「中小企業者等に対する受注機会の確保に関する推進方針」については、国が毎年度閣議決定

する「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」にあわせ、毎年度改正をすることとしている。 

 

帯広市 

本市では、競争入札参加資格者名簿に登録されない中小企業者を対象に、簡易な手続きで規模の小さな修繕業

務の受注機会を拡大するため、H15 より小規模修繕契約希望者登録制度を設けている。 

 

埼玉県 

中小企業者を含めた、新規入札参加者拡大の取組として 

・民間工事又は県発注工事の一次下請工事を施工実績として認める一般競争入札の試行。 

・特定ＪＶ工事の施工実績を認める一般競争入札の実施。 

 

越谷市 

本市公契約条例において、市内中小企業の受注機会の増大を基本方針の一つとして規定している。 

 

横浜市 

工事及び物件・役務等の発注について、横浜市中小企業振興基本条例に基づき、市内経済の活性化の観点か

ら、市内中小企業者への優先発注を基本方針としている。 

 

白山市 

官公需協同組合との協定（メーター交換、漏水修繕等） 

 

豊橋市 

小規模修繕契約希望者登録制度の運用 

 

三重県 

常時選定事業者名簿（消耗品等） 

 

池田市 

小規模修繕発注要領を設けて規模の小さい小規模事業者に優先発注するよう推進 

 

倉敷市 

小規模工事（５０万円以下の修繕）契約希望者登録制度を設け、市内の中小企業に発注する機会を増やすよう

にしている。 
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佐賀市 

＜入札制度における同日・重複落札制限の適用＞ 

同一の工種に係る工事等や同一の種類に係る物品調達について複数の競争入札案件があり、これらを同日に開

札する案件の場合には、先に開札する案件を落札した事業者は、後に開札する案件の落札者に決定しない制度

を導入している。 

 

＜分離分割発注方式を基本とする運用＞ 

建設工事、測量設計業務委託等の発注案件は、地元（市内）事業者に受注機会を広く提供するために、分離分

割発注を基本としている。このため、大手企業が参入しやすい設計施工一括発注方式等（DB 方式、CM 方式等）

はほぼ採用していない。 

 

鹿屋市 

物品調達等については、平成 23 年 12 月議会における「地元企業優先発注に関する決議」により、専門性や特

殊性の高いものを除き、地域経済等を優先し、市内に本社を有する業者への優先発注を行っている。 
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都道府県名 市、特別区名

問 １ 　中小企業者の受注機会の増大のための措置を講じていますか。

講じている

問 ２

条例のURL

条例を制定していない
契約の方針のURL

契約の方針を作成していない

問 ３

設定している
URL

公表している

問 ４

URL

様式Ⅱ

地方公共団体用

【令和５年度】地方公共団体による中小企業者の受注機会の増大のための措置状況等の調査について

　中小企業者の受注機会の増大のための措置として「条例」、又は条例の制定の有無にかかわらず「契約の
方針」を作成していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
　また、ホームページに掲載している場合はそのＵＲＬを記載してください。

設定していない

　官公需契約実績額及び中小企業者向け契約実績額、又はその比率について、公表していますか。下記の
項目から、該当するいずれかを選択してください。
　また、ホームページに掲載している場合は、そのＵＲＬを記載してください。

公表している

公表していない

条例を制定している

契約の方針を作成している

　令和５年度の官公需総予算額に占める中小企業者向けの契約見込額、又はその比率について、目標値を
設定していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。
　また、「設定している」を選択した場合において、目標値又は比率をホームページで公表しているときは、
「公表している」も選択し、そのＵＲＬを記載してください。
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問 ５

「業者選定基準」等の運用基準の設定

地域要件の設定（発注地域内に本店又は営業所を有する者など）

予定価格に応じて等級格付区分を限定（上位等級者の参加を認めない）

下請要件（県内下請比率）設定、地域貢献度、地域産資材の調達などのいずれか

入札参加資格審査基準において、官公需適格組合を要件に設定

付与してしない

問 ６

予算の繰越し

発注見通しの公表

早期発注

その他の平準化の取組

発注時期の平準化の実態把握（モニタリング、受注事業者へのアンケート等）

物件の発注における納入条件（納入場所、納入回数等、他）の明確化

物件の発注における直接及び間接（原材料等を含む）の銘柄の指定を禁止

平準化や納入条件の明確化等には、特に配慮していない

　物件、役務、工事の発注を行う際、入札参加条件として中小企業者の受注の機会の増大に資する何らか
の条件等を付与していますか。下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

少額予定価格の土木一式工事を対象に、受注機会の少ない小規模な建設業者の入札参加機
会の拡大のため、「参加希望型競争入札」を実施

総合評価落札方式において、企業の技術力（施工計画、企業の施工実績、配置予定技術者の能力
等）や地域・社会貢献度（地域精通度、防災活動等による貢献、ボランティア活動による貢献、県内
企業等の活用、県産資材の優先使用）を評価

　上記以外の取組を実施している　　　　（具体的に：

　物件、役務、工事の発注に当たって、適正な納期・工期の設定のための平準化や納入条件等の明確化
等、中小企業・小規模事業者が十分対応できるよう配慮した取組について、下記の項目のうち、該当するも
のを全て選択してください。

債務負担行為の活用
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問７

著作権等の譲渡契約は物品等の発注契約とは別で締結している

コンテンツ版バイ・ドール契約（注）を適用しているものがある

契約書等に著作権等は発注者に無償譲渡すると定めているものがある

知的財産権については特に配慮していない

知的財産権が含まれるような発注はない

問８

災害時における燃料供給協定を石油組合と締結している

災害時において協定を締結している石油組合と平時においても燃料供給協定を締結している

上記以外の取組を実施している　　　　（具体的に

平時においては燃料調達を行うことがない

平時においては特に配慮していない

問９

上記以外の取組を実施している　　　　（具体的に：

特に配慮していない

　コンテンツ制作（印刷等）など、物件、役務の発注において発注内容に著作権等の知的財産権が含まれる
場合の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択してください。

書面で著作物の利用目的や期間等を明確化することにより、著作権等の譲渡・利用範囲を特定で
きるようにしている

上記により特定した譲渡・利用範囲を元に算定された譲渡対価等を含めて契約金額を決定している

契約書等には記載していないが納入時に中間生成物（納入物の印刷データ等）の譲渡を求めてい
るものがある

　（注） コンテンツ版バイ・ドール契約とは、国が委託等によって制作するコンテンツについて、制作された知的財産に係る権利
　　　　（知的財産権）を、一定の条件の下で受託者に残す契約形態をいいます。

人件費比率の高い役務契約について、業務内容に応じて部分払い（毎月払い等）を実施した

官公需契約に係る債権譲渡が必要と認められる場合には承諾した

　石油組合との災害時の燃料供給協定の締結状況と中小石油販売業者に対する配慮について、下記の項
目のうち、該当するものを全て選択してください。

平時の燃料調達において、協定を締結している石油組合と随意契約を締結し燃料供給を受け
ている
平時の燃料調達において、一般競争により調達する場合、災害時の燃料供給協定を締結して
いること、管内に燃料供給協定を有していること等、適切な地域要件の設定を行っている

平時の燃料調達において、協定を締結している石油組合（これを構成する組合員を含む。）から費
用対効果において優れたものとすること等を十分検討（公正性についての検討を含む。）しつつ、分
離・分割による調達を行っている

　中小企業・小規模事業者の資金繰りへの配慮について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択して
ください。
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問１０

ダンピングの防止について、ホームページや入札説明会で周知した

公共工事の入札の際に、入札金額の内訳書の提出を求めた

工事等の発注に際し、いわゆる歩切りや予定価格等の事前公表を取りやめた

低入札価格調査制度を活用している

特に配慮していない

問１１

低入札価格
調査制度

最低制限価
格制度

※工事系役務：建設コンサルタント、地質調査、測量など

問１２

　上記以外の取組を実施している　　　　（具体的に：

　ダンピング防止推進の周知、適切な予定価格の作成等について、下記の項目のうち、該当するものを全て
選択してください。

発注に当たって、需給の状況、原材料費・人件費・エネルギーコスト等の最新の実勢価格等を
踏まえた積算に基づき予定価格を作成した

低入札価格調査基準価格を下回る価格により落札した者と契約する場合には、人件費が明記
された入札価格内訳書を徴収し、最低賃金額を下回る人件費でないことを確認している

　年度途中に最低賃金額の改定があった際の対応について、下記の項目のうち、該当するものを全て選択
してください。

　あらかじめ最低賃金額の改定を見越して予算を確保し、契約時点で反映するよう努めている

　人件費の単価が改定後の最低賃金額を下回った場合には適切な価格での単価見直しを行う旨
　の条項を契約書に入れている

　発注機関側から受注企業に対し見直しの必要があるかどうか確認を行った

　受注企業から見直しの申し出があった場合であって、その申し出が妥当であると判断できる
　場合には契約金額の見直しについて応じることとした

低入札価格調査基準価格を下回る価格で契約した場合には、当該案件全てをホームページ等
で公表している

　ダンピング対策として、「低入札価格調査制度」又は「最低制限価格制度」を導入していますか。下記の項
目のうち、該当するものを全て選択してください。

役務（工事系役務）※

役務（工事系役務以
外）

工事

　特に対応はしていない

受注企業から見直しの申出がなかった

　受注企業から見直しの申出があったが、協議をしていない
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問１３

上記以外の取組を実施している　　　　（具体的に：

問１４

上記以外の取組を実施している　　　　（具体的に：

公共工事の発注に当たって、「スライド条項」の運用基準を策定している

物件及び役務の契約の途中で、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の実勢価格に変化が生じ
た場合には、契約金額を変更する必要があるか否かについて検討し、適切に対応するものとしてい
る

物件及び役務の契約について、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に伴う契約金額の
変更について申出があった場合には、その可否について協議を行う旨の条項が契約書に盛り込ま
れている

特に対応はしていない

受注企業から見直しの申出がなかった

　労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について、下記の項目のうち、該当するものを全
て選択してください。

公共工事の発注に当たって、実勢価格を反映した適切な請負代金の設定や適正な工期の確保に
ついて、契約後の状況に応じた必要な契約変更の実施も含め、適切に対応するものとしている

公共工事の発注に当たって、「スライド条項」を運用している

オープンカウンター方式（注）の採用（HPなど電子的手段で案件を公開する形での実施）

トライアル発注制度等を活用して、新規中小企業者への受注機会の増大を図った

国等と連携して、地域の新規中小企業者の受注機会の増大に努めた

特に取り組んでいない

 （注）オープンカウンター方式とは、物品調達等(主に消耗品・備品等の物品及び印刷）に係る見積合わせにおいて、見積もりの相手
　　　  方を特定せず、案件を公開し、見積もり参加希望者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式。

受注企業から見直しの申出があったが、協議をしていない

　新規中小企業者の受注機会の増大を図るために実施した取組について、下記の項目のうち、該当するも
のを全て選択してください。

一般競争入札に際し、契約の履行の確保に支障がない限り、過去の実績を過度に求めなかった

競争参加者の資格の設定に際し、契約の履行の確保に支障がない限り、下位等級者の参加が可
能となるよう弾力的な運用に努めた

少額随契に際し、契約履行の支障の有無に留意しながら、新規中小企業者を見積先に含めるよう
努めた

見積先が固定化しないよう、小企業者を含む小規模事業者や調達実績が少ない新規中小企業者
にも配慮した
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問１５
①

設定している

設定していない

② 　令和５年度の官公需適格組合との契約実績について、円単位でご記入ください。

（単位：件、円）

契約件数 うち随意契約件数

件 件

※官公需適格組合の確認については、中小企業庁ホームページの官公需適格組合名簿を参照してください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html

問１６

組織の長を含む組織幹部

会計部局

調達・契約を行っている部局課室

個々の契約業務を行っている窓口担当者

問１７

【以上となります。ご協力ありがとうございました。】

物件

工事

　競争入札参加資格の審査で、官公需適格組合に対する総合点数の算定方法に関する特例の設定をして
いますか。下記の項目から、該当するいずれかを選択してください。

契約の種類
官公需適格組合との 官公需適格組合との

契約金額 うち随意契約金額

※官公需適格組合制度
　官公需法第３条（受注機会の増大の努力）において「組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない」とさ
れており、これを受けて、事業協同組合等の活用に当たって発注機関の便宜に供するため、昭和４２年の「中小企業者に関する国等
の契約の方針（閣議決定）」において「官公需適格組合の証明制度」が設けられた。
　具体的には、官公需の受注に対し意欲的であり、組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること等の要件を満たした
事業協同組合等を「官公需適格組合」として中小企業庁（各経済産業局）が証明するもの。
　官公需適格組合の証明を受けた者は、国の競争契約参加資格審査において、総合点数の算定方法に係る特例（販売額等の数値
に関し、組合員の数値を合算し、組合の数値とすることができる）がある。
　また、令和５年度の国等の契約の基本方針においても、国は地方公共団体に対する当該制度の一層の周知に努めるものとされて
いる。

　国等の契約の基本方針の内容を貴地方公共団体の組織内でどこまで周知していますか。下記の項目のう
ち、該当するものを全て選択してください。

国等の契約の基本方針自体は共有していないが、自組織で作成した「中小企業者に関する契約の
方針」を周知・共有している

　上記以外の中小企業者に対する受注機会の増大のための先進的な取組など官公需施策を推進するため
の事例等がございましたらご記入ください。　【自由回答】
　　ex.中小企業者、新規中小企業者を特に考慮した発注の取組など。

役務

合計 0 0
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